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　文化庁長官に就任して1年余りが過ぎました。その間，文化庁の様々な事業を通じて全国各地を訪

問し，改めて日本文化の素晴らしさを強く実感することができました。また，その文化を支える技術

者やボランティア等の皆さん，そして関係する職員らの努力を理解することができました。

　しかし，全国津々浦々にある我が国の文化の魅力は，まだ十分に理解されず，活用されていません。

同様に，関係者の献身的な努力にも十分な光が当たっていません。今後，こういった場所にスポット

ライトを当てて，積極的にアピールしていきたいと考えています。また，文化庁の職員には，どんどん

現場に出てもらって，ネットワークを広げることにより，日本各地の素晴らしい文化に関する情報を吸

収していって欲しいと思います。職員一人一人が成長することにより，日本文化の魅力を様々なチャ

ンネルで発信していってもらいたいと思います。

　ところで，今年の6月，文化芸術振興基本法が改正されました。平成13年の制定から約16年が経過

し，初めての改正です。その内容は，2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会や文化庁

の京都移転などを見据え，文化行政の対象を広げ，その機能強化を図るものです。例えば，観光やま

ちづくりなどとの有機的な連携や食文化の振興などが新たに規定されました。これらのことにより，

総合的で効果的な政策の展開を進め，文化プログラムや文化財を活用した観光振興，地方創生，経済

の活性化等にもつなげていきます。

　文化，観光，経済の三つがうまく循環すれば，一人ひとりに，そして社会全体に「豊かさ」と「潤い」を

もたらします。すべての国民が文化の恵みを存分に享受することができます。そんな環境を創造して

いくことができる「新・文化庁」にしていきたいと考えています。

文化庁長官

明るく元気な「新・文化庁」を目指して
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文化庁シンボルマーク

　分かりやすく親しみのあるイメージを活用し，文化の重要性や文化施策への理解を増進するとと

もに，文化施策を広く内外に印象づけるため，平成14年12月に文化庁のシンボルマークを作成い

たしました。

　本シンボルマークは，一般公募により応募された作品527件（応募者数221名）の中から文化庁内

において選考を重ね，決定いたしました。

　文化庁の「文」の文字をモチーフに三つの楕円で，「過去・現在・未来」「創造・発展」「保存・継承」

の輪をイメージし，芸術文化を創造し，伝統文化を保存・伝承していく人の姿（文化庁）・広がりを

表現しています。色彩は日本伝統色の一つである「朱色」としました。

　文化庁の催す行事や各種支援による公演等で表示していただくとともに，封筒，各種パンフレッ

トなどにおいて表示することにより，文化を大切にする社会の構築に向けて活用してまいります。

本シンボルマークを末永く御愛用いただけますよう，よろしくお願いします。
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Ⅰ
文化行政の基盤

　文化庁は，昭和43年6月15日に文部省文化局と文化財保護委員会を併せて
設置されました。現在，文化庁は，次のような組織をもって文化の振興及び国
際文化交流の振興を図るとともに，宗教法人に関する事務を行っています。

2. 文化庁の移転と機能強化について

1. 組織図　（平成 29 年 4 月現在）

（1）文化庁の移転と機能強化
　内閣に置かれているまち・ひと・しごと創生本部
では，東京一極集中を是正する観点から，政府関係
機関の地方移転について道府県等からの提案を踏ま

えた検討を行い，平成28年3月に「政府関係機関移
転基本方針」を決定しました。
　この中で文化庁については，外交関係や国会対応
の業務，政策の企画立案業務（関係省庁との調整等）

文化庁の組織1

平成29 年度末定員238 人

  文化財部  長官官房

文部科学大臣

長官

次長
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日本芸術院 文化審議会

国語分科会

世界文化遺産部会

無形文化遺産部会

著作権分科会
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2

についても現在と同等以上の機能が発揮できること
を前提とした上で，地方創生や文化財の活用など，
文化庁に期待される新たな政策ニーズ等への対応を
含め，文化庁の機能強化を図りつつ，数年の内に京
都に移転することとされました。
　これを受け，平成28年4月に，関係省庁及び京都
府・京都市をメンバーとする「文化庁移転協議会」を
設置して具体的な検討を進めるとともに，7月には文
化庁職員30名程度を京都に派遣し，最新のテレビ会

議システム等のICTを活用した実証実験を行いまし
た。同年8月の協議会では，基本的な方針や各工程
の具体的な内容についてとりまとめるとともに，同年
12月の協議会では，平成29年4月に設置する「地域
文化創生本部」の具体的な内容や本格移転先の候補
等についてとりまとめました。
　今後引き続き，協議会におけるとりまとめを踏ま
え，文化庁の機能強化及び抜本的な組織改編等につ
いての検討を進めることとしています。

「地域文化創生本部」について

文化庁では平成29年4月に，先行移転の取組として，地元（京都府・京都市・京都商工会議所・関西広域
連合、関西経済連合会等）の協力も得て30人程度の体制で，「地域文化創生本部」を設置しました。同本部
では，文化庁に期待される新たな政策ニーズに対応した事務・事業を地元の知見やノウハウ等を生かしな
がら実施することとしています。具体的には，①文化に関する政策調査研究や国際文化交流等，②地域の
幅広い文化芸術資源の活用による地方創生や経済活性化，人材育成等，③文化財を活かした広域文化観光
及びまちづくりの推進やこれらに関するモデル開発等を実施していく予定であり，こうした取組を通じて，
国全体の文化行政におけるメリットや課題を検証することとしています。

文化庁長官による開所式での挨拶除幕式の様子

Ⅰ 文化行政の基盤
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1. 改正の経緯及び背景 
　平成29年６月，文化芸術の振興のための基本的な
法律である「文化芸術振興基本法」が改正され，「文
化芸術基本法」となりました。
　平成13年11月に議員立法により基本法が制定され
てから約16年が経過し，我が国社会の少子高齢化や
グローバル化等がますます進展する中で，文化の祭
典でもある2020年東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会の開催は，文化芸術の価値を社会の中心
に据え，文化芸術による新たな価値の創出を広く国
際社会に示す重要な契機です。このため，「文化芸
術立国」の実現を目指すとともに，観光やまちづくり
等を通じた文化芸術の新たな価値の創出を図るため，
今般改正が行われました。

2. 改正の概要 
　「文化芸術基本法」は，文化芸術に関する活動を行
う人々の自主的な活動を促進することを基本としな
がら，文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な
推進を図り，心豊かな国民生活及び活力ある社会の
実現に貢献することを目的としています。
　今回の改正においては，文化芸術そのものの振興
に加え，観光・まちづくり・国際交流・福祉・教育・
産業等文化芸術に関連する分野の施策についても新
たに法律の範囲に取り込むとともに，文化芸術によ
り生み出される様々な価値を，文化芸術の更なる継
承，発展及び創造につなげていくことの重要性を明
らかにしました。
　また，文化芸術団体の果たす役割が明記されると
ともに，国・独立行政法人・文化芸術団体・民間事
業者等の連携・協働についても新たに規定されまし
た。
　文化芸術に関する基本的施策については，伝統芸
能の例示に組踊が追加されるとともに，食文化の振

興が新たに明記されました。また，芸術祭の開催支
援や，高齢者及び障害者の創造的活動等への支援等
が明記されました。
　このほか，文化芸術に関する施策の総合的かつ計
画的な推進を図るため，政府はこれまでの「文化芸術
の振興に関する基本的な方針」に代わり新たに「文化
芸術推進基本計画」を策定することとされました。ま
た，新法では，文部科学省，内閣府，総務省，外務省，
厚生労働省，農林水産省，経済産業省，国土交通省
等による「文化芸術推進会議」を設けることとされて
います。
　改正法の附則においては，文化芸術に関する施策
を総合的に推進するため，政府は文化庁の機能の拡
充等について，その行政組織の在り方を含め検討を
加え，その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの
とすることとされています。
　
　今後は，今回の改正趣旨を踏まえ，観光・まちづ
くり・国際交流・福祉・教育・産業等文化芸術に関
連する幅広い分野も含めた施策を推進するとともに，
行政機関・文化芸術団体・民間事業者・学校・地域
等のこれまで以上の連携により，文化芸術に関する
施策が更に推進されていくことが期待されます。

3. 「文化芸術推進基本計画」の策定に向けた諮問 
　「文化芸術基本法」の成立を受け，平成29年6月，
文部科学大臣から文化審議会に対して，「文化芸術
に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため
の基本的な在り方―「文化芸術推進基本計画（第1
期）」の策定に向けて―」諮問がなされました。今後は，
平成29年度内を目途に答申がなされることを目指し
て，文化審議会において幅広く検討が行われます。

1. 文化芸術振興基本法の改正

文化芸術基本法と基本方針2

Ⅰ 文化行政の基盤
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文化芸術基本法の概要

2. 文化芸術の振興に関する基本的な方針

　「文化芸術の振興に関する基本的な方針」（以下「基
本方針」）は，従来の「文化芸術振興基本法」に基づき，
文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図る
ため，政府が策定することとされたものです。
　文化庁では，これまで，第1次基本方針（平成14
年12月閣議決定），第2次基本方針（平成19年2月閣
議決定），第3次基本方針（平成23年2月8日閣議決定）
に基づき，文化芸術の振興に取り組んできました。

　平成26年3月には，文化審議会に対して，「文化
芸術の振興のための基本的施策の在り方について」
諮問がなされ，平成27年4月16日の文化審議会総
会において「文化芸術の振興に関する基本的な方針」
（第4次）について答申が行われ，同年5月22日には，
同答申を踏まえた第4次基本方針（対象期間：平成27
年度から平成32年度までおおむね6年間）が閣議決
定されました。本基本方針の概要は次のとおりです。

目的（第 1条） 
心豊かな国民生活と活力ある社会の実現

基本理念（第2条）
・芸術家等の自主性尊重
・国民の鑑賞・参加・創造の環境の整備
・我が国及び世界の文化芸術の発展
・多様な文化芸術の保護及び発展
・地域の特色ある文化芸術の発展
・国際的な交流及び貢献の推進
・文化芸術に関する教育における相互連携
・広く国民の意見の反映
・文化芸術により生み出される様々な価値の，文化芸術の更なる
継承・発展・創造への活用
・観光・まちづくり・国際交流・福祉・教育・産業等関連分野の
施策との連携

国及び地方公共団体の責務（第３・４条）
国民の関心及び理解（第５条）
文化芸術団体の役割（第５条の２）
関係者相互の連携・協働（第５条の３）
法制上・財政上又は税制上の措置（第６条）

第一章 総則（第1条～第6条）

・文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政
府は基本計画を策定
・地方公共団体は、地方の実情に即した基本計画を策定（努力義務）

・文化芸術そのものの振興に加え，観光・まちづくり・国際交流・福祉・教育・産業等文化芸術に関連する分野の施策についても新たに法律の
範囲に取り込むこと。
・文化芸術により生み出される様々な価値を，文化芸術の更なる継承，発展及び創造に活用すること。

第二章 基本計画（第7条～第７条の２）

改正の趣旨

・文化芸術の各分野の振興
　・物品の保存や知識技能の継承への支援，食文化の振興
　・伝統芸能の例示に「組踊」を明記
・地域における文化芸術の振興，文化芸術を通じた地域の振興，
芸術祭等への支援
・国際文化交流の推進
　・芸術祭の開催・多言語化対応への支援，海外の著作権制度の
整備に関する協力，国際機関への人材の派遣

・芸術家等の養成及び確保
　・企画制作者・技術者等の人材育成への支援，作品の流通促進，
創造的活動のための環境整備

・国語・日本語教育の充実
・著作権等の保護・利用
　・著作物の適正な流通のための環境整備，著作権等の侵害対策
の推進

・高齢者・障害者等の文化芸術活動の充実
　・創造的活動や公演への支援
・文化芸術の振興に必要な調査研究
・民間の支援活動の活性化
　・文化芸術団体が行う文化芸術活動への支援　　　等

・文化芸術に関する施策の総合的，一体的かつ効果的な推進を図るため，政府に文化芸術推進会議を設置し，関係行政機関が相互に連絡調整

第三章 基本的施策（第8条～第35条）

第四章　文化芸術の推進に係る体制の整備（第３６条～第３７条）

二重下線は改正のあった箇所

　新法に基づく「文化芸術推進基本計画」については，今後政府において策定にむけた検討が行われる予定です。
次の項では，旧法に基づく「文化芸術の振興に関する基本的な方針」について紹介します。
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第 1　社会を挙げての文化芸術振興
◎地方創生：文化芸術，町並み等を地域資源とし
て戦略的に活用し，地方創生の起爆剤に！
◎2020年東京大会：全国津々浦々で，あらゆる主
体が『文化プログラム』を展開，多くの人々が参
画

　　→�2016年リオ大会後，オリンピック・ムーブメ
ントを国際的に高める取組を実施し，機運の
醸成

◎東日本大震災からの復興：文化芸術の魅力で，
国内や世界のモデルとなる『新しい東北』の創造
◎文化芸術への公的支援を，戦略的投資と位置づ
け，文化芸術振興への支援を重点化

第 2　文化芸術振興に関する重点施策
　文化芸術振興のための五つの重点戦略を定める。
重点戦略1：文化芸術活動に対する効果的な支援
◎芸術の水準向上に直接的な牽引力となる創造活
動に重点的な支援を行うなど，我が国の顔とし
て世界に誇れる文化芸術の創造を支援
◎日本と海外との多様な芸術交流など，分野の特
性に配慮しつつ，戦略的かつ工夫を凝らした創
造活動の推進

◎地域の多様な主体による文化政策の立案
◎国内外の芸術家を積極的に地域へ受け入れる取
組への支援

◎文化芸術創造都市の全国的ネットワークの充実・
強化，観光・産業振興との連携

文化芸術の振興に関する基本的な方針━文化芸術資源で未来をつくる━
（第4次基本方針）ポイント

〈今回の改訂のポイント〉
●対象期間を，2020年度までのおおむね6年間（平成27年度〜平成32年度）
●�第3次方針策定時（平成23年2月）以後の諸情勢の変化を踏まえた文化政策の方針を明示�
（地方創生，2020年東京大会，東日本大震災等）
●我が国が目指す「文化芸術立国」の姿を明示
　

　

【我が国が目指す文化芸術立国の姿】
　◎あらゆる人々が全国様々な場で創作活動への参加，鑑賞体験ができる機会の提供
　◎2020年東京大会を契機とする文化プログラムの全国展開
　◎被災地からは復興の姿を，地域の文化芸術の魅力と一体となり国内外へ発信
　◎文化芸術関係の新たな雇用や産業が現在よりも大幅に創出

●「文化芸術立国」の実現のための成果目標と成果指標を提示

　

【成果目標・成果指標】
　日本の誇りとして「文化芸術」を挙げる国民の割合（2014年1月：50.5％→2020年に約6割へ）
　地域の文化的環境に対して満足する国民の割合（2009年11月：52.1％→2020年に約6割へ）
　寄付活動を行う国民の割合　　　（2009年11月：9.1％→2020年に倍増へ）
　鑑賞活動をする国民の割合　　　（2009年11月：62.8％→2020年に約8割へ）
　文化芸術活動をする国民の割合　（2009年11月：23.7％→2020年に約4割へ）
　訪日外国人旅行者数　　　　　　（2014年：1,341万4千人→2020年に2000万人へ）

Ⅰ 文化行政の基盤
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◎日本版アーツカウンシル
◎障害者の芸術活動の振興
◎衣食住に係る文化をはじめ「くらしの文化」の振
興

◎全国の公演や文化芸術イベント等の情報発信
◎2020年東京大会を見据えたファンドへの協力要
請，民間企業等の活動の促進

重点戦略2：�文化芸術を創造し，支える人材の充実
及び子供や若者を対象とした文化芸術
振興策の充実

◎子供や若者の「創造力」と「想像力」の育成
◎学校における芸術教育の充実
◎雇用の増大を念頭に置き，文化芸術活動や施設
の運営を支える専門人材育成・活用
◎指定管理者制度の理解の促進
◎伝統文化を支える技術・技能の伝承者に対する
支援

重点戦略3：�文化芸術の次世代への確実な継承，地
域振興等への活用

◎文化財の適切な状態での保存・継承
◎文化財の積極的活用による，各地域の地域振興・
観光振興等

◎「日本遺産（Japan Heritage）」認定の仕組みの創
設
◎歴史文化基本構想による地域の文化財の総合的
な保存・活用
◎ユネスコの世界文化遺産や無形文化遺産への推
薦・登録の積極的推進

◎水中文化遺産の保存・活用の在り方についての
調査研究

重点戦略4：�国内外の文化的多様性や相互理解の促
進

◎日本の芸術作品や芸術家・文化人等の海外展開
◎国内外の国際的芸術イベントの充実
◎文化施設や大学における文化発信・交流の活動・
内容の充実
◎デジタルアーカイブ化（映画，舞台芸術，アニメ，
マンガ，ゲーム，デザイン，写真，建築，文化
財等）の促進や分野横断的整備の検討，我が国
のメディア芸術を広く海外に発信

◎日本各地の文化創造と国際的発信の拠点づくり
の推進
◎文化施設等をユニークベニュー（＊1）として公
開・活用し，MICE（＊2）の誘致や開催
（＊1）�ユニークベニュー：歴史的建造物，文化施設や公

的空間等で，会議・レセプションを開催すること
で特別感や地域特性を演出できる会場。

（＊2）�MICE：Meeting（企業等のミーティング），Incentive
（企業等の報奨・研修旅行），Convention（国際会
議），Exbition/Event（展示会・イベント）の総称。

◎我が国の高度な文化遺産保護に係る知識・技術・
経験を活用した国際協力の推進

◎東アジア文化都市の取組，東アジアにおける若
い世代の芸術家等の交流の推進
◎外国人に対する日本語教育の推進

重点戦略5：文化芸術振興のための体制の整備
◎国立の美術館，博物館や劇場の機能の充実
◎『アイヌ文化の復興等を促進するための「民族共
生の象徴となる空間」の整備及び管理運営に関
する基本方針』に基づく取組の推進
◎文化政策の形成に寄与する基礎的なデータの収
集や各種調査研究
◎デジタル・ネットワーク社会に対応した著作権
制度等の整備

第 3　文化芸術振興に関する基本的施策
　文化芸術振興基本法に定める文化芸術振興の基本
理念に基づき，以下の事項ごとに具体的施策を定め
る。

１　文化芸術各分野の振興
２　地域における文化芸術振興
３　国際交流等の推進
４　芸術家等の養成及び確保等
５　国語の正しい理解
６　日本語教育の普及及び充実
７　著作権等の保護及び利用
８　国民の文化芸術活動の充実
９　文化芸術拠点の充実等
10　その他の基盤の整備等
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・「敬語の指針」（平成19年2月）

・「改定常用漢字表」（平成22年6月）

・「文化芸術の振興に関する基本的な方針（第4次）について」（平成27年4月）

・「文化芸術立国の実現を加速する文化政策」（平成28年11月）  （P.17参照）

最近の

主な答申

◆文化審議会組織図

　文化審議会では，文化行政における政策の企画立
案機能の充実を図るため，文化の振興及び国際文化

交流の振興に関する重要事項等について，幅広い観
点から調査審議等を行います。

文化審議会3

・�文化の振興に関する基本的な政策の形成に係る重要事項に関する調査審議

文化政策部会

・�展覧会における美術品損害の補償に関する事項の調査審議

美術品補償制度部会

・�世界遺産条約の実施に関する事項の調査審議

世界文化遺産部会

・�無形文化遺産保護条約の実施に関する事項の調査審議

無形文化遺産部会

・文化の振興及び国際文化交流の振興に関する重要事項の調査審議等

文化審議会

（平成29年4月6日現在）

・�文化財の保存及び活用に関する重要事項の調査審議等

文化財分科会

・�国語の改善及びその普及に関する事項の調査審議等

国語分科会

・�著作権制度に関する重要事項の調査審議等

著作権分科会

・文化功労者年金法により，審議会の権限に属させられた事項の処理

文化功労者選考分科会

Ⅰ 文化行政の基盤
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主要事項 前年度予算額 平成29年度
予 算 額 比較増△減額

豊かな文化芸術の創造・活用と人材育成 20,212 20,835 623

○文化芸術資源の創造・活用による地方創生と経済活性化等の推進 5,832 5,906 74

○文化芸術創造活動への効果的な支援 5,903 6,295 391

○芸術家等の人材育成 8,477 8,634 158

かけがえのない文化財の保存，活用及び継承等 45,193 46,920 1,727

○文化財総合活用･観光振興戦略プランの創設 9,626 10,421 795

○文化財の適切な修理等による継承・活用等 32,035 32,248 213

○文化財の公開活用，伝承者養成，鑑賞機会の充実等 3,532 4,251 719

文化芸術立国実現に向けた文化プログラムの推進及び文化
庁の機能強化 31,706 33,357 1,651

○文化芸術立国実現に向けた文化プログラムの推進 31,706 32,857 1,151

○文化庁の機能強化と京都への移転の推進 0 1,000 1,000

我が国の多彩な文化芸術の発信と国際文化交流の推進 2,580 2,444 △ 136

○日本文化の発信･交流の推進 1,812 1,859 47

○文化遺産保護等国際協力の推進 559 375 △ 184

○外国人に対する日本語教育の推進 210 211 1

文化発信を支える基盤の整備・充実 32,591 30,785 △ 1,805

○国立文化施設の機能強化 25,941 25,862 △ 79

○国立文化施設の整備 5,894 3,971 △ 1,923

○文化発信を支える基盤の整備・充実 755 952 197
※「文化芸術立国実現に向けた文化プログラムの推進及び文化庁の機能強化」は内訳に一部重複する事業があるため，合計額が一致しない。
※計数はそれぞれ単位未満を四捨五入しているため合計額と合致しない場合がある。

1. 世界に誇るべき「文化芸術立国」の実現

◆総表
（単位：百万円）

（単位：百万円）
◆主な内容

平成29年度文化庁予算の概要4

※他に，東日本大震災復興特別会計において，被災文化財の復旧等に904百万円を計上（前年度1,134百万円）

区　　分 前年度予算額 平成29年度
予　算　額

対前年度 備考

増　減　額 伸　　率 （28年度補正予算案）

文化庁予算 103,965 104,272 307 0.3％ 8,585

Ⅰ 文化行政の基盤
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（単位：百万円）

注 1.単位未満を各々四捨五入しているため，合計額と合致しない場合がある。

その他
3,485
（3.3%）

芸術文化の振興
23,495（22.5%）

文化財保護の充実
47,522（45.6%）

国立文化施設関係
29,769（28.6%）

国立文化財機構
10,041（9.6%）

 運営費交付金   8,261
 施設整備費 1,780

日本芸術文化振興会  
10,181（9.8%）

 運営費交付金   10,000
 施設整備費 181

国立美術館  
9,547（9.2%）

 運営費交付金   7,537
 施設整備費 2,010

文化財の公開活用，伝承者養成，
鑑賞機会の充実等     

4,262（4.1%）

文化財の適切な修理等による
継承・活用等     

32,248（30.9%）

文化財総合活用・観光振興
戦略プランの創設     

10,421（10.0%）

芸術家等の人材育成     
8,634（8.3%）

文化芸術創造活動への
効果的な支援 

6,295（6.0%）

文化芸術資源の創造・活用による
地方創生と経済活性化等の推進

5,906（5.7%）

その他     
592（0.6%）

その他     
2,660（2.5%）

平成29年度
予算額

104,272百万円

施設費
事業費
人件費

854
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1043

839
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1040

824

190
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1036
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201
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280
1018
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259
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735

257
1016

734

259
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1003
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985
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109
363

109
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28
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900
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1100
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1300

11
50

2625242422242424242323232423385555
1001011019072633411

（年度）

◆平成29年度文化庁予算額（分野別）

◆文化庁予算の推移
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◆A. 文化関係経費の推移（芸術文化経費＋文化財保護経費）

　地方公共団体における文化関係経費（A：芸術文
化経費＋文化財保護経費）の合計額は，平成5年度の
9,553億円をピークに平成19年度の3,328億円まで減
少傾向にありました。その後横這い傾向にありまし
たが，直近では微増し，平成27年度は4,251億円となっ

ています。
　その主な原因は，芸術文化経費（B：芸術文化事業
費＋文化施設経費＋文化施設建設費）が，回復傾向
にあることによります。

◆B. 芸術文化経費の推移（芸術文化事業費＋文化施設経費＋文化施設建設費）

2. 地方公共団体の文化関係経費の推移

（文化庁調べ）

Ⅰ 文化行政の基盤
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事項 措置内容 適用年度

国    

税

税額控除対象法人に
対する寄附

・公益社団・財団法人等のうち一定の要件を満たすもの 【個人の寄附金】
「寄附金額（総所得金額の40％を限度）－
2千円」を所得控除（所得税）又は「寄附金
額（総所得金額の40％を限度）－2千円」
×40％を所得税額から控除（所得税額の
25％を限度）（所得税）

平成23年度～認定特定非営利活動
法人に対する寄附

・学術，文化，芸術又はスポーツの振興を図る活動

特定公益増進法人に
対する寄附

【公益社団・財団法人】
・芸術の普及向上に関する業務を行う法人
・文化財の保存活用に関する業務を行う法人
・登録博物館の設置運営に関する業務を行う法人
・登録博物館の振興に関する業務を全国規模で行う法人

【個人の寄附金】
「寄附金額（総所得金額の40%を限度）−2
千円」を所得控除（所得税）

【法人の寄附金】
寄附金の合計額か特別損金算入限度額「（所
得 金 額×3.125 ％）＋（ 資 本 等 の 金 額×
0.1875％）」のいずれか少ない金額を損金
算入※（法人税）
※一般の寄附金の損金算入限度額と別枠
で損金算入可

昭和51年度〜
（登録博物館に
係る業務を行う
法人については
平成9年度〜）

【独立行政法人】
・国立美術館
・国立文化財機構
・国立科学博物館
・日本芸術文化振興会

平成13年度〜

認定特定公益信託 ・�芸術の普及向上に関する業務（助成金の支給に限る）を行
う公益信託

・�文化財の保存活用に関する業務（助成金の支給に限る）を
行う公益信託

出捐金について特定公益増進法人に対す
る寄附金と同様の取扱い（所得税・法人税） 昭和62年度〜

指定寄附金 【公益社団・財団法人】
・重要文化財の修理・防災施設の設置に要する費用

【個人の寄附金】
「寄附金額（当該年度の所得金額の40%を
限度）−2千円」を所得控除（所得税）

【法人の寄附金】
寄附金の全額を損金算入（法人税）

昭和40年度〜

【独立行政法人】
・�国立美術館・国立文化財機構・国立科学博物館による重

要文化財の収集・保存修理に要する費用
平成13年度〜

相続財産の寄附 【公益社団・財団法人】
・芸術の普及向上に関する業務を行う法人
・文化財の保存活用に関する業務を行う法人

非課税（相続税）

昭和52年度〜

【独立行政法人】
・国立美術館
・国立文化財機構
・国立科学博物館
・日本芸術文化振興会

平成13年度〜

【認定特定非営利活動法人】
・学術，文化，芸術又はスポーツの振興を図る活動 平成13年度〜

重要文化財等の
譲渡所得

・�国，地方公共団体，独立行政法人国立美術館・国立文化
財機構・国立科学博物館，地方独立行政法人（博物館相
当施設として指定された博物館，美術館，植物園，動物
園又は水族館の設置・管理を主たる目的とするもの）に対
する重要文化財（動産又は建物）の譲渡

非課税（所得税） 昭和47年度〜

・�国，地方公共団体，独立行政法人国立美術館・国立文化
財機構・国立科学博物館，地方独立行政法人（博物館相
当施設として指定された博物館，美術館，植物園，動物
園又は水族館の設置・管理を主たる目的とするもの）に対
する重要有形民俗文化財（動産又は建物）の譲渡（平成30
年12月31日まで）

1/2課税（所得税） 昭和47年度〜

・�国，地方公共団体，独立行政法人国立文化財機構・国立
科学博物館，地方独立行政法人（博物館相当施設として
指定された博物館又は植物園の設置・管理を主たる目的
とするもの）に対する重要文化財・史跡名勝天然記念物
として指定された土地の譲渡

2,000万円を限度とする特別控除
（所得税），損金算入（法人税）

昭和45年度〜

3. 文化関係の税制

Ⅰ 文化行政の基盤
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事項 措置内容 適用年度

国    

税

重要文化財等の
相続・贈与

・重要文化財である家屋等（土地を含む）の相続・贈与 財産評価額の70/100を控除（相続税・贈与税） 平成15年度〜

・登録有形文化財である家屋等（土地を含む）の相続・贈与 財産評価額の30/100を控除（相続税・贈与税） 平成15年度〜

・�伝統的建造物（文部科学大臣が告示するもの）である家屋等
（土地を含む）の相続・贈与

財産評価額の30/100を控除
（相続税・贈与税） 平成15年度〜

登録美術品の相続 ・�納付すべき相続税額を延納によっても納付することが困
難な場合，登録美術品を物納

物納の優先順位を第3位から第1位に繰上げ
（相続税） 平成10年度〜

地
方
税

重要文化財等
の所有

・重要文化財，重要有形民俗文化財，史跡名勝天然記念物
（家屋及びその敷地）

非課税
（固定資産税・特別土地保有税・都市計画税） 昭和25年度〜

・登録有形文化財（家屋） 1/2課税（固定資産税・都市計画税） 平成8年度〜

・登録有形民俗文化財（家屋） 1/2課税（固定資産税・都市計画税） 平成17年度〜

・登録記念物（家屋及びその敷地） 1/2課税（固定資産税・都市計画税） 平成17年度〜

・重要文化的景観を形成している家屋
（文部科学大臣が告示するもの）及びその敷地 1/2課税（固定資産税・都市計画税） 平成17年度〜

・重要伝統的建造物群保存地区内の
伝統的建造物である家屋（文部科学大臣が告示するもの） 非課税（固定資産税・都市計画税） 平成元年度〜

・重要伝統的建造物群保存地区内の
伝統的建造物の家屋の敷地等

税額を適宜免除・軽減
（固定資産税・都市計画税） 平成12年度〜

・�公益社団・財団法人が所有・取得する重要無形文化財の
公演のための施設（家屋及びその敷地）（平成31年3月
31日まで）

1/2課税
（固定資産税・都市計画税・不動産取得税） 平成20年度〜

※ 重要文化財等に係る地価税については非課税の取扱いがなされているが，平成10年から，地価税の課税は停止されている。

優れた業績を上げた芸術家等の功績をたたえるため，各種の顕彰制度が設けられています。
名称 内容など 発足年度

文化勲章
文化勲章は，文化の発展に関し勲績卓絶な者に対し文部科学大臣が文化功労者選考分科会の意
見を聞いて行う推薦に基づき内閣が決定し，授与。
芸術分野では，美術，文芸，音楽，演劇等が対象。
文化勲章受章者は，原則として前年度までの文化功労者の中から選ばれる。

昭和12年度

文化功労者 文化功労者は，文化の向上発達に関し特に功績顕著な者に終身年金を支給し，これを顕彰する
ために設けられたもので，対象分野は文化勲章と同様。 昭和 26年度

日本芸術院

芸術上の功績顕著な芸術家を優遇するための栄誉機関。
大正８年に帝国美術院として創設され，昭和12年に帝国芸術院に改組されるなどの拡充を経
て，昭和22年に現在の名称となった。
現在，院長１名と第一部（美術），第二部（文芸），第三部（音楽・演劇・舞踊）の各部からの会員
120名以内により構成。
また，会員以外の顕著な業績のある者に「恩賜賞」，「日本芸術院賞」を授与。

大正 8 年度

芸術選奨
演劇，映画，音楽，舞踊，文学，美術，放送，大衆芸能，芸術振興，評論等，メディア芸術の
11部門において，その年に優れた業績をあげ，新生面を開いた者に，芸術選奨文部科学大臣
賞及び芸術選奨文部科学大臣新人賞を贈呈。

昭和25年度

地域文化功労者表彰 全国各地域において，芸術文化の振興，文化財の保護に尽力する等地域文化の振興に功績のあっ
た個人及び団体に対して，その功績をたたえ文部科学大臣が表彰。 昭和 58年度

文化庁長官表彰
文化活動に優れた成果を示し，文化の振興に貢献した者及び国際的に活躍した者，地域の特色
を生かした文化芸術の活動を行い，顕著な功績をあげている市区町村等について，文化庁長官
が表彰。

平成元年度

文化庁映画賞 我が国映画の向上とその発展に資するため，優れた文化記録映画作品及び顕著な業績をあげた
者について，文化庁長官が表彰。 平成15年度

※この他，叙勲，褒章等の制度がある。

芸術家等の顕彰5

Ⅰ 文化行政の基盤
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　文部科学省は，旧文部省庁舎内に「情報ひろば」を
設け，多くの方に文部科学行政の今と昔を知ってい
ただくために，様々な展示物を紹介しています。文
化展示室では，重要無形文化財の保持者の作品など
を展示しています。

2. 文部科学省情報ひろば

　文化庁では，国民の文化政策に対する理解を深め，
文化を享受できる機会等について広く周知するため
の場の充実に努めています。
　そのため，文化庁の施策を紹介したり，文化芸術

の担い手に対する各種の情報提供をしたりするなど，
ホームページを中心とした広報手段を用いて情報発
信を行っています。

　文化庁のホームページを通じて各種施策に関する
様々な情報提供を行っています。

ア．�報道発表や，行事，公募情報などのコーナーを
設け，最新の施策やイベントを公開しています。

イ．�「各種データベース」を設けて，最新の情報を公開
しています。

　　◆国指定文化財等データベース
　　◆文化遺産オンライン
　　◆全国ロケーションデータベース
　　◆著作権登録状況検索システム　　など
ウ．�Web広報誌として「文化庁広報誌　ぶんかる」を
配信し，文化庁及び国立美術館・博物館・劇場
における取組の情報や文化をめぐる様々な活動等
を紹介しています。

　　http://www.bunka.go.jp/prmagazine/
エ．�文化庁公式Twitter 「文化庁広報誌　ぶんかる」で
は，ほぼ毎日，文化庁ホームページの新着情報な
どを発信しています。

　　https://twitter.com/prmag_bunka

オ．�平成29年3月から，文化庁公式YouTubeチャン
ネルを開設し，国内外に向けて日本の伝統文化を
中心に文化庁の取組に関係する動画を配信してい
ます。

https://www.youtube.com/channel/UCE24T0FQaP4jpFgX720e4BQ

1. 文化庁ホームページ http://www.bunka.go.jp/

http://www.mext.go.jp/joho-hiroba/ 

文化広報6

「文化庁 YouTubeチャンネル」

Ⅰ 文化行政の基盤
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　民間による芸術文化振興は，CSR（企業の社会的
責任）や社会貢献意識の高まりに加え，経済と文化の
両輪で豊かな社会を創造するとの認識から，多くの
企業等が取り組んでいます。企業が自ら文化事業を
実施したり，芸術文化活動への資金提供のほか，人

材や製品など企業の経営資源を活
い

かした支援が行わ
れています。特に近年は，地域活性や次世代育成を
目的として，比較的規模の小さな企業や地元企業が
メセナ活動を展開しており，各地の文化振興に大き
な役割を果たしています。

◆企業によるメセナ活動の実施状況
・実施企業数：345社（回答企業数：398社）
・活動総件数：1,873件（1社平均：5.4件）
・活動費総額：241億7,805万円（回答があった248社の総額）（1社平均：9,710万円）

◆企業財団によるメセナ活動の実施状況
・活動総件数：663件（回答財団数：192団体）（1財団平均：3.4件）
・活動費総額：578億8,203万円（回答及び公表データによる計170団体の総額）（1財団平均：3億4,048万円）

◆メセナ活動の実施方法
　　［企業］企業数ベース（345社／複数回答）

1. 企業等による芸術文化活動への支援（メセナ活動）

優れた活動を表彰する「メセナアワード」において，
企業メセナの顕在化と社会的意義を発信しています。
文化庁では，同賞において，国民の「文化力」「創造
力」向上や日本文化の海外発信に貢献した活動に対
し「文化庁長官賞」を授賞しています。
　助成では，芸術・文化活動に対する民間寄附を税
制の面から促す「助成認定制度」をはじめ，東日本大
震災を契機に「GBFund」を設置，芸術・文化による
災害復興支援を行うほか，目的別ファンドも運営し
ています。

　（公社）企業メセナ協議会は，企業によるメセナ（芸
術・文化振興による社会創造）の活性化を目的に，平
成2年に設立された中間支援組織です。企業メセナ
の社会的意義を高め，芸術・文化振興の基盤を整備
するために，調査・研究，認定・顕彰，助成を主要
事業とし，他団体との交流や連携，情報発信等の事
業を展開しています。
　調査・研究では，企業や企業財団のメセナ活動の
実態を調査するほか事例研究を実施。認定・顕彰で
は，企業メセナの活動認定「This is MECENAT」と，

2. （公社）企業メセナ協議会

※�出典：企業メセナ協議会「企業・
企業財団のメセナ活動実態調査

（平成29年度）」
グラフ作成：NDC Graphics

企業等による芸術文化活動への支援7

Ⅰ 文化行政の基盤
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寄附者から助成認定活動を行う団体・個人への寄附金の流れ

（1）助成認定制度
　同協議会では，芸術・文化活動に対する民間から
の寄附を税制面から促進する目的で，平成6年から
「助成認定制度」を運営しています。企業や個人が公
益社団法人である同協議会の助成活動に対して寄附
を行うことで，税制優遇が受けられる制度です。芸術・
文化活動を行う団体・個人が活動ごとに申請し，「助
成認定」を受けた上で，協議会への寄附を助成金とし
て受け取ることができます。

（3）�2021　芸術・文化による社会創造ファンド（2021 
Arts Fund）

　2020年から先の文化創造に資するべく，地域文化
振興及び芸術・文化による地域創造，芸術・文化を
通じた国際交流及び日本文化の国際発信，芸術・文
化及びこれを通じた社会創造を担う人材育成を重点
として，寄附者の意向に応じた目的別ファンドを設
置するとともに，目的を達成するための寄附コーディ
ネートを行っています。

（2）芸 術・ 文 化 による災 害 復 興 支 援ファンド
「GBFund」
　GBFund（ジービーファンド，G:芸術，B:文化，�
F:復興/ファンド）は，平成23年3月23日に同協議会
が立ち上げ，趣旨に賛同する寄附者とともに，被災者・
被災地を応援する目的で行われる芸術・文化活動や，
被災地の有形無形の文化資源を再生する活動を支援
しています。平成29年1月からは，これまでのファ
ンド運営の実績により，支援対象を限定せず，今後
起こりうる全ての災害に対し適宜支援を可能としま
した。現在は東日本大震災，熊本地震を対象災害と
定め，寄付の受け入れ及び助成をしています。

【平成28年度実績】
認定芸術文化活動：81件，寄附件数： 337件，寄附
総額：6,276万639円

寄附金助成金

支援依頼

申請

認定

Ⅰ 文化行政の基盤
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　現在，2020（平成32）年の東京大会に向けて，大会
組織委員会等関係機関において，東京2020文化オリ
ンピアードやbeyond2020プログラムといった文化プ
ログラムの取組が始められています。
　これらは大会ビジョン等を踏まえ，成熟社会にふ
さわしい次世代に誇れるレガシー（文化遺産）の創
出を見据えながら，日本文化の再認識と継承・発展，

次世代育成と新たな文化芸術の創造，日本文化の世
界への発信等に資する取組に対して認証を行うもの
であります。これらを通して，我が国の文化芸術を
一層振興し，更に日本全国でオリンピック・パラリ
ンピックの機運が大いに高まることが期待されてい
ます。

　文化庁においては，文化芸術立国の実現に向け，
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会
の機会を活かし，地域の文化芸術活動への支援等
を通じて多様な文化芸術の発展や文化財の活用を図
り，文化プログラムの推進を図ることとしています。
　このため，文化プログラムのキックオフイベントと
して，リオ大会閉会後，2016（平成28）年10月19日か
ら同22日までの間，東京及び京都において「スポー
ツ・文化・ワールド・フォーラム」を開催しました。
国内外の著名人による基調講演や，文化による国づ
くりに向けた宣言（「2020年を見据えた文化による国
づくりを目指して（通称：京都宣言）」）を発表しまし
た。このほか，同フォーラムでは，文化プログラム

を全国展開していくための機運を醸成するため，各
地の取組を踏まえ，文化プログラムを通じて創出す
べき文化的レガシー等について議論しました。さら
に，車いすダンスの公演や小学生とアイドルグルー
プの合唱，アール・ブリュット作品の展示を行い，様々
な担い手による多様な文化活動を国内外に発信しま
した。
　さらに，文化庁における文化発信を充実するため，
2017（平成29）年3月9日からは全国芸術系大学コン
ソーシアム加盟団体と連携協力しながら，施設の一
部をアート空間として開放し，作品の展示や演奏会
を実施しました。

1. 文化プログラムについて

2. 文化プログラムに関する取組

スポーツ・文化・ワールド・フォーラム
（平成28年10月20日　京都府京都市）

Arts in Bunkacho　～トキメキが、爆発だ～（平成29年3月9日　文化庁旧庁舎）

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会
に向けた文化プログラム

8
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　第4次基本方針では，「文化芸術関係の新たな雇用
や，産業が現在よりも大幅に創出されている」ことを
「我が国が目指す『文化芸術立国』の姿」の一つに挙げ
ています。
　文化芸術への投資は，文化分野だけではなく教育，
福祉，まちづくり，観光・産業等他の様々な産業分
野への経済波及効果を生み出します。このため文化
庁では，文化芸術資源の活用による文化産業の経済
規模（文化GDP）及び経済波及効果の拡大に取り組ん
でいます。
　我が国には，地域における文化財や，マンガ・ア
ニメ・ゲーム等のメディア芸術，舞台芸術や各地の
芸術祭をはじめとする文化芸術活動など，多様な文
化芸術資源が全国に存在します。このため，文化芸

術資源の一層の活用や国内外へ向けた地域の文化芸
術の魅力の発信の強化は，外国人も含めた観光客の
増加につながるとともに，他の産業や地域経済への
波及が一層促進するなど，日本経済の活性化に貢献
すると考えられます。
　そこで，文部科学省としては， 地域の文化芸術活
動の魅力を最大化し，地域経済への波及を創出する
ための取組や，地域の文化財の戦略的活用や適切な
サイクルの修理・美装化により，「文化財で稼ぐ」仕
組みへの転換を図るための取組，多様性を包容する
文化の力を活用し，障害者，外国人等，あらゆる人々
が活躍する場を創出し，文化活動の裾野を拡大する
ための取組などを進めていくこととしています。

　地域のスポーツイベントと文化芸術資源を結び付
けて，世界に誇れる新たな観光資源を生み出すなど，
スポーツ庁，文化庁及び観光庁の3庁の政策連携に
よる相乗効果により，新たに生まれる地域ブランド
や日本ブランドを確立・発信し，2020年東京大会以
降も訪日観光客の増加や，国内観光の活性化を図り，
日本及び地域経済の活性化を目指すため，平成28年
3月7日に「スポーツ庁，文化庁及び観光庁の包括的

連携協定」を締結しました。
　本協定による施策の一つとして平成28年9月には
文化・スポーツを融合させた観光モデルコースとな
る「スポーツ文化ツーリズムアワード2016」の選定を
行い，10の取組を表彰しました。また，平成29年3
月にスポーツ文化ツーリズムの更なる振興に向けた
国際シンポジウムを開催しました。

　第4次基本方針策定後，文化行政においては①文
化庁の京都移転と機能強化，②2020年東京大会を
契機とした文化プログラムの推進による遺産（レガ
シー ）の創出という二つの課題が生じました。こう
した状況の変化や進展を踏まえ，今後の文化政策を
展開するに当たって早急に充実すべき点について，
平成28年9月に文化審議会へ審議要請が行われ，平
成28年11月17日に「文化芸術立国の実現を加速する
文化政策～「新・文化庁」を目指す機能強化と2020

年以降への遺産（レガシー）創出に向けた緊急提言～」
について答申が行われました。
　本答申は，①「新・文化庁」が，文化の領域を幅広
くとらえた新しい文化の創造の促進を重視しつつ，
観光，産業等関係分野との連携を重視すべきという
こと，②文化政策の目指すべき姿や方向性として，
あらゆる人々の文化芸術活動への参画や，文化芸術
の生み出す社会的・経済的価値の波及を重視するこ
となど，を提言しています。

1. 文化芸術資源の活用による文化 GDP の拡大及び経済波及効果の創出

2. スポーツ庁，文化庁及び観光庁による包括的連携協定

3. 文化芸術立国の実現を加速する文化政策（答申）

文化芸術を取り巻く諸情勢の変化を踏まえた取組9

Ⅰ 文化行政の基盤

01_P01-17_2017.indd   17 2017/06/28   19:30



舞台芸術活動等の推進
Ⅱ

舞台芸術の創造活動への効果的な支援1

　文化庁では，芸術各分野の特性に応じた舞台芸術
創造活動に対する新たな助成システムを導入するこ
とにより，我が国の芸術団体の水準向上と，より多
くの国民に対する優れた舞台芸術鑑賞機会の提供を
図るため，「舞台芸術創造活動活性化事業」を行っ
ています。
　本事業は，芸術各分野のそれぞれの特性に応じて，
きめ細やかな助成システムを導入しており，自主公

演における入場料収入に応じた支援や，公演前の創
作に係る経費（演出料，脚本料，稽古料など）の支
援を行い，優れた舞台芸術公演の鑑賞機会の充実や，
国民の芸術活動への積極的な参加意識の醸成等を
図っています。
　なお，これらの取組は，独立行政法人日本芸術文
化振興会に補助金を交付して行っています。

　◆ 新たな支援の内容

　さらに，平成 26 年度からは「戦略的芸術文化創
造推進事業」を新たに行っています。本事業では実
演芸術に係る新たな観客層の開拓・育成や経営基盤
の強化，障害者の優れた芸術作品の展示促進に係る
取組など，我が国の芸術文化振興上の課題解決に資
する事業について，芸術団体等の企画提案を公募・
審査を経て実施しており，平成 29 年度は 27 件の取
組を採択しました。

　また，文化芸術活動への支援をより効果的に行い，
PDCA サイクルを確立するため，独立行政法人日本
芸術文化振興会において，（「舞台芸術創造活動活性
化事業」及び独立行政法人日本芸術文化振興会が実
施する芸術文化振興基金事業について）専門家を活
用した審査・評価等の仕組みを導入しています。（音
楽，舞踊，演劇，伝統芸能・大衆芸能の４分野が対象）

助成対象分野 応募件数 採択件数 助成交付予定額
音楽 133 110 1,760
舞踊 44 37 578
演劇 171 98 717

伝統芸能 30 25 78
大衆芸能 13 8 132

計 391 278 3,264

◆平成 29 年度舞台芸術創造活動活性化事業助成対象分野別採択状況
 （単位：百万円）
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芸術文化振興基金2

助成対象分野 応募件数 交付件数 助成金交付額

・芸術家及び芸術団体が行う芸術の創造・普及活動 784
（770）

401
（345）

716
（702）

・地域の文化振興を目的として行う活動 356
（349）

193
（204）

234
（237）

・文化に関する団体が行う文化の振興，普及活動 196
（202）

124
（109）

94
（91）

◆助成の対象となる活動

◆平成 28 年度の助成金交付状況（ ）は平成 27 年度助成金交付状況� （百万円）

◆助成の対象となる活動

芸術家及び芸術団体が行う芸術の創造・普及
活動

（1）オーケストラ，オペラ，室内楽，合唱，バレエ，
現代舞踊，演劇等舞台芸術の公演活動

（2）文楽，歌舞伎，能楽，邦楽，邦舞等の伝統芸
能の公開活動

（3）落語，講談，浪曲，漫才，奇術等大衆芸能の
公演活動

（4）美術の展示活動
（5）国内映画祭等の活動
（6）特定の芸術分野にしばられない公演・展示活

動

地域の文化振興を目的として行う活動
（1）文化会館，美術館等の地域の文化施設に
　　おいて行う公演，展示その他の活動

（2）歴史的集落・町並み，文化的景観の保存・活
用に直接資するセミナー等の催し物，資料
収集・作成，普及啓発による保存活用活動

（3）民俗文化財の公開，広域的な交流，復活・復
元による伝承，記録作成による保存活用等
の活動

文化に関する団体が行う文化の振興，普及活
動

（1）アマチュア等の文化団体が行う公演，展示そ
の他の文化活動

（2）伝統工芸技術，文化財保存技術の保存伝承，
公開活用，記録作成による保存活用活動，衰
退した伝統工芸技術の復元活動

1 3

2

　芸術文化振興基金は，文化芸術活動に対する援助
を継続的・安定的に行うため，平成２年に設立され
ました。日本芸術文化振興会において，政府から出
資された約541億円と，民間からの出えん金約132億
の計約673億円を原資とし，その運用益をもって文
化芸術活動を支援しています。寄附金の受付は随時
行っており，基金の拡充に努めています。
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世界に羽ばたく新進芸術家等の人材育成3

制度 内容

新進芸術家の海外研修
（新進芸術家海外研修制度）

美術，音楽，舞踊，演劇等の各分野における新進芸術家に，海外で実践的な研修に従事す
る機会を提供。
従来の1年研修，2年研修，3年研修，特別研修（80日間），高校生研修（350日）に加え，平
成26年度より短期研修（20〜40日）を新設。これまでに約3,300名を派遣。

次代の文化を創造する新進芸術家育
成事業

新進芸術家等が基礎や技術を磨いていくために必要な舞台などの実践の機会や，広い視野，
広い見聞，広い分野に関する知識を身につける場を提供するとともに，その基盤整備を行っ
ている。

大学を活用した文化芸術推進事業 芸術系大学等が有する資源（教員，教育研究機能，施設・資料等）を活用した舞台芸術，美
術等に係るアートマネジメント人材の養成事業を支援。

１年研修 ２年研修 ３年研修 特別研修 短期研修
（前期のみ）

15歳以上
18歳未満の部

美術 22 3 0 1 4 ー

音楽 15 3 1 0 2 0

舞踊 3 2 0 0 1 2

演劇・舞台美術等 8 0 0 0 1 ー

映画・メディア芸術 6 0 0 0 2 ー

計 54 8 1 1 10 2

◆平成 29 年度　新進芸術家海外研修制度研修員採択状況（分野別内訳）

　文化庁では，次代の芸術界を担う創造性豊かな人材を育成するため，新進芸術家の海外研修や育成公演・
研修などの事業を行っています。

◆新進芸術家海外研修制度のこれまでの主な研修者の例

奥谷 博 （美術：洋画 昭和42年度）

森下 洋子 （舞踊：バレエ 昭和50年度）

絹谷 幸二 （美術：洋画 昭和52年度）

佐藤 しのぶ （音楽：声楽 昭和59年度）

野田 秀樹 （演劇：演出 平成4年度）

諏訪内 晶子 （音楽：器楽 平成6年度）

野村 萬斎 （演劇：狂言師 平成6年度）

崔 洋一 （映画：監督 平成8年度）

鴻上 尚史 （演劇：演出 平成9年度）

平山 素子 （舞踊：モダンダンス 平成13年度)

酒井 健治 （音楽：作曲 平成16年度)

長塚 圭史 （演劇：演出・劇作・俳優 平成20年度）

田中 功起 （美術：現代美術 平成21年度)

萩原 麻未 （音楽：ピアノ 平成21年度)

Ⅱ 舞台芸術活動等の推進
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文化庁芸術祭の開催4

公演名

主
　
催
　
公
　
演

オープニング 文化庁芸術祭オープニング「歌い 踊り 奏でる 日本の四季」
歌舞伎 国立劇場開場50周年記念　10月歌舞伎公演　通し狂言「仮名手本忠臣蔵」　第一部
歌舞伎 国立劇場開場50周年記念　11月歌舞伎公演　通し狂言「仮名手本忠臣蔵」　第二部
邦楽 国立劇場開場50周年記念　10月邦楽公演「邦楽鑑賞会」
声明 国立劇場開場50周年記念　10月声明公演「声明  比叡山と高野山」
雅楽 国立劇場開場50周年記念　11月雅楽公演「創造する雅楽  これからの千年に捧ぐ」
邦舞 国立劇場開場50周年記念　11月舞踊公演「舞の会－京阪の座敷舞－」
大衆芸能 国立劇場開場50周年記念　国立演芸場特別企画公演「芸術祭寄席　～忠臣蔵の世界～ 」
能楽 国立劇場開場50周年記念　国立能楽堂　10月11月企画公演　
文楽 国立劇場開場50周年記念　国立文楽劇場錦秋文楽公演
邦舞 国立劇場開場50周年記念　国立文楽劇場10月舞踊公演「東西名流舞踊鑑賞会」
アジア・太平洋地域芸能 アジア・太平洋地域の芸能「胡弓」
オペラ オペラ「ワルキューレ」（新制作）
オペラ オペラ「ラ・ボエーム」
バレエ バレエ「ロメオとジュリエット」
現代舞踊 現代舞踊「DANCE to the Future 2016 Autumn」
演劇 演劇「ヘンリー四世　第一部　―混沌―　第二部　―戴冠―」
オーケストラ アジア オーケストラ ウィーク2016

参加公演 演劇，音楽，舞踊，大衆芸能部門　計168 公演
テレビ・ドラマ，テレビ・ドキュメンタリー，ラジオ，レコード　計108作品

協賛公演 演劇，音楽，舞踊，大衆芸能部門　計30公演

平成 28 年度（第 71 回）文化庁芸術祭

◆平成 28 年度（第 71 回）文化庁芸術祭

　文化庁芸術祭は，広く一般に内外の優れた芸術作
品を鑑賞する機会を提供するとともに，芸術の創造
とその発展を図ることを目的に，昭和21年以来，毎
年秋に開催されています。
　平成28年度においては，引き続き関東，関西での
主催公演をはじめとする事業を展開しました。
　また，演劇・音楽・舞踊・大衆芸能の4部門の参
加公演及びテレビ・ドラマ，テレビ・ドキュメンタ

リー，ラジオ，レコードの4部門の参加作品の中から
優れた公演・作品に対して文化庁芸術祭大賞，優秀
賞及び新人賞が贈られました。
　文化庁芸術祭オープニングとして「歌い 踊り 奏で
る 日本の四季」を実施し，芸術祭の開幕を華々しく
飾りました。また，主催公演としてオペラ，バレエ，
演劇，音楽，能楽，文楽，歌舞伎，大衆芸能など，
多彩な公演を実施しました。

オペラ「ラ・ボエーム」
制作　新国立劇場
撮影：寺司正彦

オープニング　国際音楽の日記念
「歌い 踊り 奏でる 日本の四季」
制作　独立行政法人日本芸術文化振興会

Ⅱ 舞台芸術活動等の推進
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メディア芸術の振興
Ⅲ

メディア芸術の振興1

　マンガ，アニメーション，ゲーム，メディアアート
等のメディア芸術は広く国民に親しまれ，新たな芸
術の創造や我が国の芸術全体の活性化を促すととも
に，海外からも注目され，我が国への理解や関心を
高めています。また，文化振興はもとより，コンテ

ンツ産業や観光の振興，国際文化交流の推進の面で
も大きな意味を持っています。そのため，メディア
芸術のより一層の振興を図る観点から，「創造・発信
支援」と「人材育成支援」を重視した，以下のような
事業を実施しています。

1. メディア芸術祭等事業
　文化庁では，優れたメディア芸術作品を顕彰し，
発表の場と鑑賞の機会を提供するため，平成9年度
から「文化庁メディア芸術祭」を実施しています。
　平成28年度は，4,034作品の応募があり，その内

2,249作品は海外88の国と地域からの応募でした。
「アート」「エンターテインメント」「アニメーション」
「マンガ」の4部門ごとに大賞，優秀賞，新人賞を，
またメディア芸術の振興に寄与した方にお贈りする
功労賞を選出しました。

1. メディア芸術の創造・発信支援

アート部門大賞
『Interface I』
作者：Ralf BAECKER［ドイツ］
©2016 Ralf Baecker
Photo：Bresadola+Freese, Drama Berlin

エンターテインメント部門大賞
『シン・ゴジラ』
作者：庵野 秀明／樋口 真嗣［日本］
©2016 TOHO CO.,LTD.
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　受賞作品展については今年9月に東京・初台のＮ
ＴＴインターコミュニケーション・センター［ICC］，
東京オペラシティアートギャラリーを中心に開催い
たします。
　受賞作品展以外にも，過去の受賞作品を中心に，

「海外メディア芸術祭等参加事業」「メディア芸術祭
地方展」などの実施により，国内外への優れたメディ
ア芸術作品を発信しています。
　また，平成28年度は「文化庁メディア芸術祭」の20
周年を記念した企画展を実施いたしました。

2. メディア芸術連携促進等事業
　我が国でこれまで創造されてきたメディア芸術作
品を保存・活用するために必要な基盤となる，作品
の所蔵情報等を整備した「メディア芸術データベー
ス」の運用を行っています。平成28年4月時点で，
マンガ作品約415,000冊，アニメーション作品約
10,000タイトル，ゲーム作品約38,000タイトル，メ
ディアアート関連催事約10,000件についての情報が
登録されています。
　併せて，優れた作品や，散逸・劣化の危険性が高
い作品などについて保存や活用を図るため，各研究
機関等におけるアーカイブ化に係る取組への支援を
行い，相互連携を図っています。
　さらに，メディア芸術分野において必要とされる
分野・領域を横断した産・学・館（官）の連携・協力
を促進することにより，恒常的にメディア芸術分野
の文化資源の運用・展開を図っています。

マンガ部門大賞
『BLUE GIANT』
作者：石塚 真一［日本］
©ISHIZUKA Shinichi / SHOGAKUKAN

アニメーション部門大賞
『君の名は。』
作者：新海 誠［日本］
©2016 TOHO CO.,LTD./
CoMix Wave Films Inc./
KADOKAWA CORPORATION/
East Japan Marketing & 
Communications, Inc./AMUSE 
INC./vogue ting co.,ltd./
Lawson HMV Entertainment, 
Inc.

文化庁メディア芸術祭 
広島展会場

メディア芸術データベース（開発版）
http://mediaarts-db.bunka.go.jp/

文化庁メディア芸術祭 
20周年企画展会場
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人材育成
支援

創造・発信
支援

（発信，展示，
   情報収集，
創作活動
   の促進等）

メディア芸術クリエイター育成支援事業

文化庁メディア芸術祭等事業

メディア芸術の振興

海外メディア芸術祭等参加事業

若手アニメーター等人材育成事業

アニメーション映画製作支援事業

・若手クリエイター等が行う創作活動を支援。
・海外の優秀な若手クリエイターを招へいし，研修・交流の機会を提供。

・制作スタッフに若手人材を起用し，制作段階でオン・ザ・ジョブ・トレーニング（OJT）を組み込
　んだ実際のアニメーション制作現場における人材育成を実施。

メディア芸術連携促進等事業

・メディア芸術の総合的祭典として，優れた作品の顕彰，受賞作品の展示等を実施。
・地方展を開催し，優秀作品を国内で展示・上映。

・優れた作品を海外のメディア芸術関連フェスティバルや施設において展示・上映

・優れたアニメーション映画製作費の一部を補助。

・産・学・館（官）が連携し共同事業を実施。また，メディア芸術作品に係るデータベースを運用・活
用，各研究機関等におけるアーカイブ化に係る取組を支援。

3. アニメーション映画製作支援事業
　メディア芸術の振興を図るため，優れたアニメー
ション映画の製作活動等の支援，国際共同製作に対

する支援を行い，映画を通じた国際文化交流や，海
外における上映機会の獲得等を推進しています。

1. メディア芸術クリエイター育成支援事業
　我が国の次世代のメディア芸術分野を担うクリエ
イターの水準向上と育成環境の整備を図るため，若
手クリエイター等が行うメディア芸術作品の創作活
動を支援しています。また，海外の優れたクリエイ
ターを招へいし，メディア芸術分野における国際交
流を推進するとともに，交流機会を通じた国内クリ
エイターの育成を実施しています。

2. 若手アニメーター等人材育成事業
　アニメーション分野について，制作スタッフに若
手人材を積極的に起用し，制作段階でオン・ザ・
ジョブ・トレーニング（OJT）を組み込んだ実際のア
ニメーション制作現場における人材育成を実施して
います。

2. メディア芸術の人材育成支援

　我が国のメディア芸術を支える優れた若手クリエ
イターやアニメーターを育成するための支援策を実

施し，この分野の人材育成を推進します。

成果プレゼンテーション

あにめたまご2017

Ⅲ メディア芸術の振興
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日本映画の振興2

日本映画の振興

若手映画
作家等の
育成

日本映画
の創造
・交流
・発信

短編映画作品支援による若手映画作家等
の育成

映画製作への支援

ロケーションに係るデータベースの運営

映画関係団体等の人材育成事業の支援

文化映画賞

海外映画祭への出品等支援

全国映画会議

アジアにおける日本映画特集上映事業

「日本映画情報システム」の整備

東京国立近代美術館フィルムセンター

・映画製作のワークショップや，実際の短編映画作品の製作を通して，将来を担う優れた若手映画作家
を育成する。

・映画製作の各過程を担う専門性の高い人材を育成するため，製作現場における学生の実習（インター
ンシップ）受入を支援する。

・我が国の貴重な映画フィルムの保存・継承を行う。

・我が国の優れた映画製作に対して支援を行う。

・日本全国のロケーション（野外撮影）に関する情報を一元化したデータベースを運営し，魅力ある
撮影場所を国内外へ発信し，我が国における撮影の促進を図る。

・文化記録映画部門受賞作品及び映画功労部門における受賞者を決定し，贈賞式，上映会を開催する。

・優れた日本映画を世界に発信するため，日本映画の海外映画祭への出品等を支援する。

・映画に関する多様な意見や課題等に関する会議等を行い，様々な映画関係者や団体が交流・発信でき
る機会を提供する。

・アジア地域において日本映画の特集上映を実施し，日本文化への理解と上映機会の増加を促進する。

・国内外への日本映画の紹介や多様な作品の上映を可能とするため，映画情報のデータベースを整備
する。

我が国の
映画

フィルムの
保存・継承

　映画は，演劇，音楽や美術等の諸芸術を含んだ総
合芸術であり，国民の最も身近な娯楽の一つとして
生活の中に定着しています。また，ある時代の国や
地域の文化的状況の表現であるとともに，その文化
の特性を示すものです。

　文化庁では，日本映画を振興する観点から，①日
本映画の創造・交流・発信，②若手映画作家等の育成，
③我が国の映画フィルムの保存･継承，を柱とする
日本映画の振興施策を推進しています。

　また，映画は海外に向けて日本文化を発信する上
でも極めて有効です。文化庁では，日本映画に関す

る情報提供として，データベースの整備も進めてい
ます。

全国ロケーションデータベース
http://www.jldb.bunka.go.jp/

日本映画情報システム
http://www.japanese-cinema-db.jp/

短編映画作品製作による若手映画作家育成事業
（製作実地研修の様子）

Ⅲ メディア芸術の振興
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子供たちの文化芸術
体験活動の推進Ⅳ

　子供たちが本物の舞台芸術や伝統文化に触れ，日
頃味わえない感動や刺激を直接体験することは，豊
かな感性と創造性を育むとともに，我が国の文化を
継承，発展させる環境の充実にもつながります。
　このため，文化庁では，子供たちが小学校・中学
校等の体育館等で，オーケストラ，演劇等の優れた
文化芸術を体験・鑑賞できる機会を提供しています。
　「文化芸術による子供の育成事業」では，右のよう
な事業を実施しています。

　次代を担う子供たちが，日本各地の歴史と伝統の
中から生まれ，大切に守り伝えられてきた伝統文化
や，人々の生活の中で長く親しまれ定着している生
活文化に触れ，体験することは，これら伝統文化・
生活文化を確実に次世代へ継承するとともに，子供
たちの豊かな人間性を涵

かん

養
よう

することにもつながりま
す。

　このため，文化庁では，子供たちが親とともに，
民俗芸能，工芸技術，邦楽，日本舞踊，華道，茶道
などの伝統文化・生活文化に関する活動を計画的・
継続的に体験・修得できる機会を提供する取組に対
して支援を行っています。また，本事業では，文部
科学省の「放課後子供教室」及び「土曜日の教育活動」
と連携した取組についても支援を行っています。

①巡回公演事業
文化庁が選定した一流の文化芸術団体が，小学校・中学校等で，実演
芸術公演と，鑑賞指導や実技指導を目的としたワークショップを実施
公演種目 ：  合唱，オーケストラ等，音楽劇，児童劇，演劇，

ミュージカル，バレエ，現代舞踊，歌舞伎，能楽，人形
浄瑠璃，邦楽，邦舞，演芸

②芸術家の派遣事業
学校が独自に選定した個人又は少人数の芸術家による講話や実技披
露，実技指導を実施
実施分野 ：  音楽，大衆芸能，文学，演劇，美術，生活文化，舞踊，

伝統芸能，メディア芸術　等

③コミュニケーション能力向上事業
個人の芸術家・小規模な芸術家グループを学校に派遣し，表現手法を
用いた計画的・継続的なワークショップ等を実施
実施分野 ：  音楽，大衆芸能，文学，演劇，美術，生活文化，舞踊，

伝統芸能，メディア芸術　等

1. 文化芸術による子供の育成事業

2. 伝統文化親子教室事業

巡回公演事業（オーケストラ公演） 芸術家の派遣事業（伝統芸能「神楽」） コミュニケーション能力向上事業（ワークショップ）

26
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地域における文化の振興
Ⅴ

文化財総合活用戦略プラン1

　日本各地には，多様で豊かな文化遺産が数多く存
在します。これら文化遺産は，その地域に暮らす人々
の心のよりどころとして，また，地域のコミュニティ
を形成する上で極めて重要なものであり，確実に次
世代に継承していくことが求められています。また，
地域の文化遺産は，その適切な保存・継承とともに，
地域活性化等に資する役割が再認識され，その積極

的な活用が期待されています。
　このため，平成27年度から，「文化財総合活用戦
略プラン」として，情報発信・普及啓発等の取組（ソ
フト）や，公開活用のための設備整備（ハード）等，文
化財を一体的に活用した地域の様々な取組に対して
総合的に支援を行います。

　我が国の文化財行政は，これまで，文化財保護法
に基づき，国宝，重要文化財，史跡名勝天然記念物
など文化財の類型ごとに指定等を行うことにより，
一定の規制の下，いわば“点”として保存・活用を図
ることを中心に展開してきました。
　一方，我が国には有形・無形の優れた文化財が各
地に数多く存在しており，それらにストーリー性な
どの付加価値を付けつつ魅力を発信する体制を整備
するとともに，文化財を核に当該地域（周辺部も含め
て）の産業振興・観光振興や人材育成等とも連動し
て一体的なまちづくり政策を進めることが，地域住
民のアイデンティティの再確認や地域のブランド化
等にも貢献し，ひいては地方創生に大いに資するも
のとなります。
　各地方公共団体においては，上記のような効果を
念頭に文化財を積極的に活用した取組を行っていく
ことが望まれますが，そうした意欲的な地方公共団体
を後押しする施策を実施するための有効な方策とし

て，我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺
産（Japan Heritage）」として認定し，ストーリーを語
る上で不可欠な魅力ある有形・無形の文化財群を総
合的に活用する取組を支援する事業を創設しました。
　今年度は，平成29年４月に開催された「日本遺産
審査委員会」の審議を経て，17件を平成29年度の「日
本遺産（Japan Heritage）」に認定しました（平成27年
度 18件，平成28年度 19件，3か年合計 54件）。

1. 日本遺産魅力発信推進事業
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　我が国の「たから」である地域の多様で豊かな文化
遺産を活用した，伝統芸能・伝統行事の公開・後継
者養成，古典に親しむ活動など，各地域の実情に応
じた特色ある総合的な取組に対して支援を行います。
　また，地域の観光資源である文化財について，外
国人旅行者のニーズに合わせた正確で分かりやすい
解説の作成や情報発信を行うモデル事業を支援しま
す。

2. 文化遺産総合活用推進事業

平成 29 年度「日本遺産（Japan Heritage）」認定一覧
No 都道府県名 申請者（◎は代表自治体） ストーリーのタイトル

1 北海道 江差町 江差の五月は江戸にもない　─ニシンの繁栄が息づく町─

2

山形県，北海道，
青森県，秋田県，
新潟県，石川県，

福井県

◎酒田市（山形県）・函館市・松前町（北海道）・鰺ヶ
沢町・深浦町（青森県）・秋田市（秋田県）・新潟
市・長岡市（新潟県）・加賀市（石川県）・敦賀市・
南越前町（福井県）

荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間
～北前船寄港地・船主集落～

3 山形県 鶴岡市 サムライゆかりのシルク　日本近代化の原風景に出会うまち鶴岡へ

4 埼玉県 行田市 和装文化の足元を支え続ける足袋蔵のまち行田

5 滋賀県，三重県 ◎甲賀市（滋賀県）・伊賀市（三重県） 忍びの里　伊賀・甲賀─リアル忍者を求めて─

6 京都府 ◎京都府（宮津市，京丹後市，与謝野町，伊根町) 300年を紡ぐ絹が織り成す丹後ちりめん回廊

7 大阪府，奈良県
◎大阪府（大阪市，堺市，松原市，羽曳野市，太
子町），奈良県（葛城市，大和高田市，橿原市，
桜井市，明日香村）

1400年に渡る悠久の歴史を伝える「最古の国道」
～竹内街道・横大路（大道）～

8 兵庫県 ◎朝来市・姫路市・福崎町・市川町・神河町・
養父市

播但貫く，銀の馬車道 鉱石の道
～資源大国日本の記憶をたどる73kmの轍～

9 和歌山県 ◎和歌山県（和歌山市，海南市） 絶景の宝庫　和歌の浦

10 和歌山県 湯浅町 「最初の一滴」醤油醸造の発祥の地　紀州湯浅

11 島根県 出雲市 日が沈む聖地出雲　～神が創り出した地の夕日を巡る～

12 岡山県 倉敷市 一輪の綿花から始まる倉敷物語　～和と洋が織りなす繊維のまち～

13
岡山県，福井県，
愛知県，滋賀県，

兵庫県

◎備前市（岡山県）・越前町（福井県）・瀬戸市・
常滑市（愛知県）・甲賀市（滋賀県）・篠山市（兵庫
県）

きっと恋する六古窯　─日本生まれ日本育ちのやきもの産地─

14 高知県 ◎安田町・奈半利町・田野町・北川村・馬路村 森林鉄道から日本一のゆずロードへ　─ゆずが香り彩る南国土佐・
中芸地域の景観と食文化─

15 福岡県，山口県 ◎北九州市（福岡県）・下関市（山口県） 関門“ノスタルジック”海峡　～時の停車場，近代化の記憶～

16 熊本県 ◎山鹿市・玉名市・菊池市・和水町 米作り，二千年にわたる大地の記憶
～菊池川流域「今昔『水稲』物語」～

17 大分県 ◎中津市・玖珠町 やばけい遊覧～大地に描いた山水絵巻の道をゆく

角田市民俗芸能大会で披露
される「青葉の田植踊」（宮
城県指定無形民俗文化財）

Ⅴ 地域における文化の振興
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　「観光ビジョン」に掲げられた「文化財の観光資源と
しての開花」を実現するため，文化財建造物の外観・
内装を美しく保ち，観光資源としての価値を向上さ
せる取組（美装化）を支援します。

　地域の観光資源である重要文化財（建造物），登録
有形文化財（建造物）及び伝統的建造物群の公開活用
を促進するために必要な保存活用計画の策定と，説
明板・照明等の展示設備，利用者のためのトイレ等

の便益施設や受付等の管理施設の整備，わかりやす
い解説のための設備の整備を支援し，文化財建造物
等を活用した魅力あるまちづくりを推進します。

　埋蔵文化財を活用した体験学習会等の実施による理
解促進・普及啓発を行うとともに，その保管・展示や活
動拠点のための施設として，廃校等を転用した埋蔵文
化財センター設備整備を行い，両者の一体的な運用を
図ることによって，地域活性化を促進します。

5. 美しい日本探訪のための文化財建造物魅力向上促進事業

7. 地域の特色ある埋蔵文化財活用事業

4. 文化財建造物等を活用した地域活性化事業

　〈詳細については，P.75を参照〉

3. 地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業

　史跡・名勝・天然記念物の本質的価値を未来へ確
実に「維持・継承」するための保存を目的とした整備
等に支援します。また，これらを地域の「たから」と

した地域振興・活性化を図るため，「公開活用」や「安
心・安全」の要素を総合的に組み合わせた魅力ある
地域づくりを支援します。

6. 歴史活
い

き活
い

き！史跡等総合活用整備事業

箕輪城跡郭馬出西虎口門の
復元
（群馬県高崎市）

小峰城跡の石垣修理
（福島県白河市）

〈例〉彩色の剥離・剥落した部分
の補筆や，漆塗部分の漆がけ

〈例〉土壁の中塗りの修繕や漆喰上塗りの塗
り直し

校舎を埋蔵文化財センター
に改修
（香川県高松市）

上時家住宅
（石川県輪島市）

登録有形文化財建造物
佐世保市民ホール
（旧海軍佐世保鎮守府凱旋
記念館）
（長崎県佐世保市）

↓ ↓
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文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業2

　地域の文化芸術資源を磨き上げ活用する取組や，
芸・産学官連携により持続的な地域経済の発展や共
生社会の実現に向けた取組を牽引する拠点を形成
し，専門的人材の育成や国内外への発信などの取組

を支援します。
　これにより，文化芸術資源を活用した地方創生，
ひいては我が国の経済活性化，一億総活躍社会の実
現に資することを目的とします。

地方公共団体が地域の文化芸術資源（現代アート・
メディア芸術・工芸・障害者芸術など）を活用し，芸
術団体や大学及び産業界等と連携して実施する持続

的な地域経済の活性化や共生社会の実現等につなが
る先進的な取組を支援します。

1. 先進的文化芸術創造活用拠点形成事業

地方公共団体が主体となり，地域住民や地域の芸・
産学官とともに実施する，地域の文化芸術資源を活

用した取組を支援します。

２．文化芸術創造拠点形成事業

地方公共団体等による文化事業の企画・実施体制
を構築・強化する取組を支援します。

３．地域における文化施策推進体制の構築促進

札幌市
ＰＭＦ2016　ピクニックコンサート
提供：公益財団法人パシフィック・ミュージック・フェスティバル組織委員会

横浜市
横浜音祭り＠グランモール公園
Ⓒoono ryusuke

Ⅴ 地域における文化の振興
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国民の芸術文化活動への参加の奨励3

　国民文化祭は，アマチュアを中心とした国民一般
の様々な文化活動を，全国規模で発表する場を提供
し，顕彰等を実施することにより，文化活動への参
加意欲を喚起し，新たな文化の創造を促し，地方文
化の発展に寄与することを目的として開催される文
化の祭典です。
　第32回となる平成29年度は奈良県で開催されます。

1. 国民文化祭

【オープニング・開会式】
平成29年９月２日（土）
東大寺大仏殿前

【フィナーレ・大和のまつり】
平成29年11月25日（土）
五條市上野公園総合体育館

【フィナーレ・閉会式】
平成29年11月26日（日）
奈良県文化会館国際ホール

　このほか，奈良県内39全ての市町村において約80
事業を，「日本文化の源流を探る」，「文化の今を楽し
む」，「文化芸術立国の礎を築く」，「障害のある人とな
い人の絆

きずな

を強く」を基本理念に開催します。

◆国民文化祭　開催（予定）都道府県

◆主な内容

文化庁，開催地都道府県・市町村，
文化団体等の共催によるもの

国民文化祭の趣旨に賛同して，全国の地方公共団体
や文化関係団体・企業等の主催により開催される
各公演事業，コンクール，フェスティバル，展示，
講習会など

主催事業

協賛事業

アマチュア文化活動の新たな文化の方向性を示す
オープニングフェスティバルなど

開会式・閉会式

シンポジウム
地域文化活動等を含めた日本文化の動向について，
様々な側面からテーマを設定して行う
基調講演やパネルディスカッションなど

分野別フェスティバル
民俗芸能，民謡，オーケストラ，合唱，吹奏楽，演劇，文芸，美術，
舞踊，邦楽，生活文化等の分野ごとに，都道府県などから
推薦された団体等を中心として行う公演，展覧会など

第31回国民文化祭・あいち2016開会式

国民文化祭シンボルマーク

国民文化祭のイメージアップを図
るため，グラフィックデザイナーの
福田繁雄氏に依頼し，シンボルマー
クを制作した。

回（年度） 都道府県名

１回 （S61） 東京
２回 （S62） 熊本
3 回 （S63） 兵庫
4 回 （H1） 埼玉
5 回 （H2） 愛媛
6 回 （H3） 千葉
7 回 （H4） 石川
8 回 （H5） 岩手
9 回 （H6） 三重

10 回 （H7） 栃木
11 回 （H8） 富山
12 回 （H9） 香川

回（年度） 都道府県名

13 回（H10） 大分
14 回（H11） 岐阜
15 回（H12） 広島
16 回（H13） 群馬
17 回（H14） 鳥取
18 回（H15） 山形
19 回（H16） 福岡
20 回（H17） 福井
21 回（H18） 山口
22 回（H19） 徳島
23 回（H20） 茨城
24 回（H21） 静岡

回（年度） 都道府県名

25 回（H22） 岡山
26 回（H23） 京都
27 回（H24） 徳島
28 回（H25） 山梨
29 回（H26） 秋田
30 回（H27） 鹿児島
31 回（H28） 愛知
32 回（H29） 奈良
33 回（H30） 大分
34 回（H31） 新潟
35 回（H32） 宮崎
36 回（H33） 和歌山

大会ロゴマーク

マスコットキャラクター
せんとくん

奈良にまつわる絵柄，
奈良時代に確立した文
字「楷書」等奈良の文化
をふんだんに取り入れ，
表現されたものです。

Ⅴ 地域における文化の振興
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2. 全国高等学校総合文化祭

　全国高等学校総合文化祭は，高校生の芸術文化活
動の向上・充実と，相互交流を深めることを目的と
して，昭和52年から開催している我が国最大規模の
高校生の文化の祭典です。
　大会の出場者が日頃の活動の成果を競い合い，交
流を深める一方，大会の企画・運営にも高校生が中
心的な役割を担うなど，高校生ならではの柔軟な発
想を生かした大会となっています。
　第41回となる平成29年度は宮城県で開催されます。

【総合開会式・パレード】 平成29年7月31日（月）仙台サンプラザホール・仙台市街地
　全国から約２万人の高校生が集い，規定19部門のほか，宮城県が独自に行う「特別支援学校」「軽音楽」「工業」

「ボランティア」の4部門を加えて，県内10市町で五日間にわたり開催されます。

総合開会式	 式典，開催県発表など

パレード マーチングバンド・バトントワリング部門参加
校を中心とする全国の高校生によるパレード

開催部門

演劇，合唱，吹奏楽，器楽・管弦楽，日本音
楽，吟詠剣詩舞，郷土芸能，マーチングバンド・
バトントワリング，美術・工芸，書道，写真，
放送，囲碁，将棋，弁論，小倉百人一首かるた，
新聞，文芸，自然科学等

◆主な内容

平成28年度　第40回全国高等学校総合文化祭広島大会

平成29年度　第41回全国高等学校総合文化祭宮城大会

総合開会式オープニング パレード

◆全国高等学校総合文化祭　開催（予定）都道府県
回（年度） 都道府県名

1 回（S52） 千葉
2 回（S53） 兵庫
3 回（S54） 大分
4 回（S55） 石川
5 回（S56） 秋田
6 回（S57） 栃木
7 回（S58） 山口
8 回（S59） 岐阜
9 回（S60） 岩手

10 回（S61） 大阪
11 回（S62） 愛知
12 回（S63） 熊本
13 回 （H1） 岡山
14 回 （H2） 山梨
15 回 （H3） 香川
16 回 （H4） 沖縄
17 回 （H5） 埼玉
18 回 （H6） 愛媛
19 回 （H7） 新潟
20 回 （H8） 北海道
21 回 （H9） 奈良
22 回（H10） 鳥取
23 回（H11） 山形

回（年度） 都道府県名

24 回（H12） 静岡
25 回（H13） 福岡
26 回（H14） 神奈川
27 回（H15） 福井
28 回（H16） 徳島
29 回（H17） 青森
30 回（H18） 京都
31 回（H19） 島根
32 回（H20） 群馬
33 回（H21） 三重
34 回（H22） 宮崎
35 回（H23） 福島
36 回（H24） 富山
37 回（H25） 長崎
38 回（H26） 茨城
39 回（H27） 滋賀
40 回（H28） 広島
41 回（H29） 宮城
42 回（H30） 長野
43 回（H31） 佐賀
44 回（H32） 高知
45 回（H33） 和歌山

マスコットキャラクター
むすび丸
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文化芸術活動等を支える人材の育成4

　劇場・音楽堂等の職員や美術館・博物館の学芸員など芸術文化や文化財の保護に携わる職員の資質能力の
向上を図るため，次のような研修を行っています。

研修名 主催者 期間 対象・人数 内容

全国劇場・音楽堂等
アートマネジメント研修会 文化庁他 三日間

全国の劇場・音楽堂等の施設
経営者及び管理運営担当の中
堅職員等

劇場・音楽堂等の円滑な管理
運営に必要なアートマネジメ
ントに関する研修

ブロック別劇場・音楽堂等
アートマネジメント研修会 文化庁他 二日間

各ブロックの劇場・音楽堂等
に勤務し，管理運営を担当す
る若手職員等

公演の企画・運営等アートマ
ネジメントに関する基礎的研
修

全国劇場・音楽堂等
技術職員研修会 文化庁他 三日間

全国の劇場・音楽堂等に勤務
する舞台技術担当の中堅職員
等

照明，音響，舞台機構等舞台
の，統括管理に必要な専門的
知識・技術の習得に関する研
修

ブロック別劇場・音楽堂等
技術職員研修会 文化庁他 二日間

各ブロックの劇場・音楽堂等
に勤務し，舞台技術を担当す
る若手職員等

照明，音響，舞台機構等舞台
技術に関する基礎的研修

歴史民俗資料館等
専門職員研修会

文化庁・大学共同利用機関法
人人間文化研究機構国立歴史
民俗博物館

五日間×2か年
歴史民俗資料館・博物館等の
専門職員で実務経験5年未満
の者　50名程度

歴史資料，民俗資料，考古資
料等の調査，収集，保存，公
開等に必要な専門的知識，技
能の研修

指定文化財（美術工芸品）
企画・展示セミナー 文化庁 五日間×2か年

指定文化財（美術工芸品）を公
開する博物館等の学芸担当者
50名程度

指定文化財（美術工芸品）の
保存・公開に関わる専門的知
識，技能の研修

博物館・美術館等
保存担当学芸員研修

（独）国立文化財機構東京文化
財研究所 二週間

国公私立博物館・美術館等の
保存部門担当者又は教育委員
会等に勤務する社寺等の資料
の保存担当　25名程度

文化財保存に関する基礎的な
知識及び技術についての講義
・実習

ミュージアム・マネジメン
ト研修 文化庁 三日間程度

全国の美術館・歴史博物館の
管理職，地方公共団体の文化
行政担当職員等
50名程度

美術館・歴史博物館の企画及
び管理運営に必要な専門的知
識や社会的動向に関する研修

ミュージアム・エデュケー
ター研修 文化庁 五日間程度

全国の美術館・歴史博物館の
学芸員等
50名程度

美術館・歴史博物館における
教育普及に必要な能力に関す
る研修

埋蔵文化財担当者研修 （独）国立文化財機構奈良文化
財研究所

研修・課程ごとに
それぞれ異なる

地方公共団体の埋蔵文化財担
当職員等　計160名程度

埋蔵文化財の発掘調査に必要
な一般及び専門知識と技術に
関する研修

文化財行政講座 文化庁 三日間
地方公共団体等の文化財行政
担当職員等で，経験年数3年
未満の者　100名程度

文化財行政の遂行に必要な基
礎的事項及び実務上の課題に
関する研修

「歴史文化基本構想」研修会 文化庁 三日間程度 地方公共団体等の文化財行政
実務担当職員等　100名程度

「歴史文化基本構想」の策定に
必要な事項，実務上の課題，
事例紹介に関する研修

伝統的建造物群
保護行政研修会

（基礎コース・実践コース）
文化庁 各三日間

地方公共団体等において伝統
的建造物群の保護行政に携わ
る者等（実践コースは，伝統
的建造物群保存地区制度をす
でに導入している地方公共団
体等で2年以上の実務経験を
有する者）
各60名程度

伝統的建造物群保存地区に係
る職務遂行に必要な基礎的事
項に関する研修（実践コース
は，伝統的建造物群の保存に
かかる諸問題に的確に対応す
るために必要な専門的事項に
関する研修）

文化財建造物修理
主任技術者講習会

（普通コース・上級コース）
文化庁

普通コースは
八日間程度×2か年
上級コースは七日間

文化財建造物における修理設
計・施工監理等の業務に主導
的に携わる者（上級コースは
普通コースを受講した者）各
20名程度

文化財建造物の保存・修理に
おける専門的知識・技能の研
修
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劇場・音楽堂等活性化事業5

「劇場，音楽堂等の活性化に関する法律」を踏まえ，
我が国の文化拠点である劇場，音楽堂等が行う実演
芸術の創造発信や，専門的人材の養成，普及啓発
事業，劇場，音楽堂等間のネットワーク形成を支援

すること等により，劇場，音楽堂等の活性化を図る
とともに，地域コミュニティの創造と再生を推進し，
心豊かな国民生活及び活力ある地域社会の実現に寄
与します。

我が国の実演芸術の水準を向上させる牽引力のあ
るトップレベルの劇場，音楽堂等が行う国際的水準

の実演芸術の創造発信や，人材養成事業，普及啓発
事業を総合的に支援します。

1. 特別支援事業

実演芸術の創造発信力を高めることを目的として，
複数の劇場，音楽堂等が実演芸術団体と共同して行

う実演芸術の新たな創造活動（新作，新演出，新振付，
翻訳初演等）を支援します。

２．共同制作支援事業

地域の実演芸術の振興を牽引する劇場，音楽堂等
が中心となり，地域住民や実演芸術団体等とともに

取り組む実演芸術の創造活動や人材養成事業，普及
啓発事業を活動単位で支援します。

３．活動別支援事業

　劇場，音楽堂等相互の連携・協力を促進し，国民
がその居住する地域にかかわらず等しく実演芸術を

鑑賞できるよう，劇場，音楽堂等又は実演芸術団体
が企画制作する実演芸術の巡回公演を支援します。

４．劇場・音楽堂等間ネットワーク構築支援事業

　劇場，音楽堂等において自主的・主体的な実演芸
術活動が行われる環境を醸成するため，各種情報提

供，調査研究及び研修会（アートマネジメント研修，
技術職員研修）を実施します。

５．劇場・音楽堂等基盤整備事業

佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ「夏の夜の夢」
公益財団法人兵庫県芸術文化協会（兵庫県立芸術文化セ
ンター ）
撮影：飯島隆

「ココロとカラダ ワークショップ」
公益財団法人可児市文化芸術振興財団

（可児市文化創造センター）
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文化芸術創造都市の推進6

近年，美しい景観や地方公共団体固有の文化的環
境を生かすことにより，住民の創造性を育むととも
に，新しい産業や街の賑わいに結びつけることを目
指す地方公共団体が増えてきました。文化庁では，
文化芸術の持つ創造性を活

い

かして，産業振興，地域
活性化等を図る「文化芸術創造都市」の取組を推進し
ています。例えば，都市政策の中心に文化政策を据
える地方公共団体を応援するため，平成19年度に表
彰制度を創設しました。

また，平成21年度からは，「文化芸術創造都市」に

取り組む地方公共団体やその関係者を対象とし，情
報収集・提供，研修の実施などを通じた国内の文化
芸術創造都市ネットワークの構築に取り組んでいま
す。また，25年度１月には，国内の創造都市ネットワー
クの充実・強化を図るため，各自治体等の連携により，

「創造都市ネットワーク日本（Creative City Network 
of Japan）」が設立されました。文化庁としては，こ
のようなネットワーク組織を支援しており，28年度
は創造農村ワークショップ（岡山県真庭市）や創造都
市政策セミナー（香川県高松市）等を開催しました。

◆文化庁長官表彰（文化芸術創造都市部門）被表彰都市一覧 

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

横浜市（神奈川県）札幌市（北海道）東川町（北海道）水戸市（茨城県）仙北市（秋田県）新潟市（新潟県）八戸市（青森県）美唄市（北海道）剣淵町（北海道）江差町（北海道）

金沢市（石川県）豊島区（東京都）仙台市（宮城県）十日町市・津南町（新潟県）鶴岡市（山形県）大垣市（岐阜県）いわき市（福島県）松本市（長野県）富良野市（北海道）足利市（栃木県）

近江八幡市（滋賀県）篠山市（兵庫県）中之条町（群馬県）南砺市（富山県）浜松市（静岡県）神山町（徳島県）千曲市（長野県）松山市（愛媛県）豊中市（大阪府）豊岡市（兵庫県）

沖縄市（沖縄県）萩市（山口県） 別府市（大分県）木曽町（長野県）舞鶴市（京都府） 尾道市（広島県）内子町（愛媛県）竹田市（大分県）大分市（大分県）

神戸市（兵庫県）

江差町：�古くからの建物が遺
のこ

されている「いにしえ街道」では，
住民が主体となって地域文化に関連する事業が行わ
れており，観光産業にも寄与している。

豊岡市：�国内最大級の舞台芸術に特化したアーティスト・イ
ン・レジデンス，城崎国際アートセンター。公募を
経て選考された世界中のアーティストが滞在制作を
行う。滞在期間中には，市民向けの地域交流プログ
ラムが実施される。		   ©西山円茄

足利市：�全国にさきがけ，学校教育と連携した文化による人材
育成事業（小中学校芸術教室事業）を実施。これまでに
延162万人の児童生徒が参加している。

大分市：�まちなかのトイレを舞台とした芸術祭「おおいたト
イレンナーレ」。この取組をきっかけに「アートを活
かしたまちづくり」を進めている。
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文化力プロジェクト7

　文化には，人々に元気を与え地域社会を活性化さ
せて，魅力ある社会づくりを推進する力があります。
　文化庁では，各地域の「文化力」を盛り上げ，社会
全体を元気にしていくためのプロジェクトを，各地
域の関係者と協働して推進しています。これらの取
組は，地域の人と人，人と文化をつなぎ，さらには
観光や経済活動にも大きな刺激を与え，社会を活性

化させるものとして高い注目を集めています。それ
ぞれのプロジェクトにおいて，「文化力」ロゴマーク
やホームページを活用した広報活動など，「文化力」
を発信するための取組を幅広く展開しており，現在，
次の八つ（地域別四つ，テーマ別四つ）のプロジェク
トが展開されています。

　関西から地域の文化力を力強く発信し，社会を元気にすることをねらい
として，平成15年8月から関西元気文化圏推進協議会を中心に，文化団体
や企業，自治体，文化庁など多様な主体が，文化活動の展開を通じた文化
圏の一体化，活性化の推進に取り組んでいます。
http://www.bunkaryoku.bunka.go.jp/cgi-bin/kansai/index.php

1. 関西元気文化圏

　丸の内地区で働く人々の芸術文化に触れる機会を増やすことなどによ
り，地域の文化力を高め，文化力で社会を元気にしていくことをねらいと
して，平成16年5月から各団体や企業等が行う文化活動やイベントに対し
て，共通の広報媒体を用いた広報活動を行うなど，丸の内地区が文化的な
街であることを印象づける取組を行っています。
http://www.marunouchi.com/bunka/

2. 丸の内元気文化プロジェクト

　九州・沖縄・山口から地域の文化力を力強く発信し，社会を元気にして
いくことをねらいとして，平成18年9月から九州･沖縄文化力推進会議を
中心に，各地域で継承・蓄積されている魅力あふれる文化を再認識し，文
化活動の充実とその発信を通じた地域の一体化・活性化を図る取組を行っ
ています。
http://www.bunkaryoku.bunka.go.jp/cgi-bin/kyushu/index.php

3. 九州・沖縄から文化力プロジェクト
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　霞が関から，文化がもたらす豊かさなどをアピールし，社会を元気にし
ていくことをねらいとして，平成20年3月に開始したプロジェクトです。
　保存・復元された旧文部省庁舎の１階にある文部科学省情報ひろば「ラ
ウンジ」や，霞が関コモンゲート内の様々な場所を舞台に，多様な文化活
動を開催しています。
http://www.bunka.go.jp/bunkaryoku_project/kasumigaseki/

4. 霞が関から文化力プロジェクト

　国宝･重要文化財などの文化財建造物の保存修理事業の修理現場公開事
業や保存修理に関する普及・広報活動を行うことで，文化財建造物が，各
地域の「文化力」を盛り上げ，地域振興の核となることをねらいとして，平
成19年6月からロゴマークを活用した取組を行っています。
http://www.bunka.go.jp/bunkaryoku_project/shurigenba/

5. 修理現場から文化力プロジェクト

　アート NPO などの「市民による文化芸術に自ら親しむとともに，他
の人が親しむのに役立ったり，お手伝いするような活動」が，各地域及
び日本の文化を支えていることを広く PR し，全国各地域での活動を一
層盛り上げていくことをねらいとして，平成 20 年 2 月からホームペー
ジで情報を発信しています。
http://www.bunkaryoku.bunka.go.jp/shimin/

6. 市民から文化力プロジェクト

　国民や地域住民に埋蔵文化財や発掘調査に対する正しい理解と協力を
促すとともに，埋蔵文化財に関わる様々な人々の活動を盛り上げていく
ことをねらいとして，平成 21年 5月から埋蔵文化財の発掘調査や，その
成果を公開する事業において，ロゴマークを活用した広報活動を行って
います。
http://www.bunka.go.jp/bunkaryoku_project/hakkutsugenba/

　大学が取り組む地域に開かれた文化芸術活動やその成果を公開する活
動・広報活動などに広く活用するため，平成 25 年 4 月に開始しました。
国民や地域住民の皆様が文化に触れる機会が増えることにより，魅力あ
る地域づくり・ひとづくりに積極的に生かされることを期待します。
http://www.bunka.go.jp/bunkaryoku_project/daigaku/

7. 発掘現場から文化力プロジェクト

8．大学から文化力プロジェクト
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Ⅵ
文化財の保存と活用

我が国の文化財保護制度1

1. 概要

　文化財は，我が国の歴史や文化を正しく理解する
ためになくてはならないものであると同時に，将来
の文化の向上発展の基礎となるものであり，このよ
うな国民的財産である文化財の適切な保存・活用を
図ることは大変重要なことです。

　このため，国は，文化財保護法に基づき，文化財
のうち重要なものを指定・選定し，現状変更，修理，
輸出などに一定の制限を課す一方，有形の文化財（建
造物，美術工芸品，有形の民俗文化財等）について
は保存修理，防災，買上げ等，また，無形の文化財（芸
能，工芸技術，風俗慣習，民俗芸能等）については
伝承者養成や記録作成等に対して助成するなど，保
存と活用のために必要な措置を講じています。
　また，近年の国土開発，生活様式の変化等により
保護の必要性が高まっている近代を中心とする文化
財（有形文化財，有形の民俗文化財，記念物）等を対
象とし，指定制度よりも緩やかな保護措置を講じる
登録制度を設けています。登録制度は，国・地方公
共団体の指定以外の文化財のうち保存と活用が特に
必要なものを国が登録し，届出制と指導・助言・勧
告を基本として，所有者による自主的な保護を図り，
指定制度を補完するものです。　
　さらに，文化財の保存のために欠くことのできな
い伝統的な技術又は技能で保存の措置を講ずる必要
があるものを選定保存技術として選定したり，土地
に埋蔵されている文化財についても埋蔵文化財とし
て発掘に関する一定の制限を課したりするなどの保
護のための措置を講じています。
　文化財の指定・選定及び登録は，文部科学大臣が
文化審議会に諮問し，その答申を受けて行うことと
なっています。文化財等を種類ごとに整理すると次
ページのようになります。

　指定
重要文化財（うち国宝） 13,119件 （1,101件） ※ １

建造物 2,465件 （223件）
美術工芸品 10,654件 （878件）
重要無形文化財 保持者・団体　　

芸能
各個認定 37件 （55人）
総合認定 13件 （13団体）

工芸技術
各個認定 39件 （58人） ※2

保持団体認定 14件 （14団体）
重要有形民俗文化財 220件
重要無形民俗文化財 303件
史跡名勝天然記念物（うち特別史跡名勝天然記念物） 3,210件 （172件）       ※3,4

　史跡 1,784件 （61件）
　名勝 402件 （36件）
　天然記念物 1,024件 （75件）
　選定
重要文化的景観 50件
重要伝統的建造物群保存地区 114地区
　登録
登録有形文化財（建造物） 10,869件
登録有形文化財（美術工芸品） 14件
登録有形民俗文化財 42件
登録記念物 99件
　文化財ではないが保護対象となるもの
選定保存技術 保持者・団体　　

保持者 46件 （54人）
保存団体 31件 （34団体） ※5

◆国指定文化財等件数一覧 平成29年4月1日現在

※ １　重要文化財の件数は国宝の件数を含む
※ ２　工芸技術の各個認定保持者は重複認定があり，実員数は57人となる
※ ３　史跡名勝天然記念物の件数は，特別史跡名勝天然記念物を含む
※ ４　 史跡名勝天然記念物には重複指定があり，実指定数は3,067件（特別史跡名勝
　　　天然記念物は162件）となる。
※ ５　選定保存技術については保存団体に重複認定があるため，実団体件数は31団体
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2. 文化財の体系図

◆文化財の指定・登録・選定を受けるまで

指定
（特に重要なもの）

重要有形民俗文化財

［遺跡］貝塚，古墳，都城跡，城跡，旧宅等
［名勝地］庭園，橋梁，峡谷，海浜，山岳等
［動物，植物，地質鉱物］

有形文化財
［建造物］
［美術工芸品］絵画，彫刻，工芸品，書跡，典籍，
古文書，考古資料，歴史資料等

［有形の民俗文化財］無形の民俗文化財に用いられる衣服，
器具，家屋等

［無形の民俗文化財］衣食住・生業・信仰・年中行事等に関
する風俗慣習，民俗芸能，民俗技術

［演劇，音楽，工芸技術等］

（特に重要なもの）

（特に重要なもの）

指定 指定重要文化財
（重要なもの） （特に価値の高いもの）

国宝

（特に重要なもの）
重要無形民俗文化財

登録
（保存と活用が特に必要なもの）

登録有形民俗文化財

指定 指定 特別史跡記念物
（重要なもの）

史跡

登録
（保存と活用が特に必要なもの）

登録記念物

選定市町村が
決定伝統的建造物群

（価値が特に高いもの）
重要伝統的建造物群

保存地区
伝統的建造物群

保存地区

文化財

登録
（保存と活用が特に必要なもの）

登録有形文化財

（特に重要なもの）
指定

（重要なもの）
天然記念物 特別天然記念物

選定
（特に重要なもの）
重要文化的景観文化的景観

［棚田，里山，用水路等］

［宿場町，城下町，農漁村等］

［建造物］［美術工芸品］

民俗文化財

選択 記録作成等の措置を講ずべき無形文化財（特に必要のあるもの）

埋蔵文化財
［土地に埋蔵されている文化財］

［文化財の保存に必要な材料製作，修理・修復の技術等］
文化財の保存技術 選定 選定保存技術

（保存の措置を講ずる必要があるもの）

指定
（重要なもの）

名勝 特別名勝

指定無形文化財
（重要なもの）

重要無形文化財

◆文化財の体系図

専門調査会

文化審議会
（文化財分科会）

調
査

文
部
科
学
大
臣

文
部
科
学
大
臣

指
定
等

指
定
書
等
の
交
付諮

問
答
申

官
報
告
示

所
有
者
へ
の
通
知

調査依頼 調査報告

選択 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財（特に必要のあるもの）
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3. 文化財保護法等における国，地方公共団体，所有者等の主な役割

文化財

●文化財保護法の制定
●重要な文化財の指定，選定，保存と活用が特に必要な文化財の登録
●指定等文化財の所有者に対する管理，修理，公開に関する指示，命令，勧告
●指定等文化財の現状変更等の規制，輸出の制限，原状回復命令
●指定等文化財の管理，修理，公開等に関する所有者等への補助
●文化財の公有化に対する地方公共団体への補助
●指定等文化財等に係る課税上の特例措置の設定
●博物館，劇場等の公開施設，文化財研究所の設置，運営

国

地
方
公
共
団
体

●文化財保護条例の制定
●重要な文化財の指定，選定等（国指定等を除く）
●指定等文化財の所有者等に対する管理，修理，公開に関する指示，勧告及び
　現状変更等の制限
●指定等文化財の管理，修理，公開等に関する所有者等への補助
●文化財の保存・公開のための施設の設置，運営
●文化財の学習活動，愛護活動，伝承活動など文化財保護のための地域活動の
　推進
●管理団体として国指定文化財の管理，修理等

●国及び地方指定文化財等に関し，所有者の変更，滅失，毀損，所在の変更等
　に係る届出
●文化財の管理，修理
●文化財の公開
●重要文化財等の譲渡に際しての国に対する売渡の申出

所
有
者
等

●国及び地方公共団体の行う文化財保護の活動への協力
●遺跡の発見に関する届出
●周知の埋蔵文化財包蔵地における発掘に際しての届出
●埋蔵文化財調査のための発掘に際しての届出

国
民

Ⅵ 文化財の保存と活用
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有形文化財2

　建造物，絵画，工芸品，彫刻，書跡，典籍，古文書，
考古資料，歴史資料などの有形の文化的所産で，我
が国にとって歴史上，芸術上，学術上価値の高いも
のを総称して有形文化財と呼んでいます。このうち，
建造物以外のものを総称して「美術工芸品」と呼んで

　我が国の歴史的建造物には，世界最古の木造建築
である法隆寺などの寺院建築や神社建築，近世初頭
に建てられた城郭建築，書院などの住宅建築，各地
方の特徴を示す民家建築などがあります。豊富な森
林資源と高い伝統的技術を背景に，優れた木造建造
物が数多く建てられてきました。
　近年では，明治以降の近代化を進めていく過程で
生み出された公共建築や邸宅等の近代建築，産業・
交通・土木に関わる土木構造物を含む近代化遺産に
ついても，全国的な調査を行うことにより保護を図っ
てきました。更に国立西洋美術館本館など，戦後の
近現代建造物についても保護も進めています。
　平成29年4月1日現在，重要文化財は2,465件4,892

棟で，うち223件282棟が国宝に指定されています。
うち近代の重要文化財は337件に達し，旧東宮御所
（迎賓館赤坂離宮），旧富岡製糸場の2件が国宝に指
定されています。
　これらの建造物の大半は木造で，屋根に茅

かや

や檜
ひわだ

皮
のような植物性材料を葺

ふ

いている建物も多く含んで
おり，適切なサイクルでの修理や，火災等の災害か
ら建物を守る防災施設等の設置が必要となります。
また，地震から建造物と人命を守るため，耐震補強
も必要となります。国はこれらの事業に対し必要に
応じて補助を実施するとともに，文化財保護法に基
づく現状変更等の許可の判断を行っています。

1. 建造物

います。
　国は有形文化財のうち重要なものを重要文化財に
指定し，さらに世界文化の見地から特に価値の高い
ものを国宝に指定して保護しています。

種類別 件数 棟数

近
世
以
前
の
分
類

神　社 574 （40） 1,226 （75）
寺　院 858（155） 1,201（163）
城　郭 53 （9） 235 （17）
住　宅 97 （14） 155 （20）
民　家 353 867

その他 193 （3） 261 （3）
小　計 2,128（221） 3,945（278）

近
代
の
分
類

宗　　教 29 44

住　　居 97 （1） 377 （1）
学　　校 41 80

文化施設 36 61

官公庁舎 29 58

商業・業務 23 30

産業・交通・土木 77 （1） 280 （3）
その他 5 17

小　計 337 （2） 947 （4）
合　計 2,465（223） 4,892（282）

◆国宝・重要文化財（建造物）種類別・時代別指定内訳

（注）（　)内は国宝で内数

平成29年4月1日現在

国宝
石清水八幡宮本社

（京都府八幡市）

重要文化財
旧奈良監獄

（奈良県奈良市）

Ⅵ 文化財の保存と活用
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　平成８年の文化財保護法改正によって，国指定文
化財及び地方指定文化財以外の有形文化財のうち保
存及び活用のための措置が特に必要とされる文化財
建造物を，文部科学大臣が文化財登録原簿に登録す
る文化財登録制度が導入されました。
　住宅や公共建築などの建築物をはじめ，橋や堤防
などの土木構造物，それらに付随する門や塀などの
工作物を含めた様々な建造物が登録され，平成27年
3月には登録件数が10,000件を超えました。平成29
年4月1日現在10,869件が登録され，その所在は47
都道府県873市区町村に及んでいます。

文化財愛護シンボルマーク

「文化財愛護シンボルマーク」は，文化財愛護運動を全国的に展開するため，公募により，昭和 41 年 5 月
に定められたものです。このシンボルマークは，広げた両方の手のひらのパターンによって日本建築の重要
な要素である斗

ときょう

栱（組物）のイメージを表し，これを三つ重ねることにより，文化財という民族の遺産を，過去・
現在・未来にわたり永遠に伝承していくという愛護精神を象徴したものです。

文化財保護強調週間ロゴマーク

 「文化財保護強調週間ロゴマーク」は，平成 22 年に文化財保護法施行 60 周年を迎えたことを記念し，文
化財保護強調週間がより国民に身近となるよう，公募を経て定められたものです。
　このロゴマークは，文化財の「文」を様式化した形をモチーフとして，日本の文
化的活動により生み出された文化的所産の変遷を「家紋」のイメージで表していま
す。色彩についても，文化財の六つの分野「有形文化財」，「無形文化財」，「民俗文
化財」，「記念物」，「文化的景観」，「伝統的建造物群」を表しています。
　なお，文化財保護強調週間は毎年 11 月 1 日から 7 日までの 1 週間です。この期
間に，国民が文化財に親しむことを目的として，文化財所有者や都道府県及び市町
村の教育委員会の協力の下，歴史的建造物や美術工芸品の特別公開，文化財ウォー
ク，伝統芸能発表会などの様々な行事が全国各地で開催されており，平成 29 年には，
64 回目を迎えます。

登録有形文化財
旧名城家住宅主屋（沖縄県島尻郡伊是名村）

登録有形文化財
山崎家及び臼井家別荘

（セキスイハウスA型）
（長野県北佐久郡
軽井沢町）

Ⅵ 文化財の保存と活用
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　美術工芸品の国による指定は，古社寺保存法の施
行された明治30年に始まり，現在の文化財保護法の
下で，平成29年4月1日現在，10,654件（うち国宝878件）
の指定が行われています。
　国宝・重要文化財の管理・修理は，所有者又は管
理団体（指定文化財の適正な管理を行うため文化庁
長官により指定された地方公共団体その他の法人）
が行うこととされています。国宝・重要文化財（美
術工芸品）の所有者別件数は，社寺所有のものが約
60％を占めています。
　これらの指定文化財については，現状を変更し，
あるいはその保存に影響を及ぼす行為をしようとす
る場合，文化庁長官の許可を要することとされてお
り，また，海外展等のため必要と認めて文化庁長官
が許可した場合を除き輸出が禁止されています。国
は，その保存や修理等に対して国庫補助を行うなど
の援助を行っており，文化庁長官は，その管理・修
理や公開などに関して指示を行うことができるとさ
れています。
　また，平成17年4月から美術工芸品の分野にも文
化財登録制度が導入され，平成29年4月1日現在，
14件の登録が行われています。

2. 美術工芸品

区分 件数

絵画 2,010（160）

彫刻 2,699（131）

工芸品 2,452（253）

書跡・典籍 1,906（225）

古文書 763 （60）

考古資料 626 （46）

歴史資料 198 （3）

計 10,654（878）

◆国宝・重要文化財種別件数
平成29年4月1日現在

（注）（　）内は国宝で内数

国宝
黒韋威胴丸

（宗教法人春日大社）

重要文化財
人面文壺形土器

（安城市）

重要文化財
氷川丸

（日本郵船株式会社）

国宝
紙本金地著色洛中洛外図屏風（部分）

（独立行政法人国立文化財機構東京国立博物館）

Ⅵ 文化財の保存と活用

43

06_P38-53_2017年.indd   43 2017/06/28   20:09



無形文化財3

　演劇，音楽，工芸技術その他の無形の文化的所産
で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの
を「無形文化財」といいます。無形文化財は，人間の
わざそのものであり，具体的にはそのわざを体現・
体得した個人又は個人の集団によって表現されます。
　国は，無形文化財のうち重要なものを重要無形文
化財に指定し，同時に，これらのわざを高度に体現・
体得している者を保持者又は保持団体に認定し，我
が国の伝統的なわざの継承を図っています。保持者
等の認定には，「各個認定」，「総合認定」，「保持団
体認定」の３方式が執られています。
　重要無形文化財の保護のため，国は，各個認定
の保持者に対し特別助成金（年額200万円）を交付し
ているほか，保持団体や地方公共団体等が行う伝承
者養成事業，公開事業等に対しその経費の一部を補
助しています。また，工芸技術の分野の各個認定保
持者や保持団体のわざと文化財を支える技術につい
て，作品や関係資料等を公開する展覧会を開催し，
こうしたわざを守り伝えていくことへの理解の促進
を図っています。さらに，独立行政法人日本芸術文
化振興会（国立劇場等）においては，能楽，文楽，歌
舞伎，組踊，演芸等の芸能に関して，それぞれの伝
承者養成のための研修事業等を行っています。

区
分 種類

件数

各個認定 総合認定・
保持団体認定

芸
　
能

雅楽 0 1

能楽 5 1

文楽 3 1

歌舞伎 4 1

組踊 2 1

音楽 19 7

舞踊 2 1

演芸 2 0

小計 37件 13件

工
芸
技
術

陶芸 9 3

染織 14 7

漆芸 5 1

金工 5 0

木竹工 2 0

人形 2 0

手
て す き わ し

漉和紙 2 3

小計 39件 14件

合計 76件 27件

平成29年4月1日現在

◆重要無形文化財指定件数

重要無形文化財「紬織」
保持者：村上良子

重要無形文化財「琵琶」
保持者：奥村和美（芸名　奥村旭翠）

Ⅵ 文化財の保存と活用
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民俗文化財4

　民俗文化財には，衣食住，生業，信仰，年中行事
等に関する風俗慣習，民俗芸能，民俗技術及びこれ
らに用いられる衣服，器具，家屋，その他の物件な
ど人々が日常生活の中で創造し，継承してきた有形･
無形の民俗文化財があり，我が国民の生活の推移を
理解する上で欠くことのできないものです。
　国は，このような有形･無形の民俗文化財のうち
特に重要なものを「重要有形民俗文化財」，「重要無
形民俗文化財」に指定し，その保護を図っています。
　重要有形民俗文化財については，その修理や管理
に関する事業，保存活用施設や防災施設など保存・
活用のために必要な施設の設置等の事業に対して補
助を行っており，重要無形民俗文化財については，
伝承者の養成や用具等の修理・新調などの事業に対
して補助を行っています。また，国指定の有無を問
わず，地方公共団体等が行う有形･無形の民俗文化
財の調査事業や無形の民俗文化財の周知事業，伝承
教室・講習会・発表会の開催などの事業，映像記録
の作成などの活用事業に対して補助しています。
　また，重要有形民俗文化財以外の有形の民俗文化
財のうち，保存及び活用のための措置が特に必要と
されるものを「登録有形民俗文化財」として登録し，
資料整理などの事業に対して補助を行っています。
重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のう
ち，特に記録作成などを行う必要のあるものについ
ては，「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文
化財」に選択し，必要に応じて国が記録を作成すると
ともに，地方公共団体が行う記録作成事業に対し補
助を行っています。

種　類 件　数

衣食住に用いられるもの 30

生産，生業に用いられるもの 94

交通，運輸，通信に用いられるもの 19

交易に用いられるもの 1

社会生活に用いられるもの 1

信仰に用いられるもの 39

民俗知識に関して用いられるもの 7

民俗芸能，娯楽，遊戯に用いられるもの 23

人の一生に関して用いられるもの 3

年中行事に用いられるもの 3

合　計 220

種　類 件　数

風俗慣習 125

民俗芸能 163

民俗技術 15

合　計 303

◆重要有形民俗文化財指定件数 平成29年4月1日現在

◆重要無形民俗文化財指定件数 平成29年4月1日現在

重要有形民俗文化財　「砺波の生活・生産用具」
（富山県砺波市）

重要無形民俗文化財　「常陸大津の御船祭」
（茨城県北茨城市）
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記念物5

　記念物とは以下の文化財の総称です。
①貝づか，古墳，都城跡，城跡，旧宅等の遺跡で我
が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの
②庭園，橋梁，峡谷，海浜，山岳等の名勝地で我が
国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの
③動物，植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上
価値の高いもの
　国は，これらの記念物のうち重要なものをこの種
類に従って，「史跡」，「名勝」，「天然記念物」に指定し，
保護を図っています。そのうち特に重要なものにつ
いては，それぞれ「特別史跡」，「特別名勝」，「特別天
然記念物」に指定します。
　史跡等に指定されたものについては，現状を変更
し，あるいはその保存に影響を及ぼす行為をしよう
とする場合，文化財保護法により，文化庁長官の許
可を要することとされています。また，地方公共団
体が国庫補助を受けてその土地等を買い取ることに
より実質的な補償に配慮するとともに，史跡等の保
存・活用を広く図るため，国庫補助によりその整備
を行っています。
　また，開発等により保護の必要が高まっている近
代の記念物に対して，届出制と指導等を基本とする
緩やかな保護措置を講じ，所有者の自主的な保護を
図る「登録記念物」の制度が導入され，平成29年4月
1日現在97件が登録されています。

分類 件数
貝塚・古墳等 690 （14）
都城跡等 394 （19）
社寺跡等 298 （14）
学校その他教育・学術・文化に関する遺跡 25 （3）
医療施設その他社会・生活に関する遺跡 7

交通施設その他経済・生産活動に関する遺跡 197 （2）
墳墓・碑等 79 （3）
旧宅・園池等 85 （6）
外国及び外国人に関する遺跡 9

合計 1,784 （61）

分類 件数
動物 195（21）
植物 554（30）
地質鉱物 252（20）
天然保護区域 23（4）

合計 1,024（75）

分類 件数
庭園 221（24）
公園 8

橋梁 2

花樹 14

緑樹・松原 7（1）
岩石・洞穴 16

峡谷・渓流 35（5）
瀑布 11

湖沼 3（1）
浮島 1

湧泉 1

海浜 38

島嶼 9（2）
砂嘴 1（1）
火山・温泉 2

山岳 9（1）
丘陵・高原・平原 1

河川 2

展望地点 14（1）
その他 7

合計 402（36）

（注）（　）内は特別天然記念物
　　で内数

（注）（　）内は特別史跡で内数

◆史跡の種類別指定件数 平成29年4月1日現在

◆天然記念物の種類別指定件数
平成29年4月1日現在

◆名勝の種類別指定件数
平成29年4月1日現在

（注）（　）内は特別名勝で内数

史跡　英彦山（福岡県添田町）　提供：添田町教育委員会

天然記念物
宮古島保良の石灰華段丘（沖縄県宮古島市）
提供：宮古島市教育委員会

名勝　米子瀑布群（長野県須坂市）
提供：須坂市教育委員会
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文化的景観6

　文化的景観は，地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土に
より形成された景観地であり，我が国民の生活又は生業の理解のため欠く
ことのできないものです。国は，都道府県又は市町村の申出に基づき，必
要な保護の措置が講じられている文化的景観のうち，特に重要なものを重
要文化的景観に選定することができます。
　国は，文化的景観の歴史的変遷・自然的環境及び生活・生業等に関する
調査事業，測量・図化など重要文化的景観選定の申出に必要な保存計画
策定事業，重要文化的景観に選定されたものについて復旧修理・修景や防
災工事・説明板の設置等を行う整備事業，地域住民等が参加する勉強会
や公開講座・ワークショップの開催等にかかる普及・啓発事業に対して，
地方公共団体が行う事業の経費の一部を補助しています。
　平成29年4月1日現在，全国で51件の重要文化的景観が選定されています。

名称 所在地 選定年月日
1 近江八幡の水郷 滋賀県近江八幡市 平成18年1月26日
2 一関本寺の農村景観 岩手県一関市 平成18年7月28日
3 アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観 北海道沙流郡平取町 平成19年7月26日
4 遊子水荷浦の段畑 愛媛県宇和島市 平成19年7月26日
5 遠野 荒川高原牧場　土淵山口集落 岩手県遠野市 平成20年3月28日
6 高島市海津・西浜・知内の水辺景観 滋賀県高島市 平成20年3月28日
7 小鹿田焼の里 大分県日田市 平成20年3月28日
8 蕨野の棚田 佐賀県唐津市 平成20年7月28日
9 通潤用水と白糸台地の棚田景観 熊本県上益城郡山都町 平成20年7月28日

10 宇治の文化的景観 京都府宇治市 平成21年2月12日
11 四万十川流域の文化的景観 源流域の山村 高知県高岡郡津野町 平成21年2月12日
12 四万十川流域の文化的景観 上流域の山村と棚田 高知県高岡郡梼原町 平成21年2月12日
13 四万十川流域の文化的景観 上流域の農山村と流通・往来 高知県高岡郡中土佐町 平成21年2月12日
14 四万十川流域の文化的景観 中流域の農山村と流通・往来 高知県高岡郡四万十町 平成21年2月12日
15 四万十川流域の文化的景観 下流域の生業と流通・往来 高知県四万十市 平成21年2月12日
16 金沢の文化的景観 城下町の伝統と文化 石川県金沢市 平成22年2月22日
17 姨捨の棚田 長野県千曲市 平成22年2月22日
18 樫原の棚田及び農村景観 徳島県勝浦郡上勝町 平成22年2月22日
19 平戸島の文化的景観 長崎県平戸市 平成22年2月22日
20 高島市針江・霜降の水辺景観 滋賀県高島市 平成22年8月5日
21 田染荘小崎の農村景観 大分県豊後高田市 平成22年8月5日
22 久礼の港と漁師町の景観 高知県高岡郡中土佐町 平成23年2月7日
23 小値賀諸島の文化的景観 長崎県北松浦郡小値賀町 平成23年2月7日
24 天草市﨑津・今富の文化的景観 熊本県天草市 平成23年2月7日
25 利根川・渡良瀬川合流域の水場景観 群馬県邑楽郡板倉町 平成23年9月21日
26 佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観 新潟県佐渡市 平成23年9月21日
27 奥飛鳥の文化的景観 奈良県高市郡明日香村 平成23年9月21日
28 佐世保市黒島の文化的景観 長崎県佐世保市 平成23年9月21日
29 五島市久賀島の文化的景観 長崎県五島市 平成23年9月21日
30 新上五島町北魚目の文化的景観 長崎県南松浦郡新上五島町 平成24年1月24日
31 求菩提の農村景観 福岡県豊前市 平成24年9月19日
32 長崎市外海の石積集落景観 長崎県長崎市 平成24年9月19日
33 新上五島町崎浦の五島石集落景観 長崎県南松浦郡新上五島町 平成24年9月19日
34 別府の湯けむり・温泉地景観 大分県別府市 平成24年9月19日
35 最上川の流通・往来及び左沢町場の景観 山形県西村山郡大江町 平成25年3月27日
36 日根荘大木の農村景観 大阪府泉佐野市 平成25年10月17日
37 蘭島及び三田・清水の農山村景観 和歌山県有田郡有田川町 平成25年10月17日
38 酒谷の坂元棚田及び農山村景観 宮崎県日南市 平成25年10月17日
39 長良川中流域における岐阜の文化的景観 岐阜県岐阜市 平成26年3月18日
40 東草野の山村景観 滋賀県米原市 平成26年3月18日
41 宮津天橋立の文化的景観 京都府宮津市 平成26年3月18日
42 生野鉱山及び鉱山町の文化的景観 兵庫県朝来市 平成26年3月18日
43 奥出雲たたら製鉄及び棚田の文化的景観 島根県仁多郡奥出雲町 平成26年3月18日
44 菅浦の湖岸集落景観 滋賀県長浜市 平成26年10月6日
45 小菅の里及び小菅山の文化的景観 長野県飯山市 平成27年1月26日
46 大溝の水辺景観 滋賀県高島市 平成27年1月26日
47 三角浦の文化的景観 熊本県宇城市 平成27年1月26日
48 佐渡相川の鉱山及び鉱山町の文化的景観 新潟県佐渡市 平成27年10月7日
49 大沢・上大沢の間垣集落景観 石川県輪島市 平成27年10月7日
50 京都岡崎の文化的景観 京都府京都市 平成27年10月7日
51 奥内の棚田及び農山村景観 愛媛県北宇和郡松野町 平成29年2月9日

◆重要文化的景観一覧 平成29年4月1日現在

奥内の棚田及び農山村景観
（愛媛県北宇和郡松野町）

佐渡相川の鉱山及び鉱山町の文化的景観
（新潟県佐渡市）
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伝統的建造物群保存地区7

　昭和50年の文化財保護法の改正によって伝統的建
造物群保存地区の制度が発足し，城下町，宿場町，
門前町など全国各地に残る歴史的な集落・町並みの
保存が図られるようになりました。
　市町村は，伝統的建造物群保存地区を定め，また，
地区内の保存事業を計画的に進めるため，保存条例
に基づき保存計画を定めます。国は，市町村から申
出を受けて，我が国にとって価値が高いと判断され
るものを重要伝統的建造物群保存地区に選定します。

　文化庁では，重要伝統的建造物群保存地区の保存
のために市町村が行う修理・修景・防災事業等に対
し，経費の補助を行うとともに，市町村の取組に対
して必要な指導・助言を行っています。
　平成29年4月1日現在，重要伝統的建造物群保存
地区は，43道府県94市町村で114地区（合計面積約
3,877ha）あり，約23,000件の建築物・工作物が保存
すべき伝統的建造物として特定されています。

1 函館市元町末広町（港町　北海道）
2 弘前市仲町（武家町　青森）
3 黒石市中町（商家町　青森）
4 金ケ崎町城内諏訪小路（武家町　岩手）
5 村田町村田（商家町　宮城）
6 横手市増田（在郷町　秋田）
7 仙北市角館（武家町　秋田）
8 下郷町大内宿（宿場町　福島）
9 南会津町前沢（山村集落　福島）

10 桜川市真壁（在郷町　茨城）
11 栃木市嘉右衛門町（在郷町　栃木）
12 桐生市桐生新町（製織町　群馬）
13 中之条町六合赤岩（山村･養蚕集落　群馬）
14 川越市川越（商家町　埼玉）
15 香取市佐原（商家町　千葉）
16 佐渡市宿根木（港町　新潟）
17 高岡市山町筋（商家町　富山）
18 高岡市金屋町（鋳物師町　富山）
19 南砺市相倉（山村集落　富山）
20 南砺市菅沼（山村集落　富山）
21 金沢市東山ひがし（茶屋町　石川）
22 金沢市主計町（茶屋町　石川）
23 金沢市卯辰山麓（寺町　石川）
24 金沢市寺町台（寺町　石川）
25 輪島市黒島地区（船主集落　石川）
26 加賀市加賀橋立（船主集落　石川）
27 加賀市加賀東谷（山村集落　石川）
28 白山市白峰（山村・養蚕集落　石川）
29 小浜市小浜西組（商家町･茶屋町　福井）
30 若狭町熊川宿（宿場町　福井）
31 甲州市塩山下小田原上条（山村･養蚕集落　山梨）
32 早川町赤沢（山村･講中宿　山梨）
33 長野市戸隠（宿坊群・門前町　長野）
34 塩尻市奈良井（宿場町　長野）
35 塩尻市木曾平沢（漆工町　長野）
36 千曲市稲荷山（商家町　長野）
37 東御市海野宿（宿場･養蚕町　長野）
38 南木曽町妻籠宿（宿場町　長野）
39 白馬村青鬼（山村集落　長野）
40 高山市三町（商家町　岐阜）
41 高山市下二之町大新町（商家町　岐阜）
42 美濃市美濃町（商家町　岐阜）
43 恵那市岩村町本通り（商家町　岐阜）
44 郡上市郡上八幡北町（城下町　岐阜）
45 白川村荻町（山村集落　岐阜）
46 焼津市花沢（山村集落　静岡）
47 名古屋市有松（染織町　愛知）
48 豊田市足助（商家町　愛知）
49 亀山市関宿（宿場町　三重）
50 大津市坂本（里坊群･門前町　滋賀）
51 彦根市河原町芹町地区（商家町　滋賀）
52 近江八幡市八幡（商家町　滋賀）
53 東近江市五個荘金堂（農村集落　滋賀）
54 京都市上賀茂（社家町　京都）
55 京都市産寧坂（門前町　京都）
56 京都市祇園新橋（茶屋町　京都）
57 京都市嵯峨鳥居本（門前町　京都）

58 南丹市美山町北（山村集落　京都）
59 伊根町伊根浦（漁村集落　京都）
60 与謝野町加悦（製織町　京都）
61 富田林市富田林（寺内町･在郷町　大阪）
62 神戸市北野町山本通（港町　兵庫）
63 豊岡市出石（城下町　兵庫）
64 篠山市篠山（城下町　兵庫）
65 篠山市福住（宿場町･農村集落　兵庫）
66 橿原市今井町（寺内町･在郷町　奈良）
67 五條市五條新町（商家町　奈良）
68 宇陀市松山（商家町　奈良）
69 湯浅町湯浅（醸造町　和歌山）
70 倉吉市打吹玉川（商家町　鳥取）
71 大山町所子（農村集落　鳥取）
72 大田市大森銀山（鉱山町　島根）
73 大田市温泉津（港町･温泉町　島根）
74 津和野町津和野（武家町･商家町　島根）
75 倉敷市倉敷川畔（商家町　岡山）
76 津山市城東（商家町　岡山）
77 高梁市吹屋（鉱山町　岡山）
78 呉市豊町御手洗（港町　広島）
79 竹原市竹原地区（製塩町　広島）
80 萩市堀内地区（武家町　山口）
81 萩市平安古地区（武家町　山口）
82 萩市浜崎（港町　山口）
83 萩市佐々並市（宿場町　山口）
84 柳井市古市金屋（商家町　山口）
85 美馬市脇町南町（商家町　徳島）
86 三好市東祖谷山村落合（山村集落　徳島）
87 牟岐町出羽島（漁村集落　徳島）
88 丸亀市塩飽本島町笠島（港町　香川）

89 西予市宇和町卯之町（在郷町　愛媛）
90 内子町八日市護国（製蝋町　愛媛）
91 室戸市吉良川町（在郷町　高知）
92 安芸市土居廓中（武家町　高知）
93 八女市八女福島（商家町　福岡）
94 八女市黒木（在郷町　福岡）
95 うきは市筑後吉井（在郷町　福岡）
96 うきは市新川田篭（山村集落　福岡）
97 朝倉市秋月（城下町　福岡）
98 鹿島市浜庄津町浜金屋町（港町･在郷町　佐賀）
99 鹿島市浜中町八本木宿（醸造町　佐賀）

100 嬉野市塩田津（商家町　佐賀）
101 有田町有田内山（製磁町　佐賀）
102 長崎市東山手（港町　長崎）
103 長崎市南山手（港町　長崎）
104 平戸市大島村神浦（港町　長崎）
105 雲仙市神代小路（武家町　長崎）
106 日田市豆田町（商家町　大分）
107 日南市飫肥（武家町　宮崎）
108 日向市美々津（港町　宮崎）
109 椎葉村十根川（山村集落　宮崎）
110 出水市出水麓（武家町　鹿児島）
111 薩摩川内市入来麓（武家町　鹿児島）
112 南九州市知覧（武家町　鹿児島）
113 渡名喜村渡名喜島（島の農村集落　沖縄）
114 竹富町竹富島（島の農村集落　沖縄）

名古屋市有松伝統的建造
物群保存地区（愛知県）
平成28年7月25日選定
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文化財保存技術8

埋蔵文化財9

　昭和50年の文化財保護法の改正によって設けられ
た制度で，文化財の保存のために欠くことのできな
い伝統的な技術又は技能で保存の措置を講ずる必要
のあるものを，文部科学大臣は選定保存技術として
選定し，その保持者及び保存団体を認定しています。

　国は，選定保存技術の
保護のため，保持者，保存
団体等が行う技術の錬磨，
伝承者養成等の事業に対
し必要な援助を行っていま
す。また，選定保存技術公
開事業を行い，広く一般の
方々に広報・普及を行って
います。こうした活動を通
して文化財の修理等を行う
技術者及び技能者の確保
を図っています。

　我が国では現在約46万8千か所の遺跡が知られて
います。遺跡は先人たちが営んできた生活の直接的
な証であり，文字の記録だけでは知ることのできな
い歴史と文化を生き生きと物語る，国民共有の歴史
的財産です。
　このような貴重な埋蔵文化財を保護するために，
遺跡の発掘調査を行う場合や，埋蔵文化財包蔵地に
おいて土木工事を行う場合には，届出等が必要です。
また，開発事業により埋蔵文化財を現状のまま保存
することができない場合，開発事業者に経費負担の
協力を求めて，記録保存の発掘調査を実施します。
ただし，個人の住宅建設など，経費負担を求めるこ
とが適当でない場合には，国庫補助により地方公共
団体が発掘調査を行うこととしています。
　また，発掘調査等により出土品が発見された場合，
所有者が明らかなときを除き，発見者は警察署長へ
提出しなければなりません。警察署長は，提出され
た物件が文化財と認められるときは，都道府県，指

定都市又は中核市の教育委員会に提出することとさ
れています。
　都道府県等の教育委員会は，当該物件が文化財で
あるかどうかを鑑査します。文化財と認定されたも
ので所有者が判明しないものについては，原則とし
て，出土した土地を管轄する都道府県に帰属します。

東町遺跡
（福島県南相馬市）

選定保存技術「建造物漆塗」
漆塗は彩色や金具とともに建
造物を荘厳する技術

選定保存技術「手切鑢製作」
工芸作品の制作や修理に用いられ
る鑢を製作する技術
保持者：澤田英之助
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歴史文化基本構想の推進10

　文化財は，それが置かれた環境の中で，人々の営
みと関わりながら，価値を形成してきました。それ
らはお互いに関連性を持って地域に根ざしています。
また，文化財をみんなで残していくためには，その
価値をわかりやすく伝えることが必要です。
　そのため，個々の文化財をきちんと保護するとい
うことに加えて，一定のテーマを設定して複数の文
化財をその周辺環境まで含め，総合的に保存・活用
していくこと（文化財の総合的な把握）が必要となり
ます。具体的には，地域の文化財をその周辺も含め
て保存・活用していくための基本的な構想（歴史文化
基本構想。以下，基本構想）を作ることにより，文化
財を中心に地域全体を歴史・文化の空間としてとら
え，いろいろな取組を合わせて行うことで，魅力的な
地域づくりを行うことができます。
　文化庁では，各市町村等において基本構想の策定が
推進されるよう，策定技術指針や策定ハンドブックを
作成するとともに，市町村等の職員を対象とした研修
会等を実施してきました。また，市町村等が基本構想

を策定するために必要となる経費や，策定した基本構
想を活用して地域の観光拠点の整備を推進する事業に
対する補助を行っています。
　なお，基本構想を作る際には，各市町村等において，
文化財の担当とまちづくりの担当が協力することは
もちろんのこと，地域住民やＮＰＯ法人，企業等と
も協力することで，文化財の保存・活用についても，
地域住民にとっても望ましい一貫した取組が行われ
ることが期待されます。
　また，文化財の総合的な把握を推進する取組の一
つとして，平成20年に公布された「地域における歴
史的風致の維持及び向上に関する法律」に基づく歴
史的風致維持向上計画の認定制度があります。これ
は，歴史上価値の高い建造物と地域の歴史や伝統に
根ざした人々の活動が一体となった良好な市街地の
環境を維持，向上させるための市町村の計画を国が
認定するもので，認定された市町村は，国による重
点的な支援を受けることができます。

◆市町村における歴史・文化を活
い

かしたまちづくり　

・ 文化財保護に関する補助金
・ �文化遺産総合活用推進事業
・ �観光拠点形成重点支援事業� など

・ 社会資本整備総合交付金� など

文化財を活かしたまちづくりの意義
●地域のアイデンティティの確保及びそのきずなの維持
●人々の生活の中での文化財の保存及びその根底にある知と技の継承

理
　
念

「歴史文化基本構想」
普及促進事業

地方公共団体における「歴史文化
基本構想」の策定を促進

関
連
施
策

「歴史文化基本構想」

市町村基本構想 都市計画
（市町村マスタープラン） 景観計画

期待される効果
●多様な文化財の

価値の顕在化に
よる適切な保存・
活用

●文化の薫り高い
空間の形成

●人々の交流の
発生

●住民の地域への
理解，地域に対
する誇りの向上

●文化財の保存・活用の基本的方針
●関連文化財群の考え方
●歴史文化保存活用区域の考え方
●文化財の保存・活用を推進するための体制整備の方針等

「歴史文化基本構想」の策定

実施
広く地域に潜在
している文化財
を見つけ出すた
めの調査

まちづくり行政など
（農水・道路・環境等）

文化財行政 連携

実行

歴
史
・
文
化
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り

まちづくりに関する支援制度文化財に関する支援制度
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世界遺産11

　世界遺産条約は，地球上に存在する様々な文化遺
産，自然遺産を世界の全ての人にとってかけがえの
ない遺産として保護していこうとする考えから，昭
和47年にユネスコ総会で採択されました。平成28年
6月現在で日本を含めて192か国が条約を締結してい
ます。
　ユネスコの世界遺産委員会では，世界各国からの
推薦に基づき，顕著な普遍的価値を有する遺産を世
界遺産に登録しています。
　平成28年１月に，世界遺産一覧表への記載に関し，
「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」を推薦しま
した。
　平成28年７月の世界遺産委員会において，我が国
の国立西洋美術館を含む「ル・コルビュジエの建築作
品−近代建築運動への顕著な貢献−」が世界遺産に
登録されました。
　それにより現在日本では，文化遺産16件，自然遺
産４件の合計20件が世界遺産一覧表に記載されてい
ます。

文
化
遺
産

法隆寺地域の仏教建造物 自
然
遺
産

屋久島
姫路城 白神山地
古都京都の文化財（京都市，宇治市，大津市） 知床
白川郷・五箇山の合掌造り集落 小笠原諸島
原爆ドーム
厳島神社
古都奈良の文化財
日光の社寺
琉球王国のグスク及び関連遺産群
紀伊山地の霊場と参詣道
石見銀山遺跡とその文化的景観
平泉-仏国土（浄土）を表す建築・庭園及び
考古学的遺跡群-
富士山ー信仰の対象と芸術の源泉
富岡製糸場と絹産業遺産群
明治日本の産業革命遺産　製鉄・製鋼，造船，
石炭産業

「ル・コルビュジエの建築作品−近代建築運
動への顕著な貢献−」

◆我が国の世界遺産一覧表記載物件� 平成 28 年 7 月現在

世界遺産　�富岡製糸場と絹産業遺産群　提供：群馬県

世界遺産　明治日本の産業革命遺産　製鉄・製鋼，造船，石炭産業
提供：「九州・山口の近代化産業遺産群」世界遺産登録推進協議会事務局

世界遺産　ル・コルビュジエの建築作品
−近代建築運動への顕著な貢献−
提供：国立西洋美術館
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ユネスコの無形文化遺産条約への対応12

　平成15年のユネスコ総会において，無形文化遺産
の保護に関し拘束力のある初めての国際的な法的枠
組みとして「無形文化遺産の保護に関する条約（無形
文化遺産保護条約）」が採択され，平成18年4月20日
に発効しました。我が国は，本条約の策定段階から
主導的役割を果たすとともに，本条約の早期発効を
促すため，平成16年6月に３番目の締約国となりま
した。
　本条約は，無形文化遺産を保護することを目的と
して，「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表（代表
一覧表）」への記載，無形文化遺産の保護のための国
際的な協力及び援助体制の確立，締約国がとるべき
必要な措置等について規定しています。
　平成28年11月，アディスアベバ（エチオピア）にお
いて第11回政府間委員会が開催され，我が国の「山・
鉾（ほこ）・屋台行事」が「代表一覧表」に記載されまし
た。これは既に記載されていた「京都祇園祭の山鉾行
事」（平成21年記載）と「日立風流物」（平成21年記載）
を含む，国指定重要無形民俗文化財である33件の山・
鉾・屋台行事をグループ化したものです。平成29年
4月1日現在，我が国からは21件が「代表一覧表」に
記載されています。
　今後の「代表一覧表」への記載に向けて，平成29年
3月にユネスコに「来訪神（らいほうしん）：仮面・仮

装の神々」を再提案しました。同案件は，平成28年3月
にユネスコへ提案しましたが，審査可能件数を上回
る提案があったため，記載件数が少ない国を優先し，
我が国の審査が1年先送りになっていたものです。

◆�「代表一覧表」に記載されている我が国の無形文化遺産
　（21件）

山・鉾・屋台行事
※国指定重要無形民俗文化財である山・鉾・屋台行事33件をグループ化

名　　称 記載年

能楽 平成20年記載

人形浄瑠璃文楽 平成20年記載

歌舞伎 平成20年記載

雅楽 平成21年記載

小千谷縮・越後上布 平成21年記載

甑島のトシドン（鹿児島県） 平成21年記載

奥能登のあえのこと（石川県） 平成21年記載

早池峰神楽（岩手県） 平成21年記載

秋保の田植踊（宮城県） 平成21年記載

チャッキラコ（神奈川県） 平成21年記載

大日堂舞楽（秋田県） 平成21年記載

題目立（奈良県） 平成21年記載

アイヌ古式舞踊（北海道） 平成21年記載

組踊 平成22年記載

結城紬 平成22年記載

壬生の花田植（広島県） 平成23年記載

佐陀神能（島根県） 平成23年記載

那智の田楽（和歌山県） 平成24年記載

和食；日本人の伝統的な食文化 平成25年記載

和紙：日本の手漉和紙技術 平成26年記載

山・鉾・屋台行事 平成28年記載

京都祇園祭の山鉾行事（京都府） 日立風流物（茨城県） 高山祭の屋台行事（岐阜県） 秩父祭の屋台行事と神楽（埼玉県）
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文化遺産オンライン13

　文化遺産オンラインは，多くの美術館・博物館，
関係団体や地方自治体等の協力を得て，指定文化財
だけでなく，未指定も含めた文化遺産の検索・閲覧
が出来るサイトです。多様な文化遺産に関する情報
の集約化を進め，我が国の文化遺産の総覧を目指し
ています。
　文化遺産オンラインには，文化遺産を時代や分野，
文化財体系などから検索して写真や地図を閲覧する
ことができるギャラリーと，全ての文化遺産の情報
を検索できる文化遺産データベースがあります。
　その他にも，美術館・博物館の情報や，お知らせ・
イベント情報，さらには世界遺産と無形文化遺産，
動画で見る無形の文化財なども掲載しています。
　また，平成27年3月にはTwitterを開始し，文化
遺産に関する情報や，文化遺産の紹介などを行って
います。

http://bunka.nii.ac.jp/
ツイッター　@bunkaisanonline

ギャラリー

文化遺産の写真や地図上の所在場所などを閲覧できます。
文化遺産を時代や分野などから検索できるほか，連想検索で特定の
文化遺産と関連がある文化遺産を調べたり，地図を使った検索・表
示を行うことができます。これらの機能を利用して，携帯端末で，
自分の興味ある文化遺産に関連する文化遺産を保有している近くの
美術館，博物館を探すことができます。

文化遺産データベース

登録されている全ての文化遺産の情報を検索することができます。
ギャラリーで利用できる連想検索のほか，文化遺産の所蔵館による
検索や，解説文まで含めた全文検索等ができます。
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54

新しい時代に対応した
著作権施策の展開Ⅶ

　文化審議会著作権分科会においては，社会の要請
を踏まえ，著作権制度の見直し等について検討を行っ
ています。平成28年度は，デジタル化・ネットワー
ク化の進展により生じた新たなニーズを踏まえ，権
利者の許諾なく著作物を利用できる仕組み（権利制限
規定）の整備等について検討を行いました。（１）から
（４）の課題については，著作権法改正の方向性につ
いて，平成29年4月に報告書を取りまとめました。
また，（５）や（６）の課題については，引き続き検討を
行っていく予定です。

（１）柔軟性のある権利制限規定の整備
　技術革新により，AIやビッグデータの活用など著
作物等を利用したサービスを創出し発展させるため
のニーズが新たに生じていることを踏まえ，新たな
著作物利用形態に柔軟に対応できる権利制限規定の
在り方について検討を行いました。コンピュータの
内部などで行われる著作物のコピー等のように著作
物の表現の知覚を伴わないケースなど，権利者の利
益を害しない行為について，幅広く権利制限の対象
とすることが適当としました。また，様々な著作物
を検索するサービス等のために著作物を部分的に表
示することや，外国人の観光上必要な情報等に関す
る翻訳サービスについて，権利制限規定の整備を行
うことを適当としています。

（２）教育の情報化の推進
　近年，反転授業を通じた主体的な学び等による教
育の質の向上や教育機会の拡大のため，ICT活用教
育が重要とされており，その推進のための著作権制
度上の課題の解決が求められています。検討の結果，

授業で使用するための教材等をメールで送信するこ
とや，eラーニング用の講義映像に著作物を収録し
て送信することについて，著作権者への補償金支払
を条件として，新たに権利制限規定の対象とするこ
とが適当としました。また，教育機関における法の
研修・普及啓発や法解釈に関するガイドラインの策
定，ライセンス環境の整備など，法の運用面の課題
の解決に向け，関係者を中心として取組を進めてい
くべきことを提言しました。

（３）障害者の情報アクセス機会の充実
　平成25年6月，「盲人，視覚障害者その他の印刷物
の判読に障害のある者が発行された著作物を利用す
る機会を促進するためのマラケシュ条約（仮称）」が採
択されました（平成28年9月に発効）。これを受け，同
条約の締結に必要な法制度の整備について検討を行
うとともに，視覚障害者等のための情報アクセス機会
の充実に向けた制度整備について，検討を行いました。
具体的には，視覚障害者等のための権利制限規定の
対象を肢体不自由者に拡大することや，ボランティア
団体が障害者向けに音訳サービス等を提供しやすく
するための制度の整備等について提言しました。

（４）アーカイブの利活用促進
　著作物等のアーカイブの促進に係る著作権制度上
の課題については，平成26年度から検討を行ってき
ました。我が国の文化資料のアーカイブを利活用す
るため，美術館等が観覧者のためにタブレット等の
電子機器を使ったり美術や写真のサムネイル画像（小
さな画像）をインターネットに掲載したりして，作品
の解説・紹介をすることを著作権法上可能とするこ

1. 著作権制度の見直し
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2. 著作物の円滑な流通の促進

インターネットの普及は，著作物のデジタル化と
あいまって，著作物の流通形態を劇的に変化させて
います。このような状況の中で，文化庁は，著作物
の流通促進の観点から，次の施策を行っています。
①「著作権等管理事業法」の的確な運用
著作物等の利用者の便宜を図るとともに，権利の

実効性を高めるため，著作物等を集中的に管理する
方式が普及しています。これらの事業を行う著作権
等管理事業者に対して，「著作権等管理事業法」に基
づき，年度毎の事業報告の徴収や定期的な立入検査
などを行い，適切に事業が行われるよう指導監督を
行っています（登録事業者数：29事業者〈平成29年3
月1日現在〉）。

②権利処理の円滑化に向けた取組
著作権者等やその所在が不明の場合に，文化庁長

官の裁定を受けて著作物等を適法に利用するための
「裁定制度」の運用を行っています。平成28年度は書籍
における著作物や放送番組における実演など47,699
件の著作物等の利用について裁定を行いました。
また，「裁定制度」について，より利用しやすい仕
組みに改善するため，利用者の権利者捜索等の負担
を軽減する実証事業を，権利者団体の協力を得て
行っています。
また，権利処理を円滑化する観点からは，著作物
等の権利情報を集約化したデータベースの整備に向
けての施策を平成29年度予算に盛り込み，実証事業
を実施することとしています。

とや，著作権者不明等の場合の裁定制度における補
償金の取扱いを見直すこと等を提言しました。引き
続き，アーカイブ機関における著作物等の適正な利
用を推進するための検討を行っていきます。

（５）リーチサイトへの対応
　いわゆるリーチサイト※などによる侵害コンテンツ
への誘導行為が，侵害コンテンツへのアクセスを容
易にし，著作権侵害を助長していることから，その
対応策の検討が求められています。リーチサイト等
の実態及びこれに関する課題，著作権制度に関する
要望について関係者からの意見聴取を行い，インター
ネットの利用を過度に規制することとならないよう，
権利保護と表現の自由のバランスに留意しつつ，検

討を行っています。
（※）自身のウェブサイトにはコンテンツを掲載せず，
他のウェブサイトに蔵置された著作権侵害コンテン
ツへのリンク情報を提供して，利用者を侵害コンテ
ンツへ誘導するためのウェブサイト

（６）クリエーターへの適切な対価還元
　クリエーターは，著作物が利用される際に支払わ
れる対価を基に，創作活動を継続しています。音楽
やテレビ番組等を録音・録画する際の対価の支払い
を定めた私的録音録画補償金制度が，新しい機器や
サービスの台頭に伴い形骸化していることから，ク
リエーターへの適切な対価の還元の在り方が問題と
なっており，問題解決のための検討を行っています。

〈御参考〉詳細については文化庁ホームページを御覧ください。
　・著作権者不明等の場合の裁定制度：
　　http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/

〈御参考〉詳細については文化庁ホームページを御覧ください。
　・「文化審議会著作権分科会報告書」（平成29年4月　文化審議会著作権分科会）：
　　http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/h2904_shingi_hokokusho.pdf
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1. 海外における海賊版対策
　アジア地域を中心に，我が国のゲームソフト，ア
ニメ，音楽などに対する関心が高まる一方で，これ
らを違法に複製した海賊版の製造・流通及びインター
ネット上の著作権侵害が，放置することのできない
深刻な問題となっています。そのため，文化庁では，
権利者による権利行使の実効性を高めるための環境
整備を目的とした施策を講じています。
　具体的には，①二国間協議等の場を通じた侵害発
生国・地域への取締強化の要請，②侵害発生国・地
域における法制面での権利執行の強化の支援，③侵
害発生国・地域の取締機関職員を対象としたトレー
ニングセミナーの実施，④我が国の企業等の諸外国
での権利行使の支援，⑤侵害発生国・地域における
著作権普及啓発事業等を行っています。

2. 国際的ルールづくりへの参画
①環太平洋パートナーシップ協定への対応について
　環太平洋パートナーシップ協定（以下，「TPP協定」
という。）は，アジア太平洋地域の12か国の参画の
もとで構築された包括的な経済連携協定です。モノ
の関税だけでなく，サービス，投資の自由化を進め，
幅広い分野で21世紀型の新たなルールを構築するこ
とを目指しており，著作権等の知的財産権について
も，様々な内容について規定し，知的財産権の保護
と利用の推進を図る内容となっています。TPP協定
は平成27年10月に大筋合意に至り，28年2月には協

定文書への署名式が行われました。
　TPP協定で合意された著作権関係規定のうち，著
作物等の保護期間の延長や著作権等侵害罪の一部非
親告罪化等の事項に関しては，我が国の著作権制度
の見直しが必要とされていました。これらの事項に
関しては，文化審議会著作権分科会における検討を
経て，平成28年12月9日に，著作権法の一部改正を含
む「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係
法律の整備に関する法律」が成立しました。著作権
法の改正部分については，TPP協定が日本国につい
て効力を生ずる日に施行されることとなっています。

②ＷＩＰＯ関連事項について
　現在，ＷＩＰＯ（世界知的所有権機関）においては，
著作権等関連の条約の策定に向けた議論などが行わ
れており，平成24年６月には視聴覚的実演条約が，
また，平成25年６月には，視覚障害者及びその他の
読字障害者による著作物へのアクセスと利用の促進
を目的とした，マラケシュ条約が採択されました。
視聴覚的実演条約については，我が国では平成26年
５月に国会においてその締結が承認され，６月に加
入しました。また，放送機関の保護に関する新条約
についても現在議論が行われており，我が国は積極
的に議論に参画しています。
　さらに，ＥＰＡ（経済連携協定）交渉等においても，
アジア諸国を中心に著作権等関係条約の締結を働き
かけています。

3. 国際的課題への対応

③その他
このほか，時代の変化に対応した著作物の流通の
在り方についての調査研究，自由利用マークの普及
等を行っています。

※自由利用マークについて，詳しくは文化庁ホームページを御覧く
ださい。　　　　http://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/

4. 違法ダウンロードの刑事罰化

平成21年の著作権法改正により，違法ダウンロー
ド（録音又は録画）は，個人的に利用する目的であって

も違法とされていましたが，刑事罰の対象とはされて
いませんでした。

Ⅶ 新しい時代に対応した著作権施策の展開
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デジタル・ネットワーク化の急速な進展に伴い，著作権
に関する意識や知識を身につけることはますます重要
となっており，中学校や高等学校の学習指導要領にお
いても著作権について取り扱うこととされています。
文化庁では，全国各地での講習会の開催や教材の作
成・提供を行っています。講習会は，国民一般，都道府
県等著作権事務担当者，図書館等職員，教職員を対象
として毎年十数か所で開催しています。教材は，児童
生徒を対象とした著作権学習ソフトウェア，教職員を
対象とした指導事例集，大学生や企業を対象とした映
像資料，初心者向けのテキスト，著作権Ｑ＆Ａデータ
ベース｢なるほど質問箱｣などを，文化庁ウェブサイト

（http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/
seidokaisetsu/kyozai.html）を通じて広く提供していま
す。

5. 著作権教育の充実

＜御参考＞詳細については文化庁ホームページを御覧ください。
　・著作権に関する登録制度：
　　http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/

文化庁では，著作権等に係る著作権法上の登録制
度を運用しています。著作権は登録することによっ
て権利が発生する特許権や実用新案権などの工業所
有権と異なり，著作物を創作した時点で自動的に発
生するので，著作権の取得のための手続は必要あり

ません。この登録制度は，権利取得のためのもので
はなく，著作物を公表したり，著作権を譲渡したり
といった事実があった場合に，その事実の登録をす
ることによって，公表日の推定や第三者対抗要件の
具備など法律上の一定の効果をもたらすものです。

6. 著作権に関する登録制度

平成28年度図書館等職員著作権実務講習会（東京会場）の様子

しかし，違法ダウンロードによる被害は未だ深刻な
状況にあることから，平成24年の著作権法改正により，
個人的に利用する目的であっても，それが販売又は有
料配信されている音楽や映像であることと，違法配信
であることの両方を知りながら行った場合，刑事罰が
科されることとなりました（ただし，この罪は親告罪と
されており，著作権者からの告訴がなければ公訴は提
起されないこととされています）。

なお，国及び地方公共団体は，学校その他の様々
な場を通じて当該行為の防止に関する教育の充実を
図らなければならないものとされています。
また，文化庁では，違法ダウンロードの刑事罰化に
関して，よく頂く御質問をまとめてＱ＆Ａとして公開
しているほか，法改正の内容を多くの方々に知ってい
ただけるよう，周知に努めています。

〈御参考〉詳細については文化庁ホームページを御覧ください。
　・違法ダウンロードの刑事罰化について：
　　http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/online.html
　・違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ＆A（大人用・子供用の２種類）：
　　http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/download_qa/index.html

Ⅶ 新しい時代に対応した著作権施策の展開
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国語審議会 文化審議会国語分科会

諮　問 答　申 内閣告示・
訓令 諮　問 答　申 内閣告示・

訓令 諮　問 答申
（文化審議会）

現行の
内閣告示・訓令

１  国語ノ統
制ニ関ス
ル件

２  漢字ノ調
査ニ関ス
ル件

３  仮名遣ノ
改定ニ関
スル件

４  文体ノ改
善ニ関ス
ル件

   （昭10.3）

当用漢字表
（昭21.11）

当用漢字表
（昭21.11）

国語施策の改
善の具体策に
ついて

（昭41.6）

情報化社会に
対応する漢字
政策の在り方
について

（平17.3）
当用漢字音訓表

（昭22.9）
当用漢字音訓表

（昭23.2）
常用漢字表

（昭56.3）
常用漢字表

（昭56.10）
改定常用漢字表

（平22.6）
常用漢字表

（平22.11）
当用漢字字体表

（昭23.6）
当用漢字字体表

（昭24.4）

現代かなづかい
（昭21.9）

現代かなづかい
（昭21.11）

改定現代仮名遣い
（昭61.3）

現代仮名遣い
（昭61.7
　平22.11一部改正）

外来語の表記
（平3.2）

外来語の表記
（平3.6）

建　議
送りがなのつけ方

（昭34.7）
改定送り仮名の
付け方（昭47.6）

送り仮名の付け方
（昭48.6
  昭56.10一部改正，
  平22.11一部改正）
  ローマ字のつづり方

（昭29.12）

「送りがなのつけ方」に
ついて（昭33.11）
ローマ字のつづり方の単
一化について（昭28.3）

国語審議会
諮　問 答　申

新しい時代に応じた国語施策の
在り方について（平5.11）

現代社会における敬意表現（平12.12）
表外漢字字体表（平12.12）
国際社会に対応する日本語の在り方（平12.12）

文化審議会国語分科会
諮　問 答　申（文化審議会）

これからの時代に求められる国
語力について（平14.2）

これからの時代に求められる国語力について
（平16.2）

敬語に関する具体的な指針の作
成について（平17.3） 敬語の指針（平19.2）

②内閣告示・訓令となっていないもの

◆国語審議会及び文化審議会（国語分科会）の主要な答申等と実施状況

①内閣告示・訓令となっているもの

国語の表記をはじめとした国語施策については，
かつての国語審議会，そして，平成13年度以降は，
国語審議会を改組して設置された文化審議会国語分
科会での検討を踏まえて，その改善を図ってきまし

た。具体的には，一般の社会生活における国語表記
の目安又はよりどころとして，「常用漢字表」，「現代
仮名遣い」，「送り仮名の付け方」などを定めています。

最近では，平成22年6月に「改定常用漢字表」が文
化審議会から答申され，関係府省との調整を経て，
同年11月30日に内閣告示「常用漢字表」として新たに
実施されました。その後，「国語分科会で今後取り
組むべき課題について（報告）」（25年2月）に基づき，
26年2月に「「異字同訓」の漢字の使い分け例（報告）」，
28年2月に「常用漢字表の字体・字形に関する指針

（報告）」を取りまとめました。現在は，「コミュニケー
ションの在り方・言葉遣いについて」の審議を進めて
います。
また，国語の表記等に関することのほか，平成7
年度から「国語に関する世論調査」を毎年度実施し，
国語施策の立案に資するとともに，国民の国語に関
する興味・関心の喚起を図っています。さらには，「国

国語・日本語教育に関する
施策の推進Ⅷ

国語施策の推進1
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語問題研究協議会」の開催や文化庁ウェブサイト上
で公開されている「国語施策情報」，「敬語おもしろ相
談室」，「国語に関する世論調査」に基づく動画「こと
ば食堂へようこそ！」などを通して，国民全体の国語
に対する関心と理解を深めるために必要な施策を講
じ，情報発信を引き続き行っています。
加えて，平成21年2月にユネスコが消滅の危機に

あると発表した，アイヌ語，八丈方言，奄
あま み

美方言，
国
くに

頭
がみ

方言，沖縄方言，宮古方言，

八重山方言，与那国方言という国内の八つの言語・
方言の実態や保存・継承のための取組に関する調査
研究を実施し，その成果を報告する危機言語・方言
サミットや，関係者の情報共有のための研究協議会
を開催するとともに，東日本大震災の影響が懸念さ
れる被災地の方言の記録保存や活性化のための取組
支援，アイヌ語のアナログ資料のデジタル化やアー
カイブ作成支援を行っています。これまでの報告書
は文化庁ウェブサイトで公開しています。

「常用漢字表の字体・
字形に関する指針」
（刊行版の表紙）

危機的状況にある言語・
方言サミット（奄美大会）
（平成28年11月・与論）

在留外国人や国内の日本語学習者数は，東日本大
震災の影響もあり，平成21年度をピークに一時減少
しましたが，在留外国人数は約238万人（28年末時点，
法務省公表），国内の日本語学習者数は約21万人（28
年11月時点速報値，文化庁調べ）となっており，日本

で暮らす多くの外国人が様々な目的で日本語を学ん
でいます。
このような状況の下，文化庁では，コミュニケー
ションの手段，文化発信の基盤としての日本語教育
の推進を図るため様々な取組を行っています。

（1）外国人に対する日本語教育施策

外国人に対する日本語教育施策の推進2

◆ 国内の日本語教育実施機関・施設等数，日本語教師数，
日本語学習者数の推移

人
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※H28は速報値。

H2
8,329

60,601

H23

31,064

128,161

H25

31,174

156,843

H27 H28

36,168 36,057

191,753 206,137

H26

32,949

174,359

H24

34,392

139,613

1,832

821

1,961 1,893 2,0121,995 1,963
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日本に滞在する外国人が日本社会の一員として円滑に生活を送れるように
日本語教育の充実を図るため，地域の実情に応じた日本語教育の実施，人材
の育成及び教材の作成を支援するとともに，各地の日本語教育の体制整備を
推進する取組を支援しています。

●地域日本語教育実践プログラム（Ａ）（Ｂ）
●地域日本語教育スタートアッププログラム
●地域日本語教育コーディネーター研修

条約難民及び第三国定住難民に対する定住支援事業の一環として，定住支援
施設において日本語教育を行うとともに，定住支援施設退所後も難民及び支援
団体等に対し，日本語教育相談や学習教材の配布等の支援を行っています。

日本語教育実施機関・施設・教員などに関する実態を把握するための
日本語教育実態調査のほか，日本語教育施策について検討する際の基礎資料
とするための各種調査を実施しています。

日本語教育に対する理解の促進を図るとともに，日本語教育の水準の向上と日本
語教育の推進に資するため，日本語教育研究協議会や都道府県・政令指定都市日本
語教育推進会議，研修等を開催し，施策の周知や情報交換を行っています。

●日本語教育大会
●日本語教育研究協議会
●都道府県・市区町村等日本語教育担当者研修
●都道府県・政令指定都市日本語教育推進会議

日本語教育推進会議等を通じて日本語教育に関する意見交換や情報の共有を
行っています。また，日本語教育に関する各種コンテンツを集めた「ＮＥＷS」
を作成し，公開しています。

「生活者としての外国人」のための日本語教育事業

条約難民及び第三国定住難民に対する日本語教育

日本語教育に関する調査及び調査研究

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
，
文
化
発
信
の
基
盤
と
し
て
の
日
本
語
教
育
の
推
進

日本語教育研究協議会等の開催

省庁連携日本語教育基盤整備事業

平成19年7月に，文化審議会国語
分科会に日本語教育小委員会が設置
され，これまで日本語教育の内容及
び方法に関し，計画的に検討を行い，
「「生活者としての外国人」に対する
日本語教育の標準的なカリキュラム
案」等を取りまとめてきました。
これらが地域の日本語教育を推進

していく上での一つのよりどころと
して一層活用されるよう，周知をし
ています。

（2）「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容・方法の充実

（3）日本語教育の更なる推進に向けた施策の検討
日本語教育をめぐる状況の変化に対応するため，
文化審議会国語分科会日本語教育小委員会は，「課
題整理に関するワーキンググループ」を設置し，平成
25年2月に「日本語教育の推進に向けた考え方と論点
の整理について（報告）」を取りまとめ，日本語教育を
推進するに当たっての主な論点を11に整理しました。
これを受けて，日本語教育小委員会では平成26年度
から「論点7．日本語教育のボランティアについて」「論
点8．日本語に関する調査研究の体制について」の検

討を行い，平成28年2月に「地域における日本語教育
の推進に向けて―地域における日本語教育の実施体
制及び日本語教育に関する調査の共通利用項目につ
いて―（報告）」を取りまとめました。
平成28年度からは，「論点5．日本語教育の資格に

ついて」，「論点6．日本語教員の養成・研修について」
の二つを取り上げ，国内外の様々な分野で活動する
日本語教育人材の養成・研修及び資格の在り方につ
いて検討を行っています。

◆�日本語教育に関する主な事業

Ⅷ 国語に関する施策の推進
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国際文化交流を通じた
日本文化の発信と
国際協力への取組

Ⅸ

　日中韓の文化担当大臣が集う「日中韓文化大臣会
合」，ASEAN各国の文化担当大臣と日中韓の文化担
当大臣が集う「ASEAN＋3文化大臣会合」，ASEM
（「アジア欧州会合」，アジアと欧州の合計51か国と2
機関により構成）の文化担当大臣が集う「ASEM文化
大臣会合」などの文化担当大臣の国際的な会議等に参

加するとともに，ユネスコの各種会議に参加し，議論
に貢献しています。2016年に，済州特別自治道（韓国）
で開催された第8回「日中韓文化大臣会合」では，これ
までの日中韓３か国における文化交流・協力の取り組
みを評価した「2016済州宣言」を採択しました。

1. 文化に関連する国際的な会議等の参加

会議名称 開催年 開催国
日中韓文化大臣会合

第1回 2007年 中国
第2回 2008年 韓国
第3回 2011年 日本
第4回 2012年 中国
第5回 2013年 韓国
第6回 2014年 日本
第7回 2015年 中国
第8回 2016年 韓国
第9回（予定） 2017年 日本

会議名称 開催年 開催国
ASEAN+3文化大臣会合

第1回 2003年 マレーシア
第2回 2005年 タイ
第3回 2008年 ミャンマー
第4回 2010年 フィリピン
第5回 2012年 シンガポール
第6回 2014年 ベトナム
第7回 2016年 ブルネイ
第8回（予定） 2018年 インドネシア

会議名称 開催年 開催国
ASEM文化大臣会合

第1回 2003年 中国
第2回 2005年 フランス
第3回 2008年 マレーシア
第4回 2010年 ポーランド
第5回 2012年 インドネシア
第6回 2014年 オランダ
第7回 2016年 韓国

　文化庁では，文化芸術振興基本法や，それに基づ
き策定した政府としての基本方針を踏まえ，文化芸

術の国際交流の推進及び海外の文化遺産保護への協
力にかかる多様な施策を展開しています。

　文化庁では，日本文化の外国への発信を行うため，
第一線で活躍する文化人・芸術家を海外に派遣する
「文化庁文化交流使」事業を実施しています。また，
外国のハイレベルの芸術家等を招へいし，我が国関係
者との意見交換等を行っています。さらに，外国の若
手芸術家等を日本に招へいし，創作活動を行わせる
アーティスト･イン・レジデンス活動等に対して支援

を行っています。
　また，美術・音楽等文化芸術の各分野において，
我が国の新進芸術家が海外の芸術団体等で研修する
機会を提供しています。
　文化財分野においては，日本古美術・文化財建造
物等における管理・修復技術等に関する協力のため，
文化財専門家の派遣や招へい研修を実施しています。

2. 文化芸術活動を行う者の国際的な交流

文化庁の国際文化交流・協力の概要1

◆文化に関連する国際的な会議等
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　優れた芸術の国際交流推進のため，我が国の芸術
団体が行う海外公演や海外フェスティバルへの参加
を支援するとともに，日本国内で行われる海外の芸術
団体との共同制作公演・国際フェスティバルの実施を
支援しています。
　また，文化庁芸術祭主催公演のうちのオーケストラ
公演として，平成14年度からアジア諸国のプロオー
ケストラを複数招へいし，個性豊かな演奏の競演を実

施しています。
　その他，メディア芸術分野においては，優れたメディ
ア芸術作品や映画作品を世界に向けて紹介するため，
海外にてイベント等を実施するほか，海外で開催され
るメディア芸術関連のフェスティバルにおいて優れた
メディア芸術作品の展示・上映等を行う事業や映画祭
等への出品等に係る経費の支援を行っています。

　文化庁では，国際交流年に設定された国々や東ア
ジア各国との交流を推進するため，それらの国々との
関係で開催される催しや，それらの国々において行わ
れる我が国の文化芸術団体による公演を支援してい
ます。また，東アジア各国との相互理解を促進するた
めの各種事業を実施するほか，日本で行われる国際的
な芸術フェスティバルや映画祭の開催に対して支援を
行っています。加えて，我が国の優れた現代美術・作
家の海外発信を促進するため，海外の国際的なアート

フェスティバル等への出展を支援しています。

4. 芸術文化における国際交流・協力の推進

3. 文化芸術に係る国際的な催しの開催・参加支援　　

名称 概要
国際文化交流・
協力推進事業

首脳間や政府間で設定される周年事業等
において行われる文化・芸術関連行事に
おいて，文化政策上の意義や国際貢献の
観点からの意義に基づき，国としての対
応が必要となるトップレベルの文化芸術
発信事業や国際文化交流事業を実施する。

国際芸術フェスティバ
ル支援事業

詳細についてはP.66を参照

優れた現代美術の海外
発信促進事業

我が国の優れた現代美術作品・作家の海外
の国際フェスティバル等への出展を支援。

◆人物交流の事業

第一線で活躍する文化人・芸術家の派遣

・文化庁文化交流使事業

ハイレベル文化人専門家の招へい

・外国人芸術家・文化財専門家招へい事業

◆芸術文化における国際交流・協力の推進に係る取組
芸術団体等の海外公演等

・芸術による国際交流活動への支援

・海外メディア芸術祭等参加事業
・アジアにおける日本映画特集上映事業
・海外映画祭への出品等支援　
・映画に関する国際交流（※）

※独立行政法人国立美術館の運営費交付金において実施

メディア芸術に関する国際交流の詳細については，P.67参照。

メディア芸術に関する国際交流

◆文化芸術に係る国際的な催しの開催・参加支援事業

国内外の芸術家等の交流・創作活動等への支援

・アーティスト・イン・レジデンス活動支援を通じた国際文化交流促進事業 ・アジア・太平洋地域文化財建造物保存修復等協力事業 
・アジア太平洋地域世界遺産等文化財保護協力推進事業
・独立行政法人国立文化財機構における国際協力事業（※）

※独立行政法人国立文化財機構の運営費交付金において実施

人材育成のための芸術家海外研修

文化財専門家の派遣・招へい

・新進芸術家の海外研修

平成28年度国際芸術交流支援事業
公益財団法人石川県音楽文化振興事業団「井上道義　指揮　オーケストラ・ア
ンサンブル金沢　海外公演2016」　©Kazuo Ikeda

Ⅸ 国際文化交流を通じた日本文化の発信と国際協力への取組
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　我が国及び世界の文化遺産は人類共通の財産であ
り，その保護のためには国際的な交流・協力が不可
欠です。また，文化財を通じた国際交流は，国家間
の文化交流や相互理解の増進に寄与するものです。

このような考えの下，文化庁では，以下のような事
業を実施しています。
〈詳細についてはP.69〜71を参照〉

〈詳細についてはP.59を参照〉

　国際機関と協力して，アジア地域著作権制度普及
促進事業など，途上国の著作権制度整備支援を目的
とした各種セミナー，シンポジウム，研修や専門家
派遣等を実施しています。

5. 文化財分野における国際交流・協力の推進

6. 外国人に対する日本語教育施策の推進

7. 著作権分野での協力

◆著作権分野での協力事業
海外における著作権制度整備支援

・アジア太平洋地域著作権制度普及促進事業

取組内容 概要

国際社会からの要請等に基づく国際協力 海外における有形・無形の文化遺産保護協力として，各国からの要請等に応じ，現
地調査や保存・修復支援のための派遣，研修のための招へいを行う。また，効率的・
効果的な文化遺産国際協力を実施するための文化遺産国際協力コンソーシアムの運
営支援を行う。

・文化遺産保護国際貢献事業

海外文化財保存修復専門家の研修等 アジア太平洋地域の文化財保護に関する国際協力の充実を図ることを目的に，奈良
県，奈良市，公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター文化遺産保護協力事務所
の協力の下，アジア太平洋地域の文化財関係者を対象に研修等を実施する。

・アジア太平洋地域世界遺産等	
・文化財保護協力推進事業

国際機関との連携推進 文化財保存修復研究国際センター（ICCROM：イクロム）と連携協力し，文化財保
護に関する国際協力を推進するため，同センターに文化庁職員等を派遣する。・国際文化財保護協力機関連携推進事業

文化財を通じた国際交流推進 日本の優れた文化財を諸外国に紹介することにより，我が国の歴史と文化に対する
理解の増進と国際親善の推進に寄与するため，海外において展覧会を開催する。・日本古美術海外展

文化財不法輸出入の防止 詳細についてはP.71を参照

独立行政法人国立文化財機構
における文化遺産保護国際協力事業（※）

独立行政法人国立文化財機構において，海外の文化遺産情報の収集・研究・発信
や諸外国での文化遺産保護協力事業実施のほか，文化遺産の保存・修復に関する
人材育成，技術移転などで国際協力を推進し，アジア太平洋地域の研究機関と連携
し，自然災害等によって危機に瀕した無形文化遺産保護のための調査研究を行う。※独立行政法人国立文化財機構の運営費交付金において実施

アジア・太平洋地域文化財建造物保存修復等
協力事業

相手国の要請に基づき，我が国の文化財保存技術の専門家として文化財調査官等を
派遣し，歴史的建造物の共同調査や保存・修復について技術協力等を行う。また，
相手国から文化財行政関係者や技術者を招へいし，研修を行う。

◆文化遺産保護等国際協力事業

世界知的所有権機関（WIPO）東京特別研修

Ⅸ 国際文化交流を通じた日本文化の発信と国際協力への取組
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　国際化の進展に伴い，伝統文化から現代のメディ
ア芸術まで，我が国の多彩な文化を積極的に海外発
信することが重要です。また，文化芸術や文化財等
の各分野における国際文化交流・協力を推進するこ
とにより，文化芸術水準の向上を図るとともに，我
が国に対するイメージの向上や諸外国との相互理解

の促進に貢献することが重要です。
　このため，文化庁では，文化芸術振興基本法や，
それに基づき策定した政府としての基本方針を踏ま
え，世界に誇れる芸術の創造及びその国内外への発
信，文化芸術の国際交流の推進などを通じて，文化
立国の実現に向けて施策の充実に取り組んでいます。

　文化庁では，「文化庁文化交流使」事業により，日
本文化の海外での発信を推進しています。同事業は，
芸術家，文化人等，文化に携わる方々を，一定期間
「文化交流使」として指名し，世界の人々の日本文化
への理解の深化や，日本と外国の文化人のネットワー
ク形成・強化につながる活動の展開を目的としてい
ます。文化交流使の具体的な活動としては，日本在
住の芸術家や文化人が一定期間海外に滞在し，日本
の文化に関する講演，講義，ワークショップや実演，
現地の芸術家・文化人との共同制作等が挙げられま
す。平成28年度は6名，平成29年度は5名を指名し
ました。

　平成28年11月21日には，国連大学（東京）において，
文化庁文化交流使フォーラム（第14回文化庁文化交
流使活動報告会）を開催し，平成27年度に海外で活
動をした文化交流使による活動報告や実演を行いま
した。

1. 日本文化の発信

国際文化交流の総合的な推進2

◆平成28年度　文化庁文化交流使一覧

氏名 プロフィール 派遣国

佐藤可士和 クリエイティブディレクター，
株式会社サムライ代表取締役 アメリカ，イギリス，フランス

佐野文彦 建築家，美術家
イタリア，デンマーク，フランス，オランダ，アイスランド，
ドイツ，ベルギー，韓国，マレーシア，フィリピン，中国，
インド

土佐尚子 アーティスト，京都大学教授 イギリス，フランス，アメリカ，シンガポール，タイ，フィリピン，
ニュージーランド

藤間蘭黄 日本舞踊家 アメリカ，チェコ，ウクライナ，ポーランド，ハンガリー，
スロベニア，ドイツ，ロシア，イタリア

柳家さん喬 落語家 アメリカ，カナダ

山田うん 振付家，ダンサー イスラエル，ジョージア，エストニア，イギリス，アルジェリア，
スペイン，フランス，東南アジア諸国，カナダ

五十音順

柳家さん喬氏によるボストンカレッジでの公演
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◆平成29年度　文化庁文化交流使一覧

氏名 プロフィール 派遣国（予定）
大友良英 音楽家 中東，中南米，東欧　等

鈴木康広 メディアアーティスト
武蔵野美術大学准教授

アメリカ，中国，インドネシア，イスラエル，ブラジル，欧州　
等

種田道一 シテ方金剛流能楽師 イタリア，スペイン，ハンガリー，フランス，アメリカ

本條秀慈郎 三味線 アメリカ，ドイツ，フィンランド，チェコ，フランス，イギリス，中国，
マレーシア　等

増田セバスチャン アートディレクター
アーティスト アメリカ，オランダ　等

五十音順

　文化庁では，国際交流年に設定された国々や東ア
ジア諸国との文化交流を推進することにより，これ

らの国々との交流深化に努めています。

2. 国際交流年に設定された国々や東アジア諸国との交流

1.国際交流年
　文化，教育，スポーツ等，幅広い分野で官民を通
じた交流事業を開催・実施することによって，諸外
国との友好と相互理解を深めることを目的に，様々
な国や地域と「国際交流年」が設定されています。
　2017年以降の「国際交流年」は次のとおりです。
　文化庁では，これらの国々との間で伝統文化から
現代の舞台芸術，メディア芸術まで幅広い分野の交
流年事業を実施あるいは支援しています。

◆主な国際交流年一覧

2017年
日・デンマーク外交関係樹立150周年

日・モルディブ外交関係樹立50周年

日・タイ修好130周年

日本・マレーシア外交関係樹立60周年

日・アイルランド外交関係開設60周年

2018年
日本・スウェーデン外交関係樹立150周年

日本・スペイン外交関係樹立150周年

日・ミクロネシア外交関係樹立30周年

日本・メキシコ外交関係樹立130周年

日・エクアドル外交関係樹立100周年

日中平和友好条約締結40周年

日本・インドネシア国交樹立60周年

※最新の情報については外務省のホームページ（http://www.mofa.go.jp/mofaj/
gaiko/culture/koryu/kuni/jigyo/topics_2.html）を参照
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国際芸術フェスティバルは，世界の優れた芸術が
一か所に集まるとともに，当該国の芸術を世界に向
けて発信する機会となっています。我が国において

も，現代美術及び映画における中核的かつ国際的な
芸術フェスティバルを支援することにより，文化芸
術の世界的拠点としての育成を図ります。

3. 文化芸術発信のための国際的な拠点の形成

◆東アジア諸国との間で実施する文化交流事業の例

事業名 内容

東アジア文化都市

東アジアにおける文化交流の促進，連帯感・共同意識の涵養等を目的として，日中韓３か国
で選定した都市において，年間を通じて様々な文化芸術活動を実施。
・2014年東アジア文化都市
　〈日本〉横浜市，〈中国〉泉州市，〈韓国〉光州広域市
・2015年東アジア文化都市
　〈日本〉新潟市，〈中国〉青島市，〈韓国〉清州市
・2016年東アジア文化都市
　〈日本〉奈良市，〈中国〉寧波市，〈韓国〉済州特別自治道
・2017年東アジア文化都市
　〈日本〉京都市，〈中国〉長沙市，〈韓国〉大邱広域市

日中韓芸術祭 日中韓３か国の伝統文化と現代文化の芸術的発展の成果を世界に発信するため、演奏及び舞
踊公演を開催。（平成２8年8月27日　済州特別自治道）

日中韓文化芸術教育フォーラム 文化芸術教育に関するシンポジウム等を開催。（平成２８年５月２４日　ソウル）
日中韓青少年文化交流プロジェ
クト（学生アニメーション共同
制作）

アニメーション分野において各国を代表する芸術系大学から学生が参加。3か国混成による
チーム編成により，合宿形式（1週間程度）で短編作品を共同制作。成果報告会（講評会），学
生作品上映会，シンポジウム等も開催。（平成２８年７月２９日〜３１日　横浜市）

ASEAN文化交流・協力推進事
業（アニメーション，映画分野）

日本が強みを持つアニメーション・映画分野の専門家をASEAN諸国の教育機関に派遣し，
将来の文化交流の担い手となる若者に対して，集中講義等を実施。（平成28年度　シンガポー
ル，マレーシア，タイ）

東アジア文化都市サミット
東アジア文化都市の開催都市及びASEAN文化都市の計19都市の首長が参加し，東アジア文
化都市の成果を共有し，今後の東アジアにおける都市間文化交流のあり方等について議論す
るサミットを開催。（平成29年8月下旬　京都市）

文化庁では，国内外の芸術家などが一定期間滞在
し，様々な交流を通して創作活動等に有益となるプ
ログラムを提供するアーティスト・イン・レジデンス
（AIR）事業を支援することにより，AIR実施団体の
国際的な協力関係が活発になり，国内外の芸術家の
双方向による国際文化交流が継続的に行われること
を目的として，「アーティスト・イン・レジデンス活
動支援を通じた国際文化交流促進事業」を実施して
います。

4. 国内外の芸術家等の交流・創作活動への支援

2.東アジア諸国との文化交流
　中国，韓国，ASEAN各国をはじめとする東アジ
ア諸国との関係強化が国全体の課題となっている中，
これらの国々との間での相互理解に貢献する文化交
流の強化が重要となっています。

　そのため，日中韓文化大臣会合やASEAN+3文化
大臣会合の成果等を踏まえ，次のような事業を行っ
ています。

遊工房アートスペース
London / Tokyo Y-AIR交換プログラム2016
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1. 海外メディア芸術祭等参加事業

　日本のメディア芸術作品は，海外から高く評価さ
れ，我が国への理解や関心を深めていただく重要な
きっかけにもなっています。文化庁では，日本のメ
ディア芸術を知っていただき，国際的な評価をより
一層高めるため，海外のメディア芸術関連フェスティ
バル等において，優れた作品の展示や上映などを行っ
ています。

2. アジアにおける日本映画特集上映事業

　文化庁では，日本の文化や社会を映し出した日本
映画を特集上映することにより，アジア諸国での上
映機会を増加し，日本文化への理解や親しみの深化
と我が国の映画芸術の発展を図っています。平成28
年度は，ミャンマー（ヤンゴン）での上映（13プログ

ラム，29作品）を行いました。会期中は，映画上映の
ほか，ヤンゴン芸術文化大学においてアニメーショ
ンワークショップを開催し，現地の学生と交流を深
めました。また平成29年度は，中国での上映を予定
しています。

芸術文化における国際交流・協力の推進3

企画展「UBIQUITOUS 
HUMANITY」（香港）での
パフォーマンス

企画展「Land scupes」
（シンガポール）での作品展示

ワークショップの様子

ヤンゴン上映ポスター
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3. 海外映画祭への出品等支援

　文化庁では，日本映画の発展と我が国文化の発信
を図ることを目的として，海外映画祭出品等支援事
業を実施しています。この事業により，数多くの我

が国の優れた日本映画が海外映画祭へ出品されると
ともに，映画製作者等の参加の機会が拡大していま
す。

映画祭名 作品名 監督名 受賞名
24年度
ザグレブ ベルーガ 橋本　新 審査員特別賞
ザグレブ くちゃお 奥田昌輝 学生部門特別賞
アヌシー Modern No. ２ 水江未来 最優秀オリジナル音楽賞
モントリオール カラカラ（カナダ/日本） クロード・ガニオン 世界に開かれた視点賞 / 観客賞
モントリオール あなたへ 降旗康男 エキュメニカル審査員賞特別賞
トロント 希望の国 園　子温 Netpac賞 (最優秀アジア映画賞）
釜山 転校生 金井純一 ソンジェ賞　（短編映画賞）

25年度
カンヌ そして父になる 是枝裕和 コンペティション部門　審査員賞
モスクワ さよなら渓谷 大森立嗣 コンペティション部門　審査員特別賞
トロント 地獄でなぜ悪い 園　子温 Midnight Madness部門　観客賞
モントリオール 利休にたずねよ 田中光敏 コンペ部門　最優秀芸術貢献賞
ベルリン 小さいおうち 山田洋次 コンペ部門　最優秀女優賞（銀熊賞）

26年度
アヌシー ジョバンニの島 西久保瑞穂 長編コンペ部門　審査員特別賞
モスクワ 私の男 熊切和嘉 コンペ部門　最優秀作品賞 / 最優秀男優賞
モントリオール そこのみにて光輝く 呉　美保 コンペ部門　最優秀監督賞
モントリオール ふしぎな岬の物語 成島　出 コンペ部門　審査員特別賞 / エキュメニカル審査員賞

27年度
アヌシー 百日紅〜Miss Hokusai〜 原　恵一 長編部門　審査員賞
カンヌ 岸辺の旅 黒沢　清 ある視点部門監督賞
モスクワ きみはいい子 呉　美保 最優秀アジア映画賞
ロカルノ ハッピーアワー 濱口竜介 コンペティション部門　最優秀賞

28年度
カンヌ 淵に立つ 深田晃司 ある視点部門審査員賞
上海 団地 阪本順治 コンペ部門　最優秀女優賞
ロカルノ ディストラクション・ベイビーズ 真利子哲也 新進監督コンペ部門　最優秀新進監督賞
ロカルノ バンコクナイツ 富田克也 コンペ部門　若手審査員最優秀作品賞
モントリオール たたら侍 錦織良成 コンペ部門　最優秀芸術貢献賞
オタワ 水準原点 折笠　良 短編コンペ部門　最優秀実験・抽象作品賞
テッサロニキ 種をまく人 竹内洋介 コンペ部門　最優秀監督賞／最優秀女優賞

◆文化庁が出品を支援した主な受賞作品（過去5年）
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　平成18年6月に海外の文化遺産の保護に係る我が
国の国際協力について，国や教育研究機関の果たす
べき責務，基本方針の策定，関係機関の連携の強化
などの講ずべき施策について定める「海外の文化遺
産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律」
が成立しました。平成19年12月には，同法に基づき，

国や研究機関，文化遺産国際協力コンソーシアム等
の役割のほか，重点地域をアジアとすることや経済
協力との連携強化等について盛り込んだ基本方針が
策定され，平成26年2月には，諸情勢の変化を踏まえ，
新たに無形文化遺産保護の国際協力の推進等を定め
る改訂が行われました。

　平成18年6月，文化庁，外務省，教育研究機関，
独立行政法人及び民間助成団体等によって構成され
る文化遺産国際協力コンソーシアムが発足しました。
　このコンソーシアムという共通基盤の確立によっ
て、各機関，専門家等が連携し，それぞれの得意分

野で力を発揮する仕組みが整いました。コンソーシ
アムを活用した様々な文化遺産分野における国際協
力実績を重ねつつ，今後さらに情報共有や連絡協力
を有機的に行い，効果的な文化遺産国際協力に取り
組むことを目指しています。

　文化財は人類共通の財産であり，その保護のため
には国際的な交流・協力が不可欠です。このため，

文化庁では，以下のような取組を行っています。

　現代日本文学翻訳・普及事業では，平成22年度か
ら文芸作品の優れた翻訳家を発掘・育成し，日本の
優れた文学作品の海外への発信・普及を推進するた
め，翻訳コンクールを実施しています。平成29年度
に実施する第3回翻訳コンクールの翻訳言語は，英語，

フランス語です。
　また，現代日本文学の翻訳と海外発信をテーマと
するシンポジウムを実施します。
・現代日本文学の翻訳普及事業サイト：
http://www.jlpp.go.jp/

4. 現代日本文学翻訳・普及事業

1. 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律

2. 文化遺産国際協力コンソーシアム

文化財分野における国際交流・協力の推進4
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　（独）国立文化財機構東京文化財研究所では，文化
遺産国際協力センターを中心に，ミャンマー，アフ
ガニスタン，南太平洋諸国等を対象にした調査研究
等の協力事業や，各国の文化財保存修復関係者を招
へいし，研究やセミナーを実施しています。
　このほか，諸外国で所蔵されている日本の文化財

　平成23年10月，アジア太平洋地域における無形
文化遺産の保護を推進するため，（独）国立文化財機
構の一機関として，「アジア太平洋無形文化遺産研究
センター」（ユネスコカテゴリー2センター）が設置さ

れました。同分野の調査研究に従事する研究者，研
究機関を支援し，無形文化遺産保護の国際的充実を
目指しています。

の保存活用に協力し，さらには文化財を守ってきた
日本の伝統を伝えることで，日本及び日本文化の理
解を促し文化交流に貢献しています。

5. 文化財保存修復研究協力

4. アジア太平洋無形文化遺産研究センター（IRCI）

　紛争や自然災害により被災した文化財を保護する
ため，当該国からの要請を踏まえ，我が国の専門家
の派遣及び相手国の専門家の招へいを行う緊急的文
化遺産国際貢献事業を実施しています。

　このほか，平成19年度から，海外の国や地域にお
いて文化遺産の保護に重要な役割を果たす機関等と
の交流及び協力を行う拠点交流事業を実施しており，
カンボジアのアンコール期及びポストアンコール期
の文化遺産の保存修復をはじめ，インドネシア，中
央アジア諸国等における協力を実施し，現地で文化
財保護に携わる人材の養成に取り組んでいます。

3. 文化遺産保護国際貢献事業

（独）国立文化財機構東京文化財研究所
http://www.tobunken.go.jp/

（公財）ユネスコ・アジア文化センター文化遺産保護協力事務所
http://www.nara.accu.or.jp/

●平成26年度〜 大洋州島しょ国の文化遺産保護に関する拠
点交流事業

●平成26年度〜 東南アジア5 ヵ国における文化遺産保存の
ための拠点交流事業

●平成27年度〜 ブータン王国における無形遺産保護関連法
制度の整備及び人財育成のための拠点形成
事業

●平成27年度〜 ミャンマー連邦共和国の文化遺産保護に関
する拠点交流事業

●平成28年度〜 ネパールの被災文化遺産保護に関する技術
的支援事業

●平成28年度〜 ミャンマーにおける考古技術移転に関する
拠点交流事業

●平成28年度 シリア内戦下における被災文化財に関する
調査

●平成28年度 シリア・アラブ共和国における文化遺産保
護国際貢献事業

●平成28年度 ミャンマー・バガン遺跡群における地震被
害に関する調査

◆平成28年度に実施した文化遺産保護国際貢献事業

フィリピンにおけるワークショップ
（提供：（公財）ユネスコ・アジア文化センター文化
遺産保護協力事務所）

ミャンマーにおける考古技術移転に関する拠点交流事業
（提供：（独法）国立文化財機構奈良文化財研究所）
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　我が国は，文化財の保存修復，国際協力の分野で
長年の経験を有するイタリアと交流を進めています。
平成19年3月には，ルテッリ伊文化財・文化活動大
臣（当時）と伊吹文部科学大臣（当時）が日伊文化遺産
国際協力の文書に署名しました。それに基づき，平
成20年3月には，「第1回日本・イタリア文化財保護
協力事務レベル会合」を開催し，平成20年度から，

壁画の保存修復と活用の調和に関する協力と，文化
的景観及び歴史的街区の保護に関する協力等を実施
することを日伊間で合意しました。
　平成26年度には，新たに被災文化財の保存修復に
関する協力を盛り込んだ上で，文書の更新を行いま
した。

6. 二国間文化遺産国際交流

日本古美術海外展
　文化財を通じた国際交流は，互いの文化の交流や
相互理解の増進に寄与するものです。文化庁では，
我が国の優れた文化財を外国に紹介し，日本の歴史，
文化に対する理解を深め，国際文化交流を推進する
ため，昭和26年以降，国宝・重要文化財を含む日本
古美術海外展を継続的に実施しています。

7. 海外展

　我が国は，平成14年に不法な文化財取引を防止
し，各国の文化財を不法な輸出入などの危険から保
護することを目的とする「文化財の不法な輸入，輸出
及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する
条約」を締結しました。あわせて「文化財の不法な輸
出入等の規制等に関する法律」を制定しました。この

　我が国は，平成19年に，武力紛争時における文化
財の保護を目的とする「武力紛争の際の文化財の保
護に関する条約」などを締結し，あわせて「武力紛争
の際の文化財の保護に関する法律」を制定しました。
この法律により，武力紛争時に他国に占領された地

法律により，外国の博物館などから盗取された文化
財を「特定外国文化財」として指定し，輸入を規制す
ること，特定外国文化財の盗難の被害者については，
民法で認められている対価弁償を条件として，回復
請求期間を特例として10年間に延長すること，など
が定められています。

域（被占領地域）から流出した文化財を「被占領地域
流出文化財」として指定し，輸入を規制すること，武
力紛争時において戦闘行為として文化財を損壊する
行為又は文化財を軍事目的に利用する行為などを罰
則の対象とすること，などが定められています。

8. 文化財の不法な輸出入等の規制について

9. 武力紛争の際の文化財の保護

平成28年度
日本古美術海外展「日本仏像展」

（クイリナーレ宮美術館（イタリア・ローマ市））

Ⅸ 国際文化交流を通じた日本文化の発信と国際協力への取組
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　平成9年5月，アイヌの人々の誇りの源泉であるア
イヌの伝統等が置かれている状況を考慮し，アイヌ
文化の振興等を図るための施策を推進することによ
り，アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される
社会の実現を図り，あわせて我が国の多様な文化の
発展に寄与することを目的として，「アイヌ文化の振
興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓
発に関する法律」が成立しました。
　この法律に基づき，「公益財団法人アイヌ文化振興・
研究推進機構」が行う，アイヌに関する研究，アイヌ
語の振興，アイヌ文化の伝承再生や文化交流，普及
事業，アイヌの伝統的生活空間（イオル）の再生事業
などについて補助を実施し，アイヌ文化の振興等を
図っています。

1. アイヌ文化振興等に関する補助事業

　北海道白老町に開設する「民族共生象徴空間」を構
成する施設の一つである国立アイヌ民族博物館の，
平成32年度の開館に向けて整備及び運営準備を進め
ています。
　平成28年度は，平成27年7月に取りまとめた「国
立のアイヌ文化博物館（仮称）基本計画」（以下，「基
本計画」という。）に基づき，建物の基本設計を策定
しました。また，基本計画において示された方針を
具体化するため，平成28年5月に取りまとめた「国立
アイヌ民族博物館展示計画」に基づき展示の基本設
計を策定しました。
　今後は，建物及び展示の実施設計並びに建物工事
及び展示工事等を進めていきます。

2. 国立アイヌ民族博物館

事
業
体
系
図

（文化庁・国土交通省補助）

（文化庁補助）

（文化庁補助）

アイヌに関する総合的
かつ実践的な研究の推進

１アイヌ関連研究事業

Ⅰ アイヌ語の振興
１アイヌ語教育事業
・ 指導者育成
・ 上級講座
・ 初級講座

２アイヌ語普及事業
・ ラジオ講座
・ 弁論大会

Ⅱ

アイヌ文化の振興
１アイヌ文化伝承再生事業
・ マニュアル作成
・ 実践上級講座
・ 伝統工芸複製助成
・ 口承文芸視聴覚資料作成事業
・ 風俗慣習に関する伝承事業
２アイヌ文化交流事業
・ アイヌ文化交流事業
・ 青少年国際文化交流研修事業
３アイヌ文化普及事業
・ 伝統工芸展示・公開助成
・ アドバイザー派遣
・ 工芸品展
・ 文化フェスティバル
・ 博物館等アイヌ資料展示・公開助成
４アイヌ文化活動表彰事業
・ 工芸作品コンテスト
・ アイヌ文化賞

Ⅲ アイヌの伝統等に
関する普及啓発

１普及啓発促進事業
・ 広報情報発信
・ 小中学生向け副読本の作成・配布
・ 親と子のための普及啓発
・ セミナー
・ 講演会
・ イランカラプテキャンペーン事業

２アイヌ文化交流センター事業

Ⅳ

伝統的生活空間の再生
１伝統的空間の再生事業
・ 空間活用等事業
・ 自然素材育成事業
・ 体験交流事業
・ 伝承者育成事業

Ⅴ

文化庁
国土交通省 支援

（国土交通省補助）

（文化庁・国土交通省）

公益財団法人
アイヌ文化振興・研究推進機構

外観のイメージ図

基本展示室のイメージ図

アイヌ文化の振興
Ⅹ

72

10_P72_2017年.indd   72 2017/06/24   17:33



●包括宗教法人
　　単位宗教法人を包括する教派，宗派，教団等
●単位宗教法人
　　礼拝の施設を備える神社，寺院，教会等
　　　・被包括宗教法人：
　　　　他の宗教法人に包括される法人
　　　・単立宗教法人：
　　　　他の宗教法人に包括されない法人

　現在，我が国には，教派，宗派，教団といった大
規模な宗教団体や，神社，寺院，教会などの大小様々
な宗教団体が存在し，多様な宗教活動を行っていま
す。そのうち，約18万2千の宗教団体が，宗教法人
法に基づく宗教法人となっています。
　宗教法人制度を定める宗教法人法の目的は，宗教
団体に法人格を与え，宗教団体が自由で自主的な活
動を行うための財産や団体組織の管理の基礎を確保

することにあります。宗教法人制度は，憲法の保障
する信教の自由，政教分離の原則の下で，宗教法人
の宗教活動の自由を最大限に保障するため，所轄庁
の関与をできるだけ少なくし，各宗教法人の自主的・
自律的な運営に委ねています。一方で，宗教法人の
責任を明確にし，その公共性に配慮することを骨子
として全体系が組み立てられています。

◆宗教法人の種類

被包括宗教法人
（単位宗教法人）

単立宗教法人
（単位宗教法人）

包括宗教法人

◆系統別信者数
（平成27年12月31日現在）

神道系
89,526,176人

仏教系
88,719,287人

キリスト教系
1,928,079人

諸教
8,718,964人

（注）　信者の把握の基準は宗教団体により異なる
（出典）文化庁編『宗教年鑑』（平成28年版）

総数
188,892,506人

所轄 区分
系統

包括
宗教法人

単位
宗教法人 合計

文
部
科
学
大
臣

神道系 124 94 218

仏教系 157 298 455

キリスト教系 64 256 320

諸教 29 79 108

　　計 374 727 1,101

都
道
府
県
知
事

神道系 6 84,815 84,821

仏教系 11 76,934 76,945

キリスト教系 7 4,401 4,408

諸教 1 14,369 14,370

　　計 25 180,519 180,544

　合計 399 181,246 181,645

（注） 1　 文部科学大臣所轄：複数の都道府県に境内建物を有する宗教法人及
び当該法人を包括する宗教法人

 2　 都道府県知事所轄：一つの都道府県内のみに境内建物を有する宗教
法人

（出典）文化庁編『宗教年鑑』（平成28年版）

（平成27年12月31日現在）

◆宗教法人数

宗教法人制度と宗務行政
Ⅺ
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　宗教法人の信教の自由を保障し，宗教上の特性な
どに配慮するため，文部科学大臣の諮問機関として
宗教法人審議会が設置されています。

2. 不活動宗教法人対策の推進

　宗教法人の中には，設立後，何らかの事情により
活動を停止してしまった，いわゆる「不活動宗教法人」
が存在します。不活動宗教法人は，その法人格が売
買の対象となり，第三者が法人格を悪用して事業を
行うなど社会的な問題を引き起こすおそれがあり，
ひいては宗教法人制度全体に対する社会的信頼を損
なうことにもなりかねません。
　このため，文化庁と都道府県においては，不活動
状態に陥った法人について，活動再開ができない場
合には，吸収合併や任意解散の認証により，また，
これらの方法で対応できない場合には，裁判所に対
して解散命令の申立てを行うことにより，不活動宗
教法人の整理を進めています。

　宗教法人の設立，規則の変更，合併，任意解散の
認証など，宗教法人法に定められた所轄庁としての
事務を行っています。
　また，文化庁では，都道府県の宗務行政に対する
指導・助言，都道府県事務担当者の研修会，宗教法
人のための実務研修会などの実施などを行っていま
す。
　その他，我が国における宗教の動向を把握するた
め，毎年度，宗教界の協力を得て宗教法人に関する
宗教統計調査を実施し，『宗教年鑑』として発行する
ほか，宗教に関する資料の収集や海外の宗教事情の
調査などを行っています。

1. 宗教法人の管理運営の推進等

3. 宗教法人審議会

宗教年鑑など

不活動宗教法人対策会議（京都）

Ⅻ 宗教法人制度と宗務行政
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1.事業の概要
　本事業は，美術館・歴史博物館を主体とした地域
に存する文化財の活用，観光振興，多言語化による
国際発信，地域へのアウトリーチ活動，人材育成等，
美術館・歴史博物館を活用・強化する取組を支援す
ることによって，美術館・歴史博物館が地域の核と
して文化の発信を牽

けん

引
いん

し，文化芸術立国の実現に資
することを目指します。

2.対象事業
　１）地域文化の振興と国際発信への支援
　　① 地域に存する文化財の活用
　　　⒈ 地域に存する文化財の総合把握，情報連携
　　　⒉ 地域に存する文化財を活用するためのコ

ミュニティー形成等
　　②美術館・歴史博物館を核とする観光振興

　　　⒈ 美術館・歴史博物館の情報発信，相互連携
　　　⒉ユニークベニューの促進
　　③多言語化による国際発信
　　　⒈ 展示解説や館内案内板における外国語表示

の充実
　　　⒉インターネットを活用した情報発信の充実
　　　⒊外国語対応可能な人材の育成・確保
　　　⒋外国人向けプログラムやサービスの充実等
　２）地域と共働した創造活動の支援
　　 地域へのアウトリーチ活動，ボランティア交流，

学芸員の招へい・派遣等，障害者の芸術活動支
援，子供を対象とした取組等を支援

　３）美術館・歴史博物館重点分野の推進支援
　　 我が国の文化芸術の振興に係る諸課題のうち，

美術館・歴史博物館に関わる緊急的かつ重点的
な分野等の取組を支援

1. 地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業

（事業例）子供向け防災体験
県内博物館と地域の共働によるこども参加型展示構築モデル化事業

（事業例）発掘調査の体験ゲーム
ミュージアムフェア及び古代体験プログラムの招致を通じた博物館活性化事業

美術館・歴史博物館の
振興Ⅻ

美術館・歴史博物館への支援1
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2. 美術館・歴史博物館を支える人材の養成等

　公私立の美術館・歴史博物館の学芸員等の専門
的な知識や技術を向上させ，美術館・歴史博物館活
動の充実を図ることが求められています。このため，
文化庁では，国立美術館や国立博物館等の協力を得
て，企画・展示セミナー，ミュージアム・マネジメン
ト研修，ミュージアム・エデュケーター研修等，様々
な研修会や講習会等を実施しています。

〈詳細については，P.33を参照〉

第6回ミュージアム・エデュケーター研修より
グループワークの様子

　美術品補償制度とは，展覧会を開催するために海
外の美術館等から借り受けた作品に万一損害が発生
した場合に，その損害を政府が補償するものです。
　美術品補償制度は，平成23年に成立・施行された

「展覧会における美術品損害の補償に関する法律」に
基づき創設されました。ルーヴル美術館（フランス）
やプラド美術館（スペイン）など諸外国の美術品が国
内で展示される際に，この制度が利用されており，
これまでに25件の展覧会が本制度の適用を受けてい
ます（平成29年4月1日現在）。この制度の利用が更
に進むことで，展覧会の主催者の保険料負担が軽減
され，広く全国で安定的・継続的に優れた展覧会が
開催されるようになることが期待されています。

　また，海外の美術品等に対する強制執行等の禁止
の措置を定めるとともに，国の美術館等の施設の整
備・充実等について定める「海外の美術品等の我が
国における公開の促進に関する法律」が平成23年に
成立・施行されました。この法律によって，従来，
強制執行等の禁止措置が担保されていないために借
り受けることが困難であった海外の美術品等を公開
する展覧会の開催が可能となり，これまでに54件の
美術品等が同法の適用を受けています（平成29年4
月1日現在）。前述の美術品補償制度と併せて，国民
が世界の多様な文化に接する機会の増大が図られる
ことが期待されています。

　　　

美術品補償制度等2

Ⅻ 美術館・歴史博物館の振興
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◆平成27年度に美術品補償制度を適用した展覧会
番号 補償対象の展覧会 主催者 開催期間

1 ゴッホとゴーギャン展

東京展：
東京都美術館、株式会社中日新聞社東京本
社、株式会社TBSテレビ

愛知展：
愛知県美術館、株式会社中日新聞社東京本
社、株式会社CBCテレビ

東京都美術館　　
（2016年10月8日～ 2016年12月18日）
愛知県美術館　　

（2017年1月3日～ 2017年3月20日）

2 オルセーのナビ派展：美の預言者たち ―ささやきとざわめき
三菱一号館美術館
株式会社読売新聞東京本社
オルセー美術館

三菱一号館美術館
（2017年2月4日～ 2017年5月21日）

◆平成28年度に海外美術品等公開促進法を適用した展覧会
番号 美術品等に対する強制執行等の禁止措置を行った展覧会 申請代表者 開催期間

1 古代ギリシャ -時空を超えた旅- 日本放送協会事業センター

東京国立博物館
（2016年6月21日～ 9月19日）
長崎県美術館

（2016年10月14日～ 12月11日）
神戸市立博物館

（2016年12月23日～ 2017年4月2日）

2 メアリー・カサット展 株式会社NHKプロモーション
横浜美術館

（2016年6月25日～ 9月11日）
京都国立近代美術館

（2016年9月27日～ 12月4日）

3 ダリ展 株式会社読売新聞東京本社
京都市美術館

（2016年7月1日～ 9月4日）
国立新美術館

（2016年9月14日～ 12月12日）

4 ムガール皇帝とマハラジャの宝石　カタール・アル サーニ・
コレクション MIHO MUSEUM MIHO MUSEUM

（2016年10月1日～ 12月11日）

5 鈴木其一　江戸琳派の旗手 株式会社読売新聞東京本社 サントリー美術館
（2016年9月10日〜10月30日）

6 特別展「台北　國立故宮博物院―北宋汝窯青磁水仙盆」 大阪市立東洋陶磁美術館 大阪市立東洋陶磁美術館
（2016年12月10日～ 2017年3月26日）

7 ゴッホとゴーギャン展 株式会社中日新聞社
東京都美術館

（2016年10月8日～ 12月18日）
愛知県美術館

（2017年1月3日～ 3月20日）

8 クラーナハ展―500年後の誘惑 株式会社TBSテレビ
国立西洋美術館

（2016年10月15日～ 2017年1月15日）
国立国際美術館

（2017年1月28日～ 4月16日）

9 ルノワール展 株式会社 河北新報社 宮城県美術館
（2017年1月14日～ 4月16日）

10 ミュシャ展 日本放送協会 国立新美術館
（2017年3月8日～ 6月5日）

11 シャセリオー展 株式会社TBSテレビ 国立西洋美術館
（2017年2月28日～ 5月28日）

12 バベルの塔展 株式会社朝日新聞社
東京都美術館

（2017年4月18日～ 7月2日）
国立国際美術館

（2017年7月18日～ 10月15日）

13 雪村展 株式会社読売新聞東京本社
東京藝術大学大学美術館

（2017年3月28日～ 5月21日）
MIHO　MUSEUM

（2017年8月1日～ 9月3日）
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　近年，我が国では美術に対する人々の関心が高ま
り，美術館が増加するとともに，美術館を訪れる人
の数も多くなっています。国内には優れた美術品が
数多く存在すると思われますが，それらが全て一般
に公開されているわけではなく，必ずしも十分に活
用されずに眠っているものも少なくありません。
　このような状況を踏まえ，平成10年12月の「美術
品の美術館における公開の促進に関する法律」の施
行により，登録美術品制度が発足し，制度の活用が
図られています。本制度は，個人や法人が所有する
優れた美術品を文化庁長官が登録して，美術館で公
開することにより，国民の美術品を鑑賞する機会が
拡大することを目的としています。これまでに72件

（8,384点）の美術品が登録されました。今後も本制度
が積極的に活用されることにより，貴重な美術品が
広く公開されることが望まれます。（平成29年4月1
日現在）

＜登録美術品公開までの流れ＞

●美術館において専門家の手により安全かつ
　適切に管理され，5年以上にわたって計画的
　に公開・保管される。
●登録されても所有権は移転しない。
●相続税を納税する際，登録美術品による物
　納を希望する場合は，一般の美術品に比べ
　て物納することが容易になっている。
　（相続税の物納の特例措置）

＜登録美術品の特色＞

美術品所有者から文化庁に申請

文化庁の審査
文化庁長官が，美術品に関し広く高い識見を有する者

の意見を参考に，登録の可否を決定

登録美術品の所有者と
美術館の間で公開契約の締結

登録美術品の公開
（国民の美術品を鑑賞する機会の拡大）

（左隻） （右隻）

作品名：妙法蓮華経玄賛巻第六（巻頭部分）
公開館：東京国立博物館

作品名：紙本金地著色南蛮人渡来図＜／六曲屏風＞
公開館：東京国立博物館

登録美術品制度3
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設置趣旨
我が国の近現代建築は，国際的にも高い評価を受

けていますが，これまで，その学術的，歴史的，芸
術的価値を次世代に継承していく取組は必ずしも十
分ではありませんでした。近年，近現代建築の建築
資料（スケッチ，図面，模型，文書類，写真等）の中
には散逸，毀損，劣化等の危機に瀕しているものも
あり，また，著名な建築家に係る建築資料は海外に
流出している例も少なくありません。

また，平成23年2月に閣議決定された「文化芸術の
振興に関する基本的な方針（第3次基本方針）」では，
文化芸術の次世代への確実な継承を図るため，文化

芸術分野のアーカイブ構築に向けて，可能な分野か
ら作品，資料等の所在情報等の収集などを進めるこ
ととされました。

このような背景を踏まえ，文化庁は，我が国の近
現代建築に関する資料の収集，保管，展示及び調査
研究を行い，貴重な文化的資産を次世代に守り伝え
るため，平成24年11月に「国立近現代建築資料館」を
設置しました。重要な建築資料の保存・整理と、こ
れらを知的文化資源として利用に供する「建築資料
アーカイブス」を目指しています。

展示会の開催実績
〈平成25年度〉
・建築資料にみる東京オリンピック −1964年国立

代々木競技場から2020年新国立競技場へ−
・人間のための建築 −建築資料にみる坂倉準三−

〈平成26年度〉
・文化庁国立近現代建築資料館 前年度活動報告展示

−建築アーカイブズをめざして−
・建築のこころ −アーカイブにみる菊竹清訓展−

〈平成27年度〉
・ル・コルビュジエ×日本 国立西洋美術館を建て

た３人の弟子を中心に
・みなでつくる方法 ～吉阪隆正＋U研究室の建築

〈平成28年度〉
・資料にみる近代建築の歩み
・建築と社会を結ぶ −大髙正人の方法

施設情報
〒113-8553
東京都文京区湯島4-6-15（湯島地方合同庁舎内）
TEL 03-3812-3401
http://nama.bunka.go.jp/

資料整理風景

「建築と社会を結ぶ − 大髙正人の方法」
（平成28年10月26日〜平成29年2月5日）

国立近現代建築資料館4
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　独立行政法人日本芸術文化振興会は，我が国の芸
術その他の文化の向上を図ることを目的として，（１）
文化芸術活動に対する援助（２）伝統芸能の保存及び
振興（３）現代舞台芸術の振興及び普及の三つの事業
を行っています。伝統芸能及び現代舞台芸術の拠点

となる劇場施設として，国立劇場，国立演芸資料館（国
立演芸場），国立能楽堂，国立文楽劇場，国立劇場おき
なわ及び新国立劇場を設置し，各劇場において，主催
公演の実施，伝承者及び実演家等の養成研修，資料の
収集活用等の事業を一体的に行っています。

1. 日本芸術文化振興会（国立劇場等）

地下鉄半蔵門線「半蔵門」駅①出口から徒歩5分 
地下鉄有楽町線・半蔵門線・南北線

「永田町」駅④出口から徒歩8分

　昭和 41 年 11 月国立劇場本館（大・小劇場），昭和 54 年 3
月演芸資料館（国立演芸場）が開場。つとめて古典伝承のま
まの姿で伝統芸能の公開を行い，その正しい保存と振興に
努めています。また，伝承者の養成，調査研究，資料収集等
を行っています。
　なお，敷地内にある伝統芸能情報館には，情報展示室や図
書閲覧室等が設置されています。

国立劇場本館・演芸資料館

【大劇場】　　 1,610 席
【小劇場】　　　590 席
【演芸資料館】　300 席
【伝統芸能情報館】

平成29年度の公演予定
歌舞伎 5公演 122回
文楽 4公演 132回
舞踊 4公演 6回
邦楽 5公演 6回
雅楽 2公演 2回
声明 1公演 1回
民俗芸能 2公演 4回
特別企画 4公演 7回
大衆芸能 56公演 286回
青少年等を対象とした歌舞伎
 2公演 90回
青少年等を対象とした文楽
 1公演 24回

〒102-8656　
東京都千代田区隼町4-1
TEL 03-3265-7411

http://www.ntj.jac.go.jp/kokuritsu.html
http://www.ntj.jac.go.jp/engei.html

国立文化施設等
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JR中央・総武線「千駄ヶ谷」駅から徒歩5
分　都営大江戸線「国立競技場」駅A4出
口から徒歩5分　地下鉄副都心線「北参道」
駅①出口から徒歩7分

地下鉄堺筋線・千日前線，近鉄線
「日本橋」駅　⑦出口から徒歩1分  

　昭和 59 年 3 月開場。人形浄瑠璃文楽を中心に，上方芸能
を保存・継承し発展させることを目的として，公演を行っ
ています。また，伝承者の養成，調査研究，資料収集等を
行っています。

国立文楽劇場　http://www.ntj.jac.go.jp/bunraku.html

【文楽劇場】　753 席
【小ホール】　159 席

　昭和 58 年 9 月開場。能楽の普及と新しい観客層の開拓
を目的として，能と狂言の公演を行っています。また，伝承
者の養成，調査研究，資料収集等を行っています。

【能舞台】　　627 席

国立能楽堂　http://www.ntj.jac.go.jp/nou.html

平成29年度の公演予定
文楽　　　　4公演   188回
舞踊　　　　1公演       2回
邦楽　　　　1公演       1回
琉球芸能　　1公演       2回
特別企画      1公演       1回
大衆芸能      8公演     27回	
青少年等を対象とした文楽
　　　　　　1公演     28回

平成29年度の公演予定
定例公演    22公演    22回
普及公演    10公演    10回
企画公演    18公演    23回
青少年等を対象とした能楽
                  1公演    11回

〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷4-18-1
TEL 03-3423-1331

〒542-0073　大阪府大阪市中央区日本橋1-12-10
TEL 06-6212-2531
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京王新線（都営新宿線乗入）「初台」駅（中
央口）から徒歩1分
車利用の場合　　山手通り，甲州街道交
差点｡首都高速4号線新宿出口・初台出口，
首都高速中央環状線中野長者橋出口すぐ

（約860台収容の駐車場あり）

バス利用の場合　勢理客（じっちゃく）
	 徒歩10分　
	 国立劇場おきなわ（結の街）
	 徒歩1分　
タクシー利用の場合　那覇空港から約20分

　平成 9 年 10 月開場。現代舞台芸術の振興・普及を図るた
め，オペラ，バレエ，現代舞踊，演劇等の公演を行うととも
に，現代舞台芸術の実演家等の研修や，調査研究，資料収集等
を行っています。舞台美術センターでは，舞台装置，衣裳の
保守・管理，資料の保存公開を行っています。

新国立劇場　http://www.nntt.jac.go.jp/

【オペラ劇場】1,814 席
【中劇場】　　  1,038 席
【小劇場】　　　 468 席
【舞台美術センター】

　平成 16 年 1 月開場。伝統文化を通じたアジア・太平洋
地域との交流の拠点となることを目的として，組踊を中心
とする沖縄伝統芸能の公開，伝承者の養成，調査研究，資料
収集等を行っています。

【大劇場】　632 席　
【小劇場】　255 席

国立劇場おきなわ　http://www.nt-okinawa.or.jp/

平成29年度の公演予定
オペラ	 11公演	 47回
バレエ	 6公演	 31回
現代舞踊	 4公演	 11回
演劇	 8公演	 169回
青少年等を対象としたオペラ
	 1公演	 6回
青少年等を対象としたバレエ
	 1公演	 8回

平成29年度の公演予定
定期公演	 16公演	 18回
企画公演	 7公演	 7回
研究公演	 2公演	 2回
普及公演	 3公演	 3回
青少年等を対象とした組踊等	
 	 2公演	 10回

〒151-0071　東京都渋谷区本町1-1-1
TEL 03-5351-3011

〒901-2122　沖縄県浦添市勢理客4-14-1
TEL 098-871-3311

舞台美術センター
〒288-0874
千葉県銚子市豊里台1-1044
TEL 0479-30-1048
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地下鉄東西線「竹橋」駅下車，1b出口から
（本館）徒歩3分，（工芸館）徒歩8分

地下鉄銀座線「京橋」駅下車，出口1徒歩1分
都営浅草線「宝町」駅下車，出口A4徒歩1分

JR「東京」駅下車，八重洲南口徒歩10分

開映時間

開室時間

休館日

収蔵品

大ホール・小ホール／
企画ごとに1日2〜3回の上映。
詳細は各企画の上映カレンダー，
チラシ等で御確認ください
展示室／火〜日 11:00〜18:30

（入室は18:00まで）
毎週月曜日　上映準備期間
年末年始
映画フィルム	 87,527本　　　

（平成28年度末［寄託含む］）

　昭和 27 年，我が国初の国立美術館として開館しま
した。近・現代美術に関する作品，映画フィルムそ
の他の資料の収集，保管，陳列及び調査研究を行って
います。
　本館のほか，工芸館（昭和 52 年開館），フィルムセ
ンター（昭和 45 年開館）及びフィルムセンター相模
原分館（昭和 61 年開館）を設置しています。

フィルムセンター
〒104-0031 東京都中央区京橋3-7-6
TEL 03-3561-0823
フィルムセンター相模原分館
〒252-0221 神奈川県相模原市中央区高根
3-1-4
TEL 042-758-0128

本館
〒102-8322 東京都千代田区北の丸公園3-1
TEL 03-3214-2561
工芸館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園1-1
TEL 03-3211-7781

開館時間
夜間開館

休館日

入館者数

収蔵品

10:00〜17:00（入館は16:30まで）
10:00〜20:00（入館は19:30まで）
本館のみ，毎週金・土曜日実施
毎週月曜日（月曜日が祝日に当たる
場合はその翌日）
展示替期間　
年末年始
504千人

（平成28年度  フィルムセンター含む）
日本画・洋画	 2,201点
水彩・素描・版画	 7,210点
彫　刻	 470点
写　真	 2,742点
工芸（デザイン含む）	 3,760点
その他	 824点
　計	 17,207点

（平成28年度末［寄託含む］）

（本館・工芸館）

（フィルムセンター ）

東京国立近代美術館　http://www.momat.go.jp/

　独立行政法人国立美術館は，芸術文化の創造と発
展を目的とし，多様化する国民の興味・関心や現代美
術を取り巻く状況の変化に応じた多彩な活動を展開
することが求められています。このため，東京国立近
代美術館，京都国立近代美術館，国立西洋美術館，国
立国際美術館，国立新美術館それぞれの特色を生か

しつつ，5館が連携・協力して，美術作品の収集・展
示，教育普及活動やこれらに関する調査研究を行うと
ともに，我が国の美術振興の拠点として，海外の美術
館や作家との交流，公私立美術館への助言等を行っ
ています。

2. 国立美術館 http://www.artmuseums.go.jp/

美術館本館 工芸館

フィルムセンター
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地下鉄東西線「東山」駅
下車　徒歩10分

JR「上野」駅下車公園口，徒歩1分
京成「京成上野」駅下車，徒歩7分
地下鉄銀座線，日比谷線「上野」駅
下車，徒歩8分

開館時間
夜間開館

休館日

入館者数
収蔵品

9:30〜17:00（入館は16:30まで）
9:30〜20:00（入館は19:30まで）
毎週金・土曜日
毎週月曜日（月曜日が休日に当たる場合はその翌日）
年末年始及び展示替期間
326千人（平成28年度）
日本画・洋画	 2,108点
水彩・素描・版画	 4,501点
彫　刻	 108点
写　真	 1,981点
工芸（デザイン含む）	 2,973点
その他	 1,501点
計	 13,172点
	 （平成28年度末［寄託含む］）

　国立近代美術館京都分館として昭和 38 年に発足，42 年に独
立して京都国立近代美術館となりました。
　近・現代美術，特に関西を中心とした西日本の作品等の収集，
保管，調査研究及び展示を行っています。

〒606-8344 
京都市左京区岡崎円勝寺町（岡崎公園内）
TEL 075-761-4111

京都国立近代美術館　http://www.momak.go.jp/

開館時間

夜間開館

休館日

入館者数
収蔵品

9:30〜17:30
（入館は17:00まで）
毎週金・土曜日
9:30〜20:00（入館は19:30まで）
毎週月曜日（月曜日が休日に当たる
場合はその翌日），展示替期間
年末年始
1,319千人（平成28年度）
洋画	 497点
水彩・素描・版画	 4,347点
彫　刻	 103点
工芸（デザイン含む）	 819点
その他	 325点
　計	 6,091点
	 （平成28年度末［寄託含む］）

　松方コレクションの返還を機に昭和 34 年に開館し，54 年に
新館を，平成 9 年に企画展示館を増築しました。
　フランス政府から寄贈返還された松方コレクション及びその
他の西洋美術に関する作品等の収集，保管，陳列及び調査研究を
行っています。本館は、ル・コルビュジェの設計によるもので
あり、平成 28 年 7 月 17 日に国立西洋美術館を含む「ル・コルビュ
ジェの建築作品ー近代建築運動への顕著な貢献ー 」が世界文化
遺産に登録されました。

国立西洋美術館　http://www.nmwa.go.jp/

〒110-0007 東京都台東区上野公園7-7
TEL 03-3828-5131
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京阪中之島線「渡辺橋」駅下車，徒歩約5
分　地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅下車，徒
歩約10分　地下鉄御堂筋線・京阪「淀屋
橋」駅下車，徒歩約15分　JR大阪環状線・
阪神「福島」駅，JR東西線「新福島」駅下車，
徒歩約10分

開館時間
夜間開館

休館日

入館者数
収蔵品

10:00〜17:00（入館は16:30まで）
毎週金・土曜日10:00〜20:00（入館は19:30まで）
毎週月曜日（月曜日が休日に当たる場合はその翌日）
展示替期間，年末年始
565千人（平成28年度）
日本画・洋画	 814点
水彩・素描・版画	 3,377点
彫　刻	 403点
写　真	 817点
工芸（デザイン含む）	 1,341点
その他	 1,201点
    計	 7,953点
	 （平成28年度末［寄託含む］）

　昭和45年に開催された日本万国博覧会の万国美術館を活用し
て，52 年に発足。平成 16 年 11 月大阪の都心・中之島に新築移
転しました。日本美術の発展と世界の美術との関連を明らかに
するために必要な美術に関する作品（主に昭和20年以降）等の収
集，保管，陳列及び調査研究を行っています。

国立国際美術館　http://www.nmao.go.jp/

〒530-0005 
大阪市北区中之島4-2-55　
TEL 06-6447-4680

地下鉄千代田線「乃木坂」駅下車，
6出口美術館直結　地下鉄日比
谷線「六本木」駅下車，4a出口徒
歩約5分　都営大江戸線「六本
木」駅下車，7出口徒歩約4分　

開館時間

休館日

入館者数

企画展10:00〜18:00（入場は17:30まで）
※会期中毎週金曜日は20:00まで（入場は19:30まで）
公募展10:00〜18:00（美術団体によって異なる）
毎週火曜日（火曜日が休日に当たる場合はその翌平日）
設備維持管理及び年末年始
1,652千人（平成28年度）

　東京・六本木に国内最大級の展示スペース 1 万 4 千㎡を有す
る 5 番目の国立美術館として，平成 18 年 7 月に設置され，平成 19
年 1 月に開館しました。
　特定の収蔵品を持たず，全国的な活動を行う美術団体等への展
覧会会場の提供や，新しい美術の動向に焦点を当てた自主企画展
及び新聞社等との共催による展覧会の開催とともに，展覧会カタ
ログを中心とした美術に関する情報や資料の収集・公開，幅広い
層を対象とした教育普及活動及び調査研究を行っています。

国立新美術館　http://www.nact.jp/

〒106-8558　
東京都港区六本木7-22-2
TEL 03-6812-9900

ⅩⅢ 国立文化施設等

85

13_P80-89_2017年.indd   85 2017/06/28   20:39



JR「上野」駅公園口下車，徒歩
10分　JR「鶯谷」駅南口下車，
徒歩10分　京成電鉄「京成上
野」駅下車，徒歩15分　東京メ
トロ銀座線，日比谷線「上野」駅
下車，徒歩15分　東京メトロ
千代田線「根津」駅下車，徒歩
15分

開館時間

休館日

入館者数
収蔵品

（寄託品を含む）

9:30〜17:00（入館は16:30まで）
毎週金曜,土曜日は21:00まで開館（入館は20:30まで）
4月〜9月の土曜，日曜，祝日，休日は18:00まで開館（入館は
17:30まで）
特別展やイベント等の開催に伴い，開館時間・休館日は変更
になることがあります。
月曜日（ただし月曜日が祝日又は休日の場合は開館し，翌火曜
日に休館），年末年始（平成29年12月26日〜平成30年1月1
日）
※環境整備工事のため，一部展示館を閉館することがありま
す。
1,907千人（平成28年度）
絵画	 12,496件
書跡･典籍･古文書	 3,972件
彫刻	 2,192件
考古	 35,182件
工芸	  36,647件
その他	 29,777件
   計	                         120,265件　（平成28年度末）

　明治 5 年に東京の湯島大聖堂において開催された博覧会を契
機に創立された我が国で最も長い歴史を持つ博物館です。明治
22 年帝国博物館となり，昭和 27 年東京国立博物館と改称しまし
た。
　人文系の総合的な博物館として，日本を中心に広く東洋諸地
域にわたる美術品及び考古資料等の文化財を収集・保存・管理
して公衆の観覧に供するとともに，これに関連する調査研究及
び教育普及事業等を行うことにより，貴重な国民的財産である
文化財の保存及び活用を図ることを目的としています。

東京国立博物館　http://www.tnm.jp/

　国立文化財機構は，東京国立博物館，京都国立博物
館，奈良国立博物館，九州国立博物館の四つの博物館
及び東京文化財研究所，奈良文化財研究所，アジア太
平洋無形文化遺産研究センターの計七施設から構成
されています。

　本機構は，貴重な国民的財産である文化財の保存
と活用を図ることを目的とし，文化財に対する調査研
究，有形文化財の収集・保存・管理，展示活動等の事
業を行っています。

3. 国立文化財機構（国立博物館，文化財研究所及びアジア太平洋無形文化遺産研究センター）

〒110-8712　東京都台東区上野公園13-9
TEL 03-3822-1111
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近鉄「奈良」駅下車，徒歩15分
奈良交通バス　市内循環外回
り「氷室神社・国立博物館」下
車すぐ

京阪電鉄「七条」駅下車，東へ
徒歩7分　ＪＲ，近鉄「京都」駅
下車，駅前市バスD2のりばか
ら206・208号系統にて「博
物館・三十三間堂前」下車，徒
歩すぐ

　明治 22 年奈良に帝国博物館を設置することが決定され，明治
28年に開館，昭和27年に現在の奈良国立博物館と改称しました。
　仏教美術を中心とした文化財について収集 ･ 保存・管理して
公衆の観覧に供するとともに，これに関する調査研究等を行っ
ています。そのほか，文化財の修理を行うため，文化財保存修理
所を設置しています。展覧事業としては，仏教美術をテーマと
する名品展のほか，特別展，正倉院展，特別陳列等を開催してい
ます。

奈良国立博物館　http://www.narahaku.go.jp/ 開館時間

休館日

入館者数
収蔵品

（寄託品を含む）

9:30〜17:00（入館は16:30まで）
毎週金曜日，土曜日の名品展（特別陳列等を含む）は20:00
まで開館（入館は19:30まで）
特別展やイベント等の開催に伴い，開館時間は変更になる
ことがあります。
月曜日（休日の場合はその翌日。連休の場合は最終日の翌
日），1月1日
449千人（平成28年度）
絵画                             855件
書跡･典籍･古文書         497件
彫刻                             562件
考古                             970件
工芸                             854件
その他                          106件
  計                            3,844件　（平成28年度末）

開館時間

休館日

入館者数
収蔵品

（寄託品を含む）

9:30 ～ 17:00（入館は閉館の30分前まで）
特別展覧会期間中は9:30 ～ 18:00（入館は閉館の30分前まで）
毎週金曜，土曜日は20:00まで開館（入館は閉館の30分前まで）

（7月〜9月2日は21:00まで開館）（入館は閉館の30分前まで）
月曜日（ただし月曜日が祝日又は振替休日の場合は開館し，翌
火曜日に休館），年末年始（平成29年12月25日～平成30年
1月1日），その他特別展準備及び撤収期間は名品ギャラリー
を閉室します
384千人（平成28年度）
絵画                             4,306件
書跡･典籍･古文書         2,247件
彫刻                                411件
考古                             1,114件
工芸                             5,515件
その他                             390件
  計                            13,983件　（平成28年度末）

　明治 22 年京都に帝国博物館を設置することが決定され，明治
30 年に開館，大正 13 年皇太子殿下御成婚記念として京都市に下
賜され恩賜京都博物館と改称，その後昭和 27 年に再び京都市か
ら国に移管され現在の京都国立博物館と改称しました。
　古都京都の優れた古器宝物を中心に，京都及び近傍社寺等の
美術全般を収集・保存・管理して公衆の観覧に供し，あわせて
これに関する調査研究及び事業を行っています。国宝や重要文
化財の修理，保存処理及び模写等を行うため，文化財保存修理所
を設置しています。

京都国立博物館　http://www.kyohaku.go.jp/

〒630-8213　奈良市登大路町50番地
TEL 0742-22-7771

〒605-0931　京都市東山区茶屋町527
TEL 075-541-1151
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開館時間

休館日

入館者数
収蔵品

（寄託品を含む）

日曜日・火曜〜木曜日
9:30〜17:00（入館は16:30まで）
金曜日・土曜日
9:30〜20:00（入館は19:30まで）
月曜日（ただし月曜日が祝日又は振替休日の場合は
開館し，翌日休館），年末
922千人（平成28年度）
絵画                             259件
書跡･典籍･古文書          113件
彫刻                               29件
考古                             177件
工芸                             697件
その他                          213件
  計                            1,488件　（平成28年度末）

　平成 17 年 10 月に国立博物館として約 1 世紀ぶりに開館しま
した。国際社会におけるアジアの位置づけが重要性を増して
いる中，アジア諸国との相互理解を深めるために「日本文化の
形成をアジア史的観点から捉える」という新しいコンセプトを
もって設置され，開館以降，多くの皆さまに御来館いただいてい
ます。
　平成 27 年 10 月に開館 10 周年を迎え，今後も 21 世紀に相応し
い国立博物館として，美術，歴史・考古資料等の収蔵・展示をは
じめ，教育普及や博物館科学の充実に努めます。また，広く国際
社会・地域社会に開かれた「生きている博物館」として歩み続け
ていきます。

九州国立博物館　http://www.kyuhaku.jp/

【九州自動車道】太宰府IC又は
筑紫野ICから高雄交差点経由
で約20分

【福岡都市高速】水城出口から
高雄交差点経由で約20分

【タクシー利用】JR二日市駅か
ら約 15 分・福岡空港から約
30分

【西鉄電車】「西鉄福岡（天神）」
駅から西鉄天神大牟田線（特急
約13分／急行約17分）で「西
鉄二日市」駅乗り換え，西鉄太
宰府線（約5分）で西鉄「太宰
府」駅下車，徒歩約10分
※特急／急行料金不要

【JR】JR「博多」駅からJR鹿児
島本線（快速約15分）でJR「二
日市」駅下車，JR「二日市」駅
から「西鉄二日市」駅（徒歩約
12分，バス約5分），「西鉄二
日市」駅から西鉄太宰府線利用

【西鉄バス】博多バスターミナ
ル（1階太宰府行き）から西鉄
太宰府駅下車（所要時間約40
分），徒歩約10分
福岡空港からタクシー（約30
分），又は地下鉄福岡空港駅か
ら天神駅で乗り換え上記鉄道
のとおり
もしくは福岡空港国際線から
太宰府行き西鉄バスにて西鉄
太宰府駅下車（所要時間約25
分），徒歩約10分

車

鉄道

バス

飛行機

JR「鶯谷」駅南口下車，徒歩
10分　JR「上野」駅公園口
下車，徒歩 15 分　東京メ
トロ銀座線・日比谷線「上
野」駅下車，徒歩20分　京
成電鉄「京成上野」駅下車，
徒歩20分　東京メトロ千
代田線「根津」駅下車，徒歩
20分

東京文化財研究所　http://www.tobunken.go.jp/

　有形文化財，無形文化財等を中心に，基礎的な
調査研究から科学技術を活用した先端的手法に
よる研究まで行い，成果を公表・活用するととも
に，保存・修復に関する我が国の国際協力拠点と
しての役割を担っています。

〒110-8713　東京都台東区上野公園13-43
TEL 03-3823-2241

キトラ古墳壁画展示のための作品搬送

〒818-0118　福岡県太宰府市石坂4-7-2
TEL 092-918-2807
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JR「百舌鳥」駅下車,徒歩6
分，南海バス「堺市博物館
前」下車,徒歩4分

近鉄「大和西大寺」駅下車，
徒歩10分

アジア太平洋無形文化遺産研究センター（IRCI）　http://www.irci.jp/JP.html

　アジア太平洋地域における無形文化遺産の保
護を推進する拠点として，ユネスコと日本政府
の協定に基づき設立されたユネスコカテゴリー
2 センター（ユネスコの方針のもとプログラムを
実行する機関）です。当該地域の無形文化遺産の
保護に向けた調査研究に従事する研究者や研究
機関を支援し，無形文化遺産保護の充実を使命と
して活動しています。

奈良文化財研究所　http://www.nabunken.go.jp/

　貴重な文化財を実物に即して総合的に研究する
組織です。平城宮跡や藤原宮跡の発掘調査をはじ
め，建造物，古文書などの個々の文化財の調査研究，
そして飛鳥保存のための調査研究と展示普及など
を行っています。

〒590-0802　大阪府堺市堺区百舌鳥夕雲町2　堺市博物館内
TEL：072-275-8050

〒630-8577　奈良県奈良市佐紀町247-1
TEL 0742-30-6733

大宝元年元日朝賀の様子の復元
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芸術文化による震災からの復興支援1

文化財分野における対応2

東日本大震災及び熊本地震に係る
文化庁の対応ⅩⅣ

　文化庁が把握したところでは，これまでに東日本
大震災により278，熊本地震により32の公立文化施設
から，ホール天井の落下・破損，照明等の破損や損壊，
壁や床のひび割れ等の被害が報告されています。
　文化庁では，「公立社会教育施設災害復旧費補助

金」により，被災した公立文化施設に対して，復旧
に係る経費を国庫補助してきました。平成29年度に
おいても，被災地において文化芸術の拠点となる公
立文化施設の復旧に力を注いでいきます。

平成23年3月11日に発生した東日本大震災では，数
多くの文化財が被災しました。国により指定等され
た文化財の被害総数は744件で，有形，無形のほぼ
全ての種別の文化財に及んでいます。
地震直後から，文化庁では非常時における法定義
務の猶予，復興事業に伴う埋蔵文化財の発掘調査の
弾力的な運用，文化財建造物に対する応急危険度判

定への対処等，被災地の円滑な復旧・復興と文化財
保護の両立に必要な方針について，都道府県を通じ
て通知するなど対応してきました。
被害状況把握のため，地元自治体と連携を取りな

がら，随時，文化財調査官の現地派遣を行いましたが，
被災文化財の数が膨大で，かつ広範囲に所在するこ
とから，現地調査や保存のための応急対応について

文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）
　文化庁では，平成23年度から東日本大震災の被災
地の学校や避難所に芸術家等を派遣してきました。

平成29年度も引き続き，芸術文化を通じて被災地の
子供たちが健やかに過ごせる環境を醸成します。

1. 文化施設の被害状況及び復旧への取組について

1. 文化財の被災状況

2. 芸術文化による復興への取組

≪東日本大震災に係る対応≫
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（1）文化財への対応
美術工芸品や有形民俗文化財などの動産文化財及

び美術品については，被災した文化財等を緊急に保
全し，損壊建物の撤去等に伴う貴重な文化財等の廃
棄・散逸を防止するため，東京文化財研究所に被災
文化財等救援委員会（救援委員会）の事務局を置き，
「東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業（文
化財レスキュー事業）」を早い段階で開始し，平成25
年３月までの２年度にわたって活動しました。
また，平成24年度からは，被災した博物館資料の
修理や，整理・データベース化，収蔵場所の確保等
の支援を行う「被災ミュージアム再興事業」の下で
これらの文化財等における汚泥の除去や脱塩といっ
た安定化のための処理を行い，所有者への返還につ
なげていくこととしています。
建造物については，被害状況を調査するとともに，

所有者等の要請に応じて，応急措置及び復旧に向け
た技術的支援等を行うため，一般社団法人日本建築

学会，公益社団法人日本建築家協会その他関係団体
と協力して「東日本大震災被災文化財建造物復旧支
援事業（文化財ドクター派遣事業）」を立ち上げ，11
県217市町村にのべ約600人の調査員を派遣し，約
4,500棟の文化財建造物調査を行いました。
その他，被災した文化財の修復のための支援を
行っています。

（2）被災地の埋蔵文化財発掘調査支援
埋蔵文化財については，被災地の復興事業の本格

化に伴う埋蔵文化財の発掘調査に対応するため，平
成24年度から地方公共団体の協力を得て埋蔵文化財
の専門職員を被災地（岩手県，宮城県，福島県の3県）
に派遣しています。今後更なる本格的な復興事業が
計画されており，埋蔵文化財の保護と復興の両立を
図るため，今後も引き続き専門職員を派遣し，被災
地への支援を継続していきます。
ほかに，復興に際して必要な埋蔵文化財の発掘調
査については，「東日本大震災復興交付金」の基幹
事業に盛り込む，最新技術を導入するなど，被災自
治体の財政負担の軽減及び効率化を図っています。

被災ミュージアム再興事業
被災資料の修復（岩手県立博物館）

被災地の埋蔵文化財発掘調査支援

関係団体にも協力を依頼し，多くの専門家を動員し て行う体制を整備する必要がありました。

2. 復旧・復興に向けた取組
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（3）体制の充実・強化に向けて
文化庁では，国が指定・選定する文化財のうち，
甚大な被害を受けたものについては，所有者や管理
団体が行う復旧等事業に国庫補助を行ってきました。
国の財政支援が十分に及ばない登録文化財等に対し
ては，文化庁長官が寄附を呼びかけ，公益財団法人
文化財保護・芸術研究助成財団に寄せられた寄附金
から助成がなされました。募金に対する米国のワー
ルド・モニュメント財団等の協力も得て，国内外の
企業，団体，個人から寄せられた寄附金は，都道府県・
市町村指定及びこれらに準じた価値を持つ未指定の
各種文化財の復旧事業や，文化財レスキュー事業及
び文化財ドクター派遣事業の支援等にも用いられま
した。
文化庁では，東日本大震災による文化財の被害の
把握やその後の復旧の取組を受けて，災害後の救援
事業等を迅速に実施するための体制づくりに取り組
んでいます。平成25年には文化財部に「文化財等災
害対策委員会」を設置しました。また，文化庁と連
携して日常的な文化財防災と有事の体制づくりを促
進するため，平成26年度から，独立行政法人国立文
化財機構が「文化財防災ネットワーク推進事業」に
着手しました。
こうした取組の一環として，平成27年3月には，国
内外の情報を収集し，関連団体とのつながりを広く
構築できるよう，第3回国連防災世界会議の開催と合
わせて，ユネスコ，イクロム，国立文化財機構と共に，
国際専門家会合「文化遺産と災害に強い文化遺産」
を開催しました。
文化庁では，今後も引き続き被災地の復旧・復興

を支援するとともに，文化財が人々の心の復興やコ
ミュニティの再生に役立つよう，有事の体制の充実
強化に努めていきます。

≪熊本地震に係る対応≫
平成28年4月に発生した熊本地震により，国指定等

文化財については，熊本城跡（特別史跡）の石垣の崩
落や，阿蘇神社楼門（重要文化財）の倒壊など，平成
28年８月23日時点で169件の被害報告を受けました。
このような被災文化財を早期に修理・復旧するた
め，文化庁内に「熊本地震文化財復旧・復興対応プ
ロジェクトチーム」を設置するとともに，特に被害
の大きい熊本城の復旧を支援するため，「熊本城復旧
総合支援室」を設置し，熊本市，熊本県をはじめと
する地方公共団体や文化財の所有者，関係省庁等と
連携して対応しています。今後も，平成28年12月に
熊本市が策定した「熊本城復旧基本方針」を踏まえ，
熊本城の計画的な復旧を支援していきます。
また，被災文化財の修理・復旧に向けて，文化財
の所有者や管理団体等が行う復旧工事への国庫補助
を行うとともに，修復への寄附を呼びかける文化庁
長官メッセージを発出しました。
さらに，文化財建造物の被災状況調査や復旧に向
けた技術的支援等を行う専門家を派遣する「文化財
ドクター派遣事業」や，緊急に保全すべき動産文化
財の調査・救出等を行う「熊本文化財レスキュー事業」
等により技術的な支援を実施するとともに，復旧・
復興に伴う発掘，調査等の支援のために，平成29年
4月より，全国から9名の埋蔵文化財専門職員の派遣
を行っています。

国際専門家会合「文化遺産と災害に強い地域社会」
（写真提供：国立文化財機構）

熊本城
重要文化財北十八間櫓の復旧工事

東日本大震災に係る文化庁の対応ⅩⅣ
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